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☆ 本書の転載・目的外使用等は一切禁止します。 



 

目 次 

 
１． 信用保証制度のしくみ P1 

２． 信用保証をご利用いただける方 P2 

３． 信用保証をご利用いただけない方 P6 

４． 保証の内容 P9 

５． 責任共有制度 P16 

６． 信用保証料 P17 

７． 事務手続 P25 

８． 貸付手続 P42 

９． 貸付実行後の業況報告書等の提出 P47 

１０． 保証条件変更手続 P50 

１１． 各種変更手続 P66 

１２． 償還報告 P69 

１３． 事故報告手続 P70 

１４． 代位弁済手続 P74 

１５． 信用保証協会団体信用生命保険制度 P81 

１６． 個人情報の保護について P83 

１７． 申込みに必要な書類 P84 

１８． 事務所・支所のご案内 P85 
 

 

  



1 
 

１．信用保証制度のしくみ 
 

 信用保証制度の当事者は、基本的には中小企業者等、金融機関、信用保証協会の三者です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 中小企業者等は、金融機関を経由して信用保証協会に信用保証委託申込をします。信用保証

協会へ直接申し込むこともできます。県・市町の制度融資は、金融機関のほかに市町の商工

担当課や商工会議所・商工会を経由して申し込むこととなります。 

② 信用保証協会は、申込みのあった中小企業者等について信用調査をします。 

③ 信用保証協会は、審査の結果、信用保証を適当と認めたときは、金融機関に対し保証書を発

行します。 

④ 金融機関は、保証書に基づき中小企業者等に融資を行います。このとき、中小企業者等には

所定の保証料を金融機関を通じて信用保証協会へお支払いいただきます。 

⑤ 中小企業者等は、融資を受けたときの条件によって、金融機関に借入金を返済します。 

⑥ 中小企業者等が、何らかの事情で借入金の全額又は一部の返済ができなくなった時、金融機

関は信用保証協会に対して代位弁済の請求をします。 

⑦ 信用保証協会は、この請求に基づき、中小企業者等に代わって借入金の残額を金融機関に代

位弁済します。 

⑧ 信用保証協会は、中小企業者等に対する求償権を得て債権者となります。 

⑨ 中小企業者等は、信用保証協会に対して求償債務の返済をします。 

※ ⑥～⑨は債務不履行が発生した場合 

  

 信用保証協会 

（全国５１協会） 
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２．信用保証をご利用いただける方 
 
 信用保証をご利用いただける中小企業者等は、客観的に事業を行っていることが明らかで、

次に掲げる所在地、企業規模、業種等の要件を備えた個人、会社、特定非営利活動法人（ＮＰ

Ｏ法人）、医業を主たる事業とする法人及び組合です。  
 なお、事業を行っているか否かについては、当該事業に係る設備等を有し、帳票類を備えて

計画的、継続的に事業が行われているか、許認可等の有無、納税状況等を含めて総合的に判断

します。 

１．所在地 

 個人の場合は、兵庫県内に住居※１又は事業所を有していること、法人の場合は、兵庫県

内に本店又は事業所※２を有していることが必要です。 

 
＜ポイント＞ 

① 制度融資等の要綱又は要領等で業歴、区域等の要件を定めている場合は、その定

めによります。 
② 大工、左官、行商等で事務所がない場合は、住所地を事業所とみなします。 
③ 不動産賃貸業で事務所がない場合は、住所地又は不動産賃貸物件のある場所を事

業所とみなします。 
 

２．中小企業者の範囲 

（１） 会社の場合 

  「会社」とは、株式会社（特例有限会社を含む）、合名会社、合資会社、合同会社をいいま

す※３。 
  会社の場合は、次の資本の額（出資の総額）又は常時使用する従業員数が、次のいずれか

に該当していれば保証の対象となります。 
 

業 種 
資本の額 

（出資の総額） 

常時使用する

従業員数 

製造業、建設業、運送倉庫業、不動産業、旅行業等 ３億円以下 ３００人以下 

卸売業 １億円以下 １００人以下 

サービス業 ５,０００万円以下 １００人以下 

小売業 ５,０００万円以下 ５０人以下 

 

中小企業信用保険法第２条第１項第２号に規定する政令で定める業種※４ 

政令特例業種 
資本の額 

（出資の総額） 

常時使用する

従業員数 

ゴム製品製造業※５ ３億円以下 ９００人以下 

ソフトウエア業 ３億円以下 ３００人以下 

情報処理サービス業 ３億円以下 ３００人以下 

旅館業 ５,０００万円以下 ２００人以下 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※１：現に居住して

いることが必要で

す。 

 

※２：事業実態があ

ることが必要です。 

また、事業所の確認

は、登記、賃貸契約

書、納税証明書、開

業届等により総合的

に行います。 

 
※３：士業法人（士

業を規定する法律

に基づく法人のこと、

例：弁護士法人、税

理士法人等）につい

ても会 社 に含 みま

す。 

 

※４：中小企業信用

保険法第２条第１項

第２号に規定する政

令で定める業種に

係る規模要件にお

いて、特定非営利活

動法人（ＮＰＯ法人）

は適用対象外となり

ます（通常の規模要

件 が 適 用 さ れ ま

す。）。 

 

※５：自動車・航空

機用タイヤ・チューブ

製造業及び工業用

ベルト製造業を除き

ます。 

 

 

 

 

 

 



3 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「常時使用する従業員」とは 
 会社の役員は含まれません。 
 個人の場合は、事業主と生計を同一にしている三親等内の親族は含まれません。 
 アルバイト等臨時的な従業員は含まれません。ただし、名目は臨時雇いであっても

常傭的な場合は含まれます。 
 常時使用する従業員数は、本店、支店、工場、営業所等の従業員の合計数をいいま

す。なお、資本金の規模を超え、かつ、常時使用する従業員数が規模の９０％を超
えている場合は、従業員数の確認資料（P84）が必要となります。 

 

（２） 個人の場合 

  上記（１）の常時使用する従業員数で確認します。 
 
（３） 組合 

  当該組合が保証対象業種を営んでいる、又は組合の構成員の３分の２以上が中小企業者で

保証対象業種を営んでいる場合は対象となります※７。保証対象となる組合とその要件は 

次表のとおりです。 
組合の名称 保証対象要件 

事業協同組合（同小組合・同連合会）、企業組合、消費

生活協同組合（同連合会）、農業協同組合（同連合会）、

水産業協同組合、森林組合（同連合会）、生産森林組合、

商店街振興組合（同連合会） 

保証対象事業を営むもの又は構成員の 3 分の 2 以上が保証対象

事業を営むもの 

協業組合 保証対象事業を営むもの 
商工組合（同連合会） 保証対象事業を営むもの又は構成員が保証対象事業を営むもの 
生活衛生同業組合（同連合会）、生活衛生同業小組合、

酒販組合（同連合会、同中央会） 
構成員の 3 分の 2 以上が 5 , 000 万円（卸売業 1 億円）以下の資

本金（又は出資金）である法人又は常時 50 人（卸売業又はサー

ビス業 100 人）以下の従業員を使用するもので、保証対象事業

を営むもの又はその構成員が保証対象事業を営むもの 
酒造組合（同連合会、同中央会）、内航海運組合（同連

合会） 

構成員の 3 分の 2 以上が 3 億円以下の資本金（又は出資金）で

ある法人又は常時 300 人以下の従業員を使用するもの 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
※６：日本国内で法

律及び金融諸取引

上の慣行に従う旨の

念書が必要です。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
※７：出資の総額及

び従業員について

の規制はありません。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

＜ポイント＞ 

組合でも、有限責任事業組合（ＬＬＰ）等は、保証の対象となりません。 

＜ポイント＞ 

 ① 外国に住所を有し、外国法に準拠して設立された会社であっても、日本において

取引を継続して行っており、日本における代表者の住所、氏名、営業所並びに会

社設立の準拠法の登記をしている法人であれば、対象※６となります。なお、資本

金の保証に係る要件については、外貨建てとなっている場合、円換算し判定する

ことが必要となります。 
② 国、地方公共団体あるいは大企業が出資して設立された会社であっても、その会

社が中小企業の規模の範囲内であれば対象となります。ただし、制度融資につい

ては対象とならない場合があります。 
③ 兼業の場合における中小企業の規模は、主たる事業で判定します。 
④ 常時使用する従業員数が 20 人（商業又はサービス業（宿泊業、娯楽業及び旅行業

を除く）を主たる事業とする事業者については 5人）以下の事業者を「小規模企

業者」といいます（個人事業者についても同様）。 
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（４） 特定非営利活動法人（ＮＰＯ法人） 

   次の要件※８を満たすＮＰＯ法人が対象となります。 

業 種 
常時使用する

従業員数※９ 

製造業、建設業、運送倉庫業、不動産業、旅行業等 ３００人以下 

卸売業、サービス業 １００人以下 

小売業 ５０人以下 

 

（５） その他の法人 

  医業を営む医療法人（社団、財団）、医業を主たる事業とする社会福祉法人等で、常時使

用する従業員数が３００人以下のものを対象とします。 
  なお、出資の総額（資本の額）については制限がありません。 
 

＜ポイント＞  

① その他の法人は、医業を主たる事業とする法人以外（学校法人、準学校法人、宗

教法人、農事組合法人※１０、公益法人※１１、中間法人等）は対象となりません。 
② 「医業」とは、当該法人が診察室等を設置し、医師、看護師等を有する等、医療

行為が行われることを前提とするものをいいます。例えば、日本標準産業分類上
の「病院」「一般診療所」「歯科診療所」「獣医業」及び「介護老人保健施設」の
ほか、介護保険法に規定する「介護医療院」、児童福祉法に規定する「医療型障
害児入所施設」及び「医療型児童発達支援センター」が該当します。 

 

３．業種 

  保証対象業種を営んでいる方が対象となります。 
  現在、ほとんどの業種においてご利用いただけますが、業種によっては保証対象とならな

い場合もあります※１２。 
 
 
 
 
 
 
 
 

４．許認可等 

許認可等を必要とする事業は、その許認可等を取得していることが必要です。 
なお、「確認が必要な許認可業種一覧表」（P5参照）に記載している業種については、保証

申込にあたり、取得している許認可等の写しを提出していただくことが必要となります（必

要に応じて許認可等の原本を確認します）。 

（１）許認可等の名義人は、原則として、申込人と同一であることが必要です。 

（２）有効期間内の許認可証等の写を既に提出している場合は、再度の提出は不要です。 
 

 

 

 

 

 

 

 

※８：ＮＰＯ法人には

資本金の概念はあ

りません。 

 

※９：ボランティア等、

雇用契約関係にな

いものは、従業員に

含めません。 

 

 

 

 

 

 

 

 
※10：農事組合法人、

農業生産法人につ

いては、養父市国家

戦略特別区域農業

保証（通称：養父市

アグリ特区保証）に

おいて対象となりま

す。 

 
※11：（４）のＮＰＯ法

人は保証対象です。

また、その他の社団、

財団法人について

は、一部の特例保証

において対象となる

場合があります。 

 

※12：P6 参照 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

＜ポイント＞ 

① 保証対象業種と保証対象外業種を兼業している場合は、資金使途が保証対象業

種に限定されていれば、取扱いは可能です（保証対象業種に係る設備資金等）。 
② 法人の場合は、商業登記簿謄本（履歴事項全部証明書）の営業目的欄に明示され

ていることが必要です。 



5 
 

＜確認が必要な許認可業種一覧表＞ 
  許認可業種 種類 関係法令 有効期間

食料品製造業 許可 食品衛生法(55条) 5年以上

食料品販売業 許可 食品衛生法(55条) 5年以上

飲食店 許可 食品衛生法(55条) 5年以上

建設業 許可 建設業法(3条) 5年

一般旅客自動車運送事業（一般貸切旅客自動車運
送事業を除く。）

許可 道路運送法(4条) -

一般旅客自動車運送事業（一般貸切旅客自動車運
送事業に限る。）

許可 道路運送法(4条、8条） 5年

特定旅客自動車運送事業 許可 道路運送法(43条) -

自家用有償旅客運送事業 登録 道路運送法(79条）
2年又は5年

(更新時2年、3年又は5年)

一般貨物自動車運送事業 許可 貨物自動車運送事業法(3条) -

特定貨物自動車運送事業 許可 貨物自動車運送事業法(35条) -

旅館業 許可 旅館業法(3条) -

古物営業 許可 古物営業法(3条) -

薬局 許可
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律
(4条)

6年

医薬品(体外診断用医薬品を除く。）・
医薬部外品・化粧品製造販売業

許可
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律
(12条)

5年又は6年

医薬品(体外診断用医薬品を除く。）・
医薬部外品・化粧品製造業(製造工程のうち保管
のみを行う場合を除く。）

許可
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律
(13条)

5年又は6年

医薬品(体外診断用医薬品を除く。）・
医薬部外品・化粧品製造業(製造工程のうち保管
のみを行う場合に限る。）

登録
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律
13条の2の2）

5年

医療機器・体外診断用医薬品製造販売業 許可
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律
(23条の2)

5年

医療機器・体外診断用医薬品製造業 登録
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律
(23条の2の3)

5年

再生医療等製品製造販売業 許可
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律
(23条の20)

5年

再生医療等製品製造業 許可
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律
(23条の22)

5年

医薬品販売業 許可
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律
(24条)

6年

高度管理医療機器・特定保守管理医療機器販売業 許可
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律
(39条)

6年

高度管理医療機器・特定保守管理医療機器賃貸業 許可
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律
(39条)

6年

医療機器修理業 許可
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律
(40条の2)

5年

再生医療等製品販売業 許可
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律
(40条の5)

6年

一般廃棄物処理業 許可 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(7条) 2年

産業廃棄物処理業 許可 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(14条) 5年（更新時5年又は7年）

産業廃棄物収集・運搬業 許可 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 5年

特別管理産業廃棄物処理業 許可 廃棄物の処理及び情掃に関する法律(14条の4) 5年（更新時5年又は7年）

有料職業紹介事業 許可 職業安定法(30条) 3年(更新時5年)

病院,診療所,助産所 許可 医療法(7条) -

宅地建物取引業 免許 宅地建物取引業法(3条) 5年

酒類製造業 免許 酒税法(7条) -

酒母･もろみ製造業 免許 酒税法(8条) -

酒類販売業 免許 酒税法(9条) -

第1種高圧ガス製造業 許可 高圧ガス保安法(5条) -

液化石油ガス販売業 登録 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(3条) -

労働者派遣事業 許可
労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する
法律(5条)

3年(更新時5年)

家畜商 免許 家畜商法(3条) -

浄化槽清掃業 許可 浄化槽法(35条) 不定(概ね2年)

興行場 許可 興行場法(2条) -

浴場業 許可 公衆浴場法(2条) -

測量業 登録 測量法(55条) 5年

砂利採取業 登録 砂利採取法(3条) -

採石業 登録 採石法(32条) -

建築士事務所 登録 建築士法(23条) 5年

電気工事業 登録 電気工事業の業務の適正化に関する法律(3条) 5年

自動車特定整備事業 認証 道路運送車両法(78条) -

揮発油販売業 登録 揮発油等の品質の確保等に関する法律(3条) -

揮発油特定加工業 登録 揮発油等の品質の確保等に関する法律(12条の2) -

軽油特定加工業 登録 揮発油等の品質の確保等に関する法律(12条の9) -

住宅宿泊事業 届出 住宅宿泊事業法(3条) -

接待飲食等営業 許可 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（3条） -

遊技場営業 許可 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（3条） -

警備業 認定 警備業法 5年

自動車運転代行業 認定 自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律 -

包括信用購入あつせん業者
(少額包括信用購入あつせん業者を含む)

登録 割賦販売法（31条） -

クレジットカード番号等取扱契約締結事業者 登録 割賦販売法（35条） -

個別信用購入あつせん業者 登録 割賦販売法（35条） 3年

第一種金融商品取引業 登録 金融商品取引法（29条） -

第一種少額電子募集取扱業 登録 金融商品取引法（29条） -

第二種金融商品取引業 登録 金融商品取引法（29条） -

第二種少額電子募集取扱業 登録 金融商品取引法（29条） -

投資助言・代理業者、証券投資顧問業者 登録 金融商品取引法（29条） -

投資運用業者 登録 金融商品取引法（29条） -

適格機関投資家等特例業務 届出 金融商品取引法（63条） -

海外投資家等特例業務 届出 金融商品取引法（63条） -

移行期間特例業務 届出 金融商品取引法（附則3条） -

国内商品先物取引業者 許可 商品先物取引法（190条） 6年

商品投資顧問業者 許可 商品投資に係る事業の規制に関する法律（3条） 6年

特定店頭商品デリバティブ取引業者 届出 商品先物取引法（349条） -

商品先物取引仲介業者 登録 商品先物取引法（240条） 6年

資金移動業（第一種） 登録 資金決済に関する法律（37条） -

資金移動業（第二種・第三種） 登録 資金決済に関する法律（37条） -

前払式支払手段発行者（自家型発行者） 届出 資金決済に関する法律（5条） -

前払式支払手段発行者（第三者型発行者） 登録 資金決済に関する法律（7条） -

金融商品仲介業者 登録 金融商品取引法（66条） -

金融サービス仲介業者（ただし、有価証券等仲介
業務を行う者に限る）

登録 金融サービス提供法（12条） -
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３．信用保証をご利用いただけない方 
  以下に該当する方は、原則として、保証の利用はできません。 

１．ご利用になれない業種 

  次の業種については、原則として、保証対象となりません。（次の業種であっても一部対象となる業

種があります。） 
 
 

① 農業 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
② 林業 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
③ 漁業 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
※１：商工業を営む場

所は、兵庫県内・外を

問いません。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ただし、農業のうち次の業種は保証対象となります。 
・ 茶作農業（製造加工設備を有し、荒茶及び仕上茶の製造を行っているものに限る） 
・ 蚕種製造業（製造加工設備を有するものに限る） 
・ 蚕種製造請負業（製造加工設備を有するものに限る） 
・ てい鉄修理業 
・ きのこを生産する事業（菌床栽培方式によるきのこの生産であって、作業所内に

おいて工場的生産設備をもって生産、卸売りするものに限る） 
・ かいわれ大根を生産する事業（苗床栽培方式によるかいわれ大根の生産であって、

作業所内において工場的生産設備をもって生産、卸売りするものに限る） 
・ 養鶏業（人工ふ卵設備を有し、鶏卵の人工ふ化を行うものに限る） 
・ ふ卵業（人工ふ卵設備を有し、鶏卵の人工ふ化を行うものに限る） 
・ 家畜貸付業 
・ 園芸サービス業 
なお、養父市国家戦略特別区域農業保証（通称：養父市アグリ特区保証）を利用する場

合は、上記以外の農業も保証対象となりますが、商工業※１とともに養父市内において

農業を営む中小企業者、農事組合法人又は個人（農業生産法人を含む）に限ります。 

ただし、林業のうち次の業種は保証対象となります。 
・ 製薪炭業（製造加工設備を有するものに限る） 
・ 薪請負製造業（製造加工設備を有するものに限る） 
・ 炭焼請負業（製造加工設備を有するものに限る） 
・ 炭賃焼業（製造加工設備を有するものに限る） 
・ 素材生産業 
・ 素材生産サービス業 

ただし、漁業のうち次の業種は保証対象となります。 
・真珠養殖業（養殖から加工までを一貫作業として行っているものに限る） 
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④ 金融・保険業 
 

ただし、金融・保険業のうち次の業種は保証対象となります。※２ ※３ 

・クレジットカード業、割賦金融業 

・金融商品取引業（金融商品取引業、投資助言・代理業、投資運用業に限る） 

・商品先物取引業、商品投資顧問業 

・補助的金融業、金融附帯業（その他の補助的金融業、金融附帯業で前払式支払手段 

発行者及び資金移動業に限る） 

・金融代理業（金融商品仲介業に限る） 

・保険媒介代理業 

・保険サービス業 

 
 
 

⑤ 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第3条第1項の適用を受けた飲食店のうち、
公序良俗に反するなど社会的に批判を受けるおそれがあるもの 

 
「公序良俗に反するなど社会的に批判を受けるおそれがあるもの」とは、①著しく性的感情
を刺激する風俗店のような業を営むものや、②周辺相場と比較して相当高額である又は高額
な会費による会員制をとる高級クラブ等大衆的でない料金により遊興のためのサービスを
提供する業を営むもの等です。 
【例】 
性的なサービスを行うクラブ・キャバクラ、料金が周辺の同業の相場と比較して著しく高
いクラブ・キャバクラ、露出度の高い制服・水着・下着等で接客を行うキャバクラ、セク
シーキャバクラ等 

 
 
⑥ 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営

業 
 

【例】 
ソープランド、ファッションヘルス（派遣型含む）、ストリップ劇場、ヌードスタジオ、ラ
ブホテル、アダルトショップ（大人のおもちゃ店、アダルトビデオ販売・レンタル業等）、
インターネットによるポルノ映像の送信営業等 

 
 
⑦ 集金業・取立業（公共料金又はこれに準ずるものに係るものを除く） 
 
⑧ 宗教 
 
⑨ 政治・経済・文化団体 
 
⑩ 非営利団体※４、中間法人、有限責任事業協同組合（ＬＬＰ）、その他当協会が支援するのは難し

いと判断した業態 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

※２：金融業につい

ては、保証の対象を、

法令上の登録等を行

っているものに限定

し、「確認が必要な許

認可業種一覧表」に

記載の登録等につい

て確認を要します。 

なお、登録等を有さ

ない事業者は、保証

対象外となります。 

 

※３:金融業におい

ては、投機を目的と

する資金が混入する

おそれがあることか

ら、「根保証」の利用

はできません。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

※４：Ｐ3（３）の組合、

Ｐ4（４）のＮＰＯ法人、

（５）の医業を営む医

療法人（社団、財団）、

医業を主たる事業と

する社会福祉法人等

は保証対象です。ま

た、その他の社団・財

団法人については、

一部の特例保証にお

いて対象となる場合

があります。 

 
 
 



8 
 

２．ご利用になれない方 

次のいずれかに該当する場合（法人の代表者を含む）は利用できません※５。 
①手形・小切手について、不渡後６か月経過していない場合（６か月経過しても不渡手形の買

戻しをしていない場合を含む）及び銀行取引停止処分を受け２か年を経過していない場合 
②破産手続開始、和議、民事再生、会社更生、会社整理等の法的整理を手続中の場合（申立中

を含む）、又は私的整理中の場合であって事業継続の見通しがたたない場合 
③原則として、代位弁済を受け（他の信用保証協会を含む）、その残高が残っている方※６ 
④原則として、信用保証協会付きの借入金を延滞している（他の信用保証協会を含む）方 
⑤許認可等を必要とする事業で、許認可等を取得していない方 
⑥１２年間登記がなく休眠となっている株式会社 
⑦信用保証協会が反社会的勢力と判断した場合 
⑧信用保証協会が以前に信用保証した融資分について、合理的理由なく使途目的に反して他に

流用されている場合 
⑨多額な高利借入の残高があり、早期に解消が見込めない場合 
⑩業績が極端に悪化し、大幅な債務超過の状態に陥っており、事業好転が見込めず、事業の継

続が危ぶまれる場合 
⑪保証（融資）制度要綱上の留意事項に該当する場合 
⑫業態・事業内容が性風俗関連、非合法関連、賭博性・投機性の高いもの、無限連鎖講（又は

それに類するもの）、反社会的なものと信用保証協会が判断した場合 
⑬その他公序良俗に反する等、信用保証協会が取扱い不適当と判断した場合 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※５：申込人の関連

企業（実質的に同

一と認められる企

業）が左記２．①～

④に該当する場合

についても、原則と

して、保証の利用は

できません。 

 

※６：公的機関等が

策定した再生計画

等に基づく事業再

生のための保証を

利用される方等は、

この限りではありま

せん。 

「反社会的勢力」とは 
 暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から５年を経過しない者、暴力団準

構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集

団等、その他これらに準ずる者、暴力団員等の共生者となります。 
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４．保証の内容 
１．取扱金融機関 

  取扱金融機関は、保証取引に関する基本事項を契約内容とした「約定書」を締結して

いる金融機関です。 

なお、保証制度によっては、「覚書」や「契約」を別途締結する必要があります。 
 
２．保証金額の最高限度額 
（１）一般の保証 

①個人、会社、ＮＰＯ法人、その他の法人  
 普通保険に係る保証  ２億円 

 無担保保険に係る保証  ８,０００万円※１ 

②組合     
 普通保険に係る保証  ４億円 

 無担保保険に係る保証  ８,０００万円※１ 
 

＜ポイント＞ 

① 関連企業（実質的に同一と認められる企業）の場合は、当該申込企業と関

連企業の保証利用金額を合算した金額が保証限度額内になることが必要で

す。 
② 他の信用保証協会の保証を利用している場合は、その保証利用金額も合算

し、保証限度額内になることが必要です。 
 
（２）その他の保証 

 一般保証のほかに特例関係保険を利用した保証制度や特定の目的を持って創設さ

れた保証制度等があります。 
 なお、これらの保証を利用する場合は、当該保証に関する国又は県・市・町等の認

定書、承認書、計画書、証明書等が必要となる場合があります。 
 また、その他の保証については、一般保証とは別枠で利用できる場合があります。 

 
３．資金使途 
（１） 保証の対象となる資金 

   事業経営に必要な運転資金及び設備資金に限ります。 
① 運転資金 

仕入資金、買掛金・未払金・支払手形の決済資金、人件費・諸経費の支払資金、

納税資金※２、信用状開設資金等 
② 設備資金 

事務所・営業所・工場・店舗の建築・改装資金及びその敷地の取得資金、入店 
保証金、権利金、敷金、機械設備・車両・船舶等の購入資金、従業員宿舎・厚生 
施設建設資金等 

 
（２）保証の対象とならない資金 

① 投機資金（商品相場、株式・ゴルフ会員権等の購入資金等） 
② 生活資金（生計費、医療費、学費等）、住宅資金等の事業外資金 
③ 貸付金、寄付金等並びに転貸資金 

ただし、組合が組合員に転貸する場合は取扱いできる場合があります。 
④ 取引先、子会社等への融資資金 
⑤ 旧債振替資金（信用保証協会の保証付以外の既存債権を回収する資金）※３ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※１：特別小口保険

２，０００万円を含む。

ただし、利用に当た

っては別途資格要

件が定められてい

ます。 

 なお、「保険」とは、

信用保証協会が日

本政策金融公庫と

締結している信用

保険契約のことで、

万一代位弁済とな

った場合、信用保

証協会は代位弁済

額の一定割合の金

額を保険金として同

公庫から受領しま

す。 

 
 
 
 

 

※２：一部対象とな

らない場合がありま

す（消費税支払資

金等）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

※３：ただし信用保

証協会が認めたも

のについては取扱

いできる場合があり

ます。 
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４．保証の形態と貸付形式 

 保証の形態としては、個々の取引の都度保証する「個別保証」と反復継続する取引に対

し極度額と期間を定めて保証する「極度保証（根保証）」及び社債発行に対して保証する

「特定社債保証」があります。 

（１） 個別保証 

    貸付の金額及び期間が確定した一本の借入（割引を含む）に対する保証をいいます。 
保証の対象となる貸付形式は、次の①から④があります。 
① 証書貸付 
② 手形貸付（個別） 
③ 手形割引（個別） 
④ 電子記録債権割引（個別） 

 

（２） 根保証（極度保証） 

 極度額と取引期間（保証期間）を定め、その範囲内で反復継続して行われる借入に

対する保証をいいます。保証の対象となる貸付形式には次の①から③があります。 
① 手形貸付（極度）※４ 

 極度額と取引期間（保証期間）を定め、その範囲内で反復継続して行われる手形

貸付の保証です。 

② 割引（極度）※５ 
 極度額と取引期間（保証期間）を定め、その範囲内で反復継続して行われる商業

手形割引、電子記録債権割引の保証です。 
③ 当座貸越 

極度額と取引期間（保証期間）を定め、その範囲内で反復継続して行われる貸越

取引の保証です。返済方法には、約定返済型と随時返済型があります。 
（イ） 当座貸越（貸付専用型） 

貸越にあたっては、取扱金融機関所定の借入請求書等を使用します。 
（ロ） 当座貸越（事業者カードローン） 

貸越にあたっては、取扱金融機関所定の専用のカード等を使用します。 
 

（３） 特定社債（私募債）保証 

資本市場からの資金調達を行うために中小企業が発行する社債（私募債）に対する

保証をいいます。 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
※４：保証期間内の

貸付実行及び手形

期日の到来が必要。 

※５：保証期間は、

割引を行う期間で

あり、個々の割引手

形や電子記録債権

の支払期日が保証

期間内である必要

はありません。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

＜ポイント＞ 
 ① 県内に事業所を有し、県外に新たに店舗等を増設する資金については、取扱い可

能です。ただし、制度融資を利用する場合で、要綱等に定めがあるときは取扱い
できません。 

 ② 店舗併用住宅の購入・改装に係る資金の場合は、店舗部分（土地の取得資金、基
礎工事等の共用部分含む）に係る資金についてのみ取扱いできます。 

 ③ 入居保証金、建設協力金、権利金、敷金については、相手方に差し入れる場合は
「設備資金」とし、差し入れられた入店保証金等の返却に必要な資金は「運転資
金」とします。 

④ 本社、工場等全てが県外へ移転する場合において、県外での工場等の新設に伴う
資金の場合、本社、工場等全てが移転するまで取扱いできます。ただし、制度融
資を利用する場合で、要綱等に定めがあるときは取扱いできません。 
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５．貸付利率 

  金融機関の定める利率となります。ただし、中小企業者の負担軽減のため、プロパー

貸付（保証付でない貸付）より低い利率の設定をお願いします。 

＜ポイント＞ 

制度融資は原則として、貸付利率が定められています。 

 

６．保証期間 

  おおむね７年以内を目安とし、個別の案件により判断することとなります※６。 
 

＜ポイント＞ 

① 制度融資は保証期間が定められています。 

② 保証期間は最大２０年以内です（担保による十分な保全が図られ

ている場合は、最大３０年以内）。 

③ 保証期間は、原則１か月以上としてください。 

 

７．返済方法 

  金融機関の定める方法となります。 
 

＜ポイント＞ 

① 制度融資は返済方法が定められています。 
② 元利均等分割返済については、あらかじめ当協会へ届出済みの金融

機関に限り取扱いできます。 
 

８．連帯保証人 

（１）通常の取扱い 

必要となる場合があります。ただし、法人代表者以外の連帯保証人は原則不要です。 
   ただし、次の何れかに該当する方は、連帯保証人となっていただく場合があります。  

① 代表者（又は事業者）以外で実質的な経営権を有している方（実質経営者） 
② 財務内容その他の経営状況を総合的に判断して、通常考えられる保証のリスク

許容額を超える保証依頼がある場合で、積極的に連帯保証の申出がある当該事

業の協力者や支援者 
 

＜ポイント＞ 

① 共同代表、複数代表の場合、原則として、代表者のうち 1名のみを

連帯保証人とします※７。 
② 合名会社、合資会社等においては、代表社員のみ連帯保証人としま

す。 
③ 組合からの転貸資金の申込みの場合は、上記にかかわらず、代表理

事に加え、転貸先の組合員（組合員が法人の場合はその代表者）を

連帯保証人とします。 
④ 法人を連帯保証人とする場合は、保証行為についての議事録の写※８

及び履歴事項全部証明書（商業登記簿謄本）を提出してください。 
⑤ 上記（１）①又は②により連帯保証人となる方については、保証意思

宣明公正証書の提出が必要となる場合があります。 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
※６：資金使途や事

業計画、保全状況、

利用制度等により、

7 年を超える保証期

間も可能です。 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※７：代表者、代表

社員のうち、主体的

に経営に従事して

いる方を連帯保証

人としてください。 

 

 

※８：連帯保証人と

なる法人による「原

本に相違ない」旨の

奥書（原本証明）が

必要です。 
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（２）経営者保証を不要とする取扱い 

次のいずれかに該当する場合は、経営者保証を不要とする保証の取扱いができる

可能性があります※９※10。 

 

① 経営者保証に関するガイドライン 

ⅰ  金融機関との連携による取扱い（金融機関連携型） 

申込金融機関において、次の【要件１】又は【要件２】のいずれかに該当

し、【要件３】を満たすものとします。 

 項 目 

要件１ 経営者保証を不要とし、かつ保全がないプロパー融資の残高がある。 

要件２ 
保証付き融資と同時に、経営者保証を不要とし、かつ保全がないプロパ

ー融資を実行する。 

要件３ 

次のいずれにも該当する。 

ア）直近 2期の決算期において減価償却前経常利益が連続して赤字でな

い。 

イ）直近の決算期において債務超過でない。 

 

 
＜ポイント＞ 

① 「「金融機関との連携により経営者保証を不要とする取扱い」確認

書」の提出が必要です（事前相談を条件とする金融機関提携保証等

（飛躍、ひやくライト、経営活性化資金、エール等）については、

事前相談時の提出が必要）。 
② 取扱金融機関は、申込人からの情報取得等によって、資格要件を欠

く状況を知り得た場合は、速やかに協会に報告し、経営者保証を求

めることも含め、協議を行う必要があります。     
 

 

ⅱ  「財務要件型無保証人保証」による取扱い（財務型） 

「財務要件型無保証人保証」の取扱いによります。 

 

ⅲ  十分な保全のある不動産担保による取扱い（担保充足型） 

申込人又は代表者等が所有する不動産の担保提供があり、保証金額の 100％

以上の保全が図れているものとします。 

 
 

＜ポイント＞ 

信用保証依頼書の「貸付条件・内容等の備考（担保明細等）」欄に担保 
充足型により経営者保証を不要とする旨を記載する必要があります。 

 

 

 

 

   

 

 

 

 
 

 

※９：いずれにも該

当しない場合にお

いても、申込金融機

関が経営者保証を

不要と判断し、当協

会が適切かつ合理

的であると認めたと

きは、個別の事案

において経営者保

証を不要とする保

証の取扱いができ

る可能性がありま

す。 

 

※１０：経営者保証

を不要とする場合で

も、法人代表者の

「個人情報の取扱

いに関する同意書」

及び「印鑑証明書」

が 必 要 と なり ま す

（印鑑証明書は、未

提出又は前回提出

後に住所等に変更

が生じた場合に必

要（写し可））。ただ

し、包括同意書を提

出済の場合は不要

です。 
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② 事業者選択型経営者保証非提供制度（事業者選択型） 

   次の【要件１】から【要件５】をすべて満たす法人が対象となります。 

   なお、詳細な条件については、事業者選択型経営者保証非提供制度要綱等の取扱   

いによります。 

 項 目 

要件１ 
保証申込日以前 2年間、決算書等を申込金融機関の求めに応じて提出 

していること。 

要件２ 

申込日の直前の決算において、代表者等への貸付金その他の金銭債権が

なく、代表者への役員報酬、賞与、配当その他の金銭の支払が社会通念

上相当と認められる額を超えていないこと。 

要件３ 

次の両方又はいずれかを満たすこと。 

①申込日の直前の決算において、債務超過でないこと。 

②申込日の直前２期の決算において、減価償却前経常利益が連続して

赤字でないこと。 

要件４ 

次の①及び②について継続的に充足することを誓約する書面を提出し

ていること。 

①保証申込後においても、決算書等を申込金融機関の求めに応じて提出

すること。 

②申込日を含む事業年度以降の決算において、代表者への貸付金等がな

く、役員報酬等が社会通念上相当と認められる額を超えないこと。 

要件５ 
保証料率の引上げを条件として経営者保証を提供しないことを希望し

ていること。 

 

 

＜ポイント＞ 

「事業者選択型経営者保証非提供制度要件確認書兼誓約書」の提出が必

要です。 
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（３）保証意思宣明公正証書の取扱い 

代表者以外の連帯保証人を徴求する保証申込※11または期中における連帯保証人追

加※12もしくは根保証更新※13の条件変更申込については、原則として、保証意思宣明

公正証書（以下、「公正証書」という。）を作成する必要があります。 

公正証書の徴求を要する保証申込（または条件変更申込）の場合、申込受付の時点

では公正証書を作成、提出いただく必要はありません。申込に係る内部審査の後、金

融機関宛に内定通知をＦＡＸしますので、同通知を受領後、連帯保証人に公正証書の

作成を依頼し、当協会宛に提出してください。公正証書の確認後、信用保証書（変更

保証書）を発行します。 

 

＜ポイント＞ 

① 連帯保証人が債務者（法人）の理事、取締役、執行役等である場合、

債務者（株式会社）の一定の議決権を有する場合、債務者（個人事

業者）の事業に現に従事している配偶者の場合について、公正証書

の作成は不要ですので、適宜、当協会（担当者）と協議してくださ

い。 
   ② 内定通知の有効期限については、以下ア、イのとおりとします。 

申告期限を超過した場合、再審査により保証諾否、保証料率区 

分等が変更となる可能性があります。 

ア．通知日の翌日から起算して６０日以内とします。 

イ．上記アの有効期限に関わらず、通知日以降に申告期限が到 

来した場合は新たな決算書の提出による再審査を必要とす

るため、内定通知は無効となります。 

③ 公正証書については、信用保証委託契約に係る公正証書の正本ま

たは謄本を提出する必要があります。 

なお、信用保証委託契約及び貸付契約の内容が１通にまとめられ

た公正証書が作成された場合は、原本は金融機関が保管し、正本

または謄本の写しを当協会に提出してください。 

④ 公正証書は、「保証意思宣明公正証書の作成に関するご説明」の

内容どおり作成いただくよう、連帯保証人に依頼してください。 

９．担保 

  必要に応じて、担保を提供していただく場合があります。 
  なお、原則として、同一物件に２以上の債務者で担保設定することはできません。 
（１） 担保の対象 

原則として、次のものを対象とします。 
① 不動産※14 

      ⅰ 建物のみを担保とする場合は、協会所定の「借地権に関する確認書」※15 

       が必要です。 
ⅱ 定期借地権は原則として、担保とすることはできません。ただし、事業用借地

権に限り担保とする場合があります。 
② 有価証券等（株式、国債、地方債、政府関係機関債、社債、金融債、投資信託、

定期預金） 
株式、社債については、東証（プライムまたはスタンダード）、名証（プレミアま

たはメイン）、札証、福証、東証グロース、名証ネクスト、札証アンビシャス、福証

Ｑボードのいずれかに株式上場し、配当を実施している企業のものに限ります（店

頭販売のものは含みません。）。 
なお、有価証券等の名義人は、原則として、申込人本人（法人の場合は代表者を

含む。）に限ります。 
③ 船舶※16 

④  建設機械抵当法による建設機械※16 
代金未払いの場合は取扱いしません。 

 

※１１：既保証借換、

根保証の継続新規

を含みます。 

 

※１２：連帯保証人

の入替を含みます。 

 

※１３：連帯保証人

が存在し、当該連

帯保証人との連帯

保証契約が令和 2

年 4 月 1 日以降に

成立したものに限り

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

※１４：農地を担保

とする場合は、原則

として、担保提供者

が耕作している場

合のみ対象としま

す。 

 

※１５：土地賃貸借

契約書（写）の添付

が必要です。 

 

※１６：原則として、

土地・建物の評価

額の補足的物件と

してのみ取扱いま

す。 
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⑤ 入居保証金 
店舗、事務所の賃貸に伴う場合であって、所有者※17 との直接契約に基づくもの 

に限ります。 
⑥  工場財団 

工場財団以外の機械（建設機械を除く。）は取扱いしません。 
⑦ 流動資産（売掛債権及び棚卸資産） 

流動資産については、「流動資産担保融資保証制度」において取扱いします。 
 

（２） 不動産担保の所在地の範囲 

原則として、県内としますが、次の地域の不動産も対象とすることができます。 
ただし、県外不動産については、原則として、市街化区域内の土地、建物を対象と

します。 
  ① 近隣府県 
    大阪府、京都府、滋賀県、奈良県、和歌山県、岡山県、鳥取県 
  ② 県庁所在地及び周辺の地域 
  ③ 申込人の事業所、店舗、工場等が所在する都道県 
 

（３） 担保設定の種類 

①  抵当権 

    ② 根抵当権 

  ③ 質権 

 

（４）条件担保 

   金融機関設定の根抵当権又は金融機関に差し入れしている有価証券を条件担保と

して利用できます。 
 

① 不動産を条件担保とする場合 
信用保証依頼書の担保種類欄は、「１ 不動産」、設定区分欄は「２ 金融機関」に

○印をつけて、申込みをしてください。なお、添付書類については後記「７．事務

手続（P25）」を参照してください。 
   

＜ポイント＞ 

① 担保提供者が申込人本人の場合を除き、「求償の特約に関する念書」及び「個

人情報の取扱いに関する同意書（P40 参照）」に印鑑証明書を添え、初回の条件

担保申込時に提出してください（担保提供者が連帯保証人となっている場合は除

きます）。 
② ①の場合で、法人が担保提供者となる場合は、「求償の特約に関する念書」に

ついて承認する行為に係る議事録の写※18 に当該法人の履歴事項全部証明書

（写しでも可）を添えて提出してください。 
③ ２者以上を債務者とする根抵当権は対象となりません。 

 

② 有価証券を条件担保とする場合 
信用保証依頼書の担保種類欄は、「２ 有価証券」、設定区分欄は「２ 金融機関」

に○印をつけ、備考（担保明細等）欄に条件担保とする有価証券の明細等を記入の

上、申込みをしてください。条件担保とする株式等の種類が多い場合は別紙に記入

してください。 
 
 

 

※１７：公的機関出

資の企業体、上場

会社及び上場会社

出資の企業体に限

ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※１８：担保提供者

と な る 法 人 に よ る

「原本に相違ない」

旨の奥書（原本証

明）が必要です。 
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５．責任共有制度 
 信用保証協会の保証付融資について、信用保証協会と金融機関が適切な責任の共有を図り、両

者が連携して中小企業者の事業意欲等を継続的に把握し、融資実行及びその後の適切な支援を行

うこと等を目的として、平成１９年１０月に責任共有制度が導入されました。 

 このことにより、責任共有制度導入以前は原則として、信用保証協会が１００％保証していま

したが、同制度導入後は金融機関が一定割合※１を負担することとなりました。 

１．責任共有制度の方式 

金融機関は、部分保証方式又は負担金方式のいずれかの方式を選択※１することとなり、いずれ

の方式においても金融機関の負担が発生します。 

（１）部分保証方式 

個別の保証付融資について、信用保証協会が８０％の保証を行います。 

代位弁済額も残高の８０％となります。 

（保証時点）   （代位弁済時点）  

保証部分 ８０％ 
非保証部分

２０％ 
→ 代位弁済部分 ８０％ 

プロパー分

２０％ 

（２）負担金方式 

個別の保証付融資について、信用保証協会が１００％の保証を行います。 

代位弁済額も残高の１００％となります。 
ただし、事後的に各金融機関から保証利用実績に応じた負担金をお支払いいただきます。 

（保証時点）   （代位弁済時点）  

保証部分 １００％ → 代位弁済部分１００％ 
 
 

２．責任共有制度の対象とならない保証 

  以下の保証制度については責任共有制度の対象外として１００％保証となっています。 
①小口零細企業保証（全国統一の保証制度） 

②特別小口保険に係る保証 
③経営安定関連保険（セーフティネット）１号～６号に係る保証（５号を除く。） 

④災害関係保険に係る保証 

⑤創業関連保険に係る保証（再挑戦支援保証を含む。） 

⑥求償権消滅保証（部分保証を要件とする保険を利用した場合を除く。） 

⑦破綻金融機関等関連特別保証（中堅企業特別保証） 

⑧事業再生保険に係る保証 

⑨東日本大震災復興緊急保証 

⑩事業再生計画実施関連保険に係る保証（経営改善サポート保証）（責任共有対象外保証を残 

高と同額以内で借換えする場合に限る。） 

⑪危機関連保証 
なお、ご利用いただいた保証制度が責任共有制度に該当するかの判別は、信用保証書により確

認してください。 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

※１：ただし、以下の

保証は金融機関の選

択方式に関わらず部

分保証となります。 

・ 流動資産担保融資

保証 

・ 特定社債保証 

・ 事業再生円滑化関

連保証 

・ 一括支払契約保証 

 

 

 

 

 

 

 

 

※２：ただし、移転担

保からの回収額（回

収コスト控除後）が加

味されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

保証割合 負担金 方式 

100% 有 負担金方式 

80% 無 部分保証(方式) 

100% 無 責任共有制度対象外 

負担金 
２０％※２ 
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６．信用保証料 
１．信用保証料とは 

 信用保証協会の保証によって融資を受けた場合に、保証利用の対価としてお支払いいた

だくのが信用保証料です。いただいた信用保証料は、信用保険料や経費など信用保証制度

を健全に運営する上で必要な費用に充当されます。 

 

２.保証料率 

 基本となる保証料率は、中小企業の経営状況を踏まえた９区分としています。 

 保証料率の区分は中小企業者の財務諸表の情報を中小企業信用リスク情報データベー

ス（略称：CRD）により評価した結果に基づき、原則として、①～⑨のいずれかの区分の保

証料率（以下「リスク考慮型保証料率」という）を適用します。（P18 参照）。 

 なお、責任共有制度に基づき金融機関が一定の負担を行う保証（以下「責任共有対象保

証」という）については「責任共有保証料率」を、金融機関が一定の負担を行わない保証

（以下「責任共有対象外保証」という）については「責任共有外保証料率」を適用します。 

 また、流動資産担保融資保証、経営安定関連保証などの保証はリスク考慮型保証料率で

はなく、一律料率を別途適用します。 

 
３．保証料の計算方式 

 ①月数保証 
   「月数保証」とは保証期間を月数で定めた保証のことをいい、保証料は月割計算 

で算出します。 

②確定日保証※１ 

   「確定日保証」とは、保証期間の終期を確定日として定めた保証のことをいい、 

保証料は年３６５日の日割計算で算出します。 

 

４．保証料の計算方法 

 保証料は、貸付金額に対し、返済条件に応じて次の方法により計算します。 

 

（１）一括返済の保証料の計算式（根保証を含む） 

   保証料＝貸付金額×保証料率×保証期間÷１２か月（３６５日） 

 

（２）分割返済の保証料の計算式 

   保証料＝Ａ＋Ｂ＋Ｃ 

   ・Ａ＝貸付金額×保証料率×据置期間÷１２か月（３６５日） 

   ・Ｂ＝据置金額×保証料率×（保証期間－据置期間）÷１２か月（３６５日） 

   ・Ｃ＝(貸付金額－据置金額)×保証料率×（保証期間－据置期間） 

÷１２か月（３６５日）×分割係数 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

※1：確定日保証と

なるものは、【根保

証】、【流動資産担

保融資保証】、【手

形割引個別】があり

ます。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A
C

B

据置期間

貸
付
金
額

保証期間

据置金額

Ａ：据置期間部分の保証料 
Ｂ：据置金額部分の保証料 
Ｃ：分割返済部分の保証料 
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（３）分割係数 

   分割返済条件及び返済回数に応じ、以下のとおり定めています。 
返済回数 均等分割返済 不均等分割返済 

２回以上６回以下 ０．７０ ０．７７ 

７回以上１２回以下 ０．６５ ０．７２ 

１３回以上２４回以下 ０．６０ ０．６６ 

２５回以上 ０．５５ ０．６１ 

  ①均等分割返済回数別係数を適用する場合 

   （ア）各回の返済額が同額で、かつ返済間隔が等間隔の場合 
   （イ）返済間隔が等間隔で、初回の返済額又は最終回の返済額のみが各回の返済

額と異なる場合 

   （ウ）元利均等月賦返済方式の場合 
  ②不均等分割返済回数別係数 

   上記①以外の場合に適用します。 
 

（４）保証期間の計算方法 

  ①月数保証 
保証料計算における保証期間は月単位により行い、貸付日の応当日をもって１か月

としますが、貸付実行日が月末の場合は、翌月の末日までの間を１か月とすることが

できます。 

なお、保証期間に１か月未満の端数が生じた場合は、１か月として算出します。 

②確定日保証 
保証料計算における保証期間は日単位により行い、貸付予定日の翌日から最終期日

までの期間（日数）となります。 
 
（５）据置期間 

①月数保証 

第１回分割返済月までの月数から分割返済間隔月数を差し引いた期間を据置期間 

とします。 

②確定日保証 

貸付予定日の翌日から第１回分割返済日を分割返済間隔に応じて遡及した月の応 

当日までの日数とします。  

 

（６）据置金額 

   最終回の返済金額が、最終回の直前回の返済金額の２倍を超える場合は、最終回の 

返済金額と直前回の返済額との差額を据置金額とします。 

据置金額部分は、据置期間を除いた保証期間で計算した部分となります。 

 
（７）分割返済部分 

 貸付金額から据置金額を除いた金額に対応する保証期間※２をいいます。 
 
＜参考＞リスク考慮型保証料率表（基準料率） 

※ 特殊保証（当座貸越根保証、カードローン根保証、割引根保証）、県・市町の制度融資については、さらに料率が低く 

なるものがあります。 

※ 特別な保険を利用する保証や全国統一の保証料率が規定されている保証等については、別途料率が定められているもの 

があります。 

※ 「事業者選択型経営者保証非提供制度」を適用する場合は、0.25％又は 0.45％の引き上げを行います。詳細については、

事業者選択型経営者保証非提供制度要綱を参照してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※２：ただし、据置

期間は除きます。 

 

1.90% 1.75% 1.55% 1.35% 1.15% 1.00% 0.80% 0.60% 0.45%

2.20% 2.00% 1.80% 1.60% 1.35% 1.10% 0.90% 0.70% 0.50%責任共有外
保証料率

貸借対照表あり

貸借対照表なし 1.35%

責任共有
保証料率

貸借対照表あり

貸借対照表なし 1.15%
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５．保証料の計算例 

（１）一括返済の場合（根保証を含む） 

 
①月数保証 

    貸付金額：1,200 万円 

   保証料率：0.9％ 

  保証期間：12か月 

 

        

 

 

 

   

②確定日保証 

貸付極度額  ：200 万円 （根保証）   

保証料率   ：1.15％   

貸付実行予定日：R7.4.1 

保証期限   ：R9.4.1 

計算期間日数 ：730 日（R7.4.2～R9.4.1） 

        

 

 

 

 

（２）分割返済の場合 

  ＜例１＞据置期間及び据置金額のない場合 

  ①月数保証 

貸付金額：1,000 万円 

   保証料率：1.15％ 

  保証期間：60か月 

    返済方法：1か月目から 59 か月まで 1か月ごと 167,000 円の返済 

         最終回（60 か月目） 147,000 円の返済 

    分割係数：0.55（均等分割返済） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12 か月 
1,200 万円×0.9％×      ＝108,000 円 

12 

1,200万円

12か月

730 日 
200 万円×1.15％×       ＝46,000 円 

365 

1,000 万円×1.15％× 
60 か月 

×0.55＝316,250 円 
12 

 

1,000万円

60か月

   9.4.1 7.4.1 
  

200万円

730日 
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 ②確定日保証 
   貸付金額   ：500 万円 

   保証料率   ：1.15％   

   貸付実行予定日：R7.4.1 

   保証期限   ：R14.3.31 

   返済方法   ：R7.4 から R14.2 まで 1か月ごと 59,000 円 

       最終回（R14.3）103,000 円 

   計算期間日数 ：2,556 日（R7.4.2～R14.3.31） 

   分割係数   ：0.55（均等分割返済） 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜例２＞不均等返済の場合 

 （月数保証） 
   貸付金額：1,000 万円 

  保証料率：1.15％ 

 保証期間：60 か月 

   返済方法：1か月目から 12か月まで 1か月ごと 10,000 円の返済 

        13 か月目から 59か月まで 1か月ごと 206,000 円の返済 

        最終回（60か月目） 198,000 円の返済 

   分割係数：0.61（不均等分割返済） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1,000 万円×1.15％× 
60 か月 

×0.61＝350,750 円 
12 

 

500 万円×1.15％× 
2,556 日 

×0.55＝221,461 円 
365 

 

1,000万円

60か月

14.3.31 

 

  7.4.1

500 万円 

2,556 日
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  ＜例３＞据置期間及び据置金額のある場合 

   （月数保証） 

 貸付金額：1,500 万円 

    保証料率：1.35％ 

   保証期間：12 か月 

     返済方法：4か月目から 11か月まで 1か月ごと 1,000,000 円の返済 

          最終回（12か月目） 7,000,000 円の返済 

 （据置期間 3か月、据置金額 600 万円） 

     分割係数：0.65（均等分割返済） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,500 万円×1.35％× 
3 か月 

＝50,625 円 
12 

（1,500-600）万円×1.35％× 
（12-3）か月 

×0.65＝59,231 円 
12 

①据置期間部分 

③分割返済部分 

① ＋ ② ＋ ③ ＝ 170,606 円 

③
　100万円

①

②

1,500万円

12か月

3か月

9か月

600万円

②据置金額部分 

600 万円×1.35％× 
（12-3）か月 

＝60,750 円 
12 
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６．保証料率の割引 
以下の要件を満たされる方につきましては、各々の保証料率から０．１％割引します。 

（１）会計処理に関する割引 

対象者 会計参与を設置している会社※３ 

必要書類 
会計参与を設置している旨の登記を行った事項を示す書類（履歴

事項全部証明書など） 

その他 一括支払契約保証は対象となりません。 

 

（２）有担保割引 

対象者 物的担保を裏付けとした保証申込をした中小企業者※３ 

必要書類 本割引適用のために必要な固有の書類はありません。 

 

（３）商工会・商工会議所の推薦に基づく割引 

対象者 商工会・商工会議所から経営指導並びに推薦を受けた中小企業者 

必要書類 商工会・商工会議所が発行する推薦書 

その他 

・小口零細企業保証制度に基づいた制度融資を利用する場合に限

ります。 

・一定の要件を満たす必要があります。 

 

７．保証料の分割支払い 
 保証料又は変更保証料について、一括支払のほかに、申込人の希望があれば、分割支払

基準表に定める基準により分割して支払うことができる場合があります。 
 
（１） 分割支払いが可能な保証 

 次の①又は②のいずれかに該当する場合は、保証料を分割して支払うことが可

能です。 
① 保証期間（保証条件変更の場合は変更後の期間）が２年を超える場合 

② 当座貸越（貸付専用型）根保証（以下「当座貸越」という）、事業者カードロ

ーン当座貸越根保証（以下「カードローン」という）の場合は、保証期間（保

証条件変更の場合は延長期間）が１年を超える場合に、１年ごと各回均等額

の分割支払いができます。 
 

（２）分割支払いの保証料の徴収方法 

① 第１回目の保証料は貸付時に徴収し、２回目以降の保証料については、預金

口座振替により徴収することとなります。 
② 計算した額に円未満の端数が生じた場合は、第１回分に加えて徴収します。 

 
（３）預金口座振替 

預金口座振替は、三井住友カード㈱を通じて行います。 
なお、振替手数料は当協会が負担します。 
① 口座振替指定金融機関は、当該保証付融資の貸出勘定店舗としてください。 
② 振替口座の名義人は申込人と同一としてください。 
③ 振替日は貸付日（条件変更決定日）から起算して１年ごとの応答月の翌月の

５日とします。 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※３：一部の保証

については、割引

が適用されない場

合があります。 
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（４）事務手続 

申込人から分割支払の希望がある場合は、保証申込時に申込書類とともに「預金 
口座振替依頼書」「信用保証料分割支払承認依頼書」※４を添付してください。 

なお、預金口座振替依頼書は、お客様用、保証協会用、金融機関用の３枚複写とな 
っています。 

   ① 金融機関は預金口座振替依頼書の金融機関コードを記入し、申込人の記入事

項の確認、印鑑照合を行い、預金口座振替依頼書（保証協会用）に確認印（金

融機関押切印）を押印してください。 
② 預金口座振替依頼書（金融機関用）は、金融機関において保管してください。 

 

＜分割徴収基準表＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
８．返戻保証料 
 保証期限前に借入金を完済した場合は、保証料の一部を返戻しています。 

 返戻は次の①と②の合計金額です。(ただし、１，０００円以下は返戻しません。) 

  

（１）計算式 

返戻保証料＝①＋② 

① 貸付実行日から起算して、保証期間を 1年ごとの期間に区分し、完済日の属する

期間（１年）までを除いた未経過期間に係る保証料 

② 完済日の属する区分（１年）については、完済した日までを除いた未経過期間

に係る保証料の90％ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
※４：通常用（当座

貸越・カードローン

以外）と当座貸越・

カードローン用があ

ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

回数 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

2 2年超4年以下 75 25
3 4年超6年以下 60 30 10
4 6年超8年以下 45 35 15 5
5 8年超10年以下 35 30 20 10 5
6 10年超12年以下 30 20 20 15 10 5
7 12年超14年以下 25 20 20 15 10 5 5
8 14年超16年以下 20 20 15 15 10 10 5 5
9 16年超18年以下 20 20 15 15 10 5 5 5 5
10 18年超20年以下 20 20 15 15 10 5 5 5 3 2
11 20年超22年以下 15 15 15 10 10 10 10 5 5 3 2
12 22年超24年以下 15 15 15 10 10 10 5 5 5 5 3 2
13 24年超26年以下 15 15 15 10 10 5 5 5 5 5 5 3 2
14 26年超28年以下 15 15 10 10 10 5 5 5 5 5 5 5 3 2
15 28年超30年以下 15 15 10 10 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 2

2
当座貸越
カードローン

50 50

保証期間
回次

＜ポイント＞ 

① 振替手続きが「預金不足」によりできなかったときは、翌月に再度振替手続き

を行いますが、その振替もできなかったときは、その回の振替手続は中止しま

す。 
② 「預金不足」以外の理由で振替が不能となったときは、その回の振替手続は中

止します。 
③ 振替が不能となった場合は、貸付実行した金融機関に連絡しますので、未収保

証料の回収に努めてください。 
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<計算例> 

貸付金額  ：1,200 万円 

保証料率  ：1.35％ 

貸付実行日 ：R6.4.15 

保証期限  ：R11.4.15 

保証期間  ：60 か月（1826 日） 

当初保証料 ：445,500 円 

繰上完済日 ：R8.10.15 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（２）借換保証の保証料差引計算 

  ① 対象 
    借換保証を行う場合、新たな保証（以下「回収保証」という。）の保証料から、既

存の保証（以下「被回収保証」という。）の返戻保証料を差し引き、その差額のみを

貸付実行時に徴収します（以下「保証料差引計算」という。）。 
    なお、次の場合は、保証料差引計算の対象外とします（被回収保証に返戻保証料

が発生した場合は、別途返戻します。）。 
ア．被回収保証を複数の保証で借り換える場合 
イ．同時回収条件以外の場合（事前完済、同時内入等） 
ウ．回収保証の顧客が連帯債務者の場合 
エ．回収保証の保証料を分割支払とする場合 
オ．回収保証の保証料額より、被回収保証の返戻保証料総額が大きい場合 
カ．被回収保証の顧客が連帯債務者又は併存的債務引受人である場合 
キ．回収保証の「貸付予定日」が被回収保証の終期以降の場合 
ク．被回収保証の返戻保証料が 1,000 円以下の場合 
ケ．被回収保証に保証料の未払いがあり、繰上完済不足保証料が発生する場合 
コ．被回収保証が貸付実行中以外の場合（代位弁済先等） 

② 保証料差引計算の基準日 

    信用保証依頼書の「貸付予定日」欄に記載されている日付を被回収保証の完済日

とみなして、被回収保証の返戻保証料を計算します。 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

① 445,500 円× （ 
（1826-913）日 

）
2 

1826 日  

 ＝111,375 円 

③（①111,375－②71,397）円×90％＝35,980 円 

 

返戻保証料 

 ②71,397 円＋③35,980 円＝107,377 円 

 

② 445,500 円× （ 
731 日 

） 
2 

1826 日  

 ＝71,397 円 

 

 

1 年

 

90%

② ③

保証期限 

1 年 1 年 1 年 1 年

貸付実行日 

完済日 

 

 

6.4.15 8.10.15 9.4.15 11.4.15 731 日 

1826 日

913 日

① 
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７．事務手続 
１．申込手続 

 保証申込には、当協会所定の「信用保証委託申込書」を使用してください。 
 

＜ポイント＞ 

   ① 流動資産担保融資保証及び下請振興関連保証は、専用の信用保証委託申

込書及び信用保証委託契約書を使用します。 
② 事業再生保証、特定信用状関連保証、一括支払契約保証は、専用の信用

保証委託契約書を使用します。 
③ 特定社債（私募債）保証の申込みにあたっては、事前相談※１が必要とな

ります。特定社債（私募債）保証については、事前相談後、協会が内諾

した先について、特定社債（私募債）保証専用の申込書を交付します。 
 
２．各種保証の申込必要書類 

 保証申込には、信用保証委託申込書のほか、「個人情報の取扱いに関する同意書」等の

提出※2 が必要となります。詳しくは<１７．申込みに必要な書類（P84）>を参照してくだ

さい。その他にも次の書類が必要となります。 
書類名 留 意 事 項 

住民票 個人で、新規のあっせん申込みの場合に、発行後３か月以

内のものが必要です。 
※ 個人番号（マイナンバー）が記載されている場合は、

必ずマスキング（黒塗り等）してください。 
通称名の念書 新規申込の場合、通称名を使用されている方（法人の代表

者を含む）は必要です。ただし、外国人で印鑑登録証明書

又は住民票に通称名が併記されている場合は、不要です。 
風俗営業飲食業に係る業態等

確認書 
風俗営業を行う飲食店で、新規申込又は新たに風俗営業飲

食店を始めた場合に必要です。 
金融業に係る業態等確認書 金融業を営んでいる場合に必要です。 
許可を必要としない建設業者

に係る確認書 
建設業で、建設業許可を未取得の場合に必要です。 

家主の承諾書（写し） 賃貸物件の店舗改装の場合に必要です。 
設備完了報告等の誓約書 設備資金であっせん申込みの場合に必要です。 

 

＜ポイント（印鑑証明書、履歴事項全部証明書）＞ 

 ・ 令和 3年 4月 1日以降初回の保証込時においては、申込人、連帯保証人、連

帯保証人としない代表者※3の印鑑証明書、履歴事項全部証明書（写し）を提出

ください。 

 ・ 上記により、印鑑証明書及び履歴事項全部証明書を既に提出している先につ

いては、前回申込時から次の表内の変更がある場合に限り、保証申込と同時に

変更後の印鑑証明書又は履歴事項全部証明書※4の提出が必要です。 

 ・ 氏名、代表者等の変更があり、「被保証人名称・住所等変更届出書」「連帯保

証人名称・住所等変更届出書」の受領時や、条件変更申込時に印鑑証明書又は

履歴事項全部証明書を徴求している場合、同書類の再徴求は不要です。 
書類 変 更 内 容 

印鑑証明書 氏名、法人名、組織、代表者、住所、実印の変更 

履歴事項全部証明書 法人名、組織、住所、目的、資本金※5、役員の変更※6、 

合併、会社分割の実施 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※１：事前相談書も

特定社債保証専用

のものをご使用くだ

さい。 

 

※２：個人事業者が

法人成りや前事業

者の死亡・高齢・傷

病等の理由により

事業承継し、保証

付債務を回収条件

とする場合には金

融機関宛「併存的

債務引受書」（写）

の提出が必要です。 

 

※３：連帯保証人と

しない代表者につ

いては、原則として、

新規申込の場合又

は前回申込時から

氏名・住所の変更

がある場合に限り

ます。 

 

※４：この場合、履

歴事項全部証明書

は、インターネット

上の登記情報提供

サービスで取得した

全部事項証明書で

の代用を可能としま

す。 

 

※ ５ ： 医 療 法 人 の

「資産の総額」は含

みません。 

 

※６：役員の重任、

脱退は含みません。 
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３．組合の場合の添付書類 
 必要添付書類に加え、新規申込の場合は、「資本金、従業員数、業種を記載した書類（組

合員名簿の写し）」が必要となります。 
なお、組合の転貸資金の場合は、次の書類が必要となります。 
（１）氏名、資本金、従業員数、業種を記載した書類（組合員名簿の写し） 
（２）転貸先の信用保証委託申込書※7 
 

４．ＮＰＯ法人の場合の添付書類 

必要添付書類に加え、次の事業報告書等一式の写しが必要となります。 

 ① 事業報告書 

 ② 計算書類（活動計算書及び賃借対照表）及び財産目録 

 ③ 年間役員名簿 

 ④ 社員のうち十人以上の者の氏名及び住所を記載した書面 

 なお、ＮＰＯ法人の設立後、第一期の事業年度を終了していない場合は、事業報告書等

一式がないため、代わりに法人設立時に所轄庁に提出した次の書類が必要となります。 

 ① 事業計画書 

 ② 活動予算書 

 ③ 役員名簿 

 ④ 社員のうち十人以上の者の氏名及び住所を記載した書面 

 
＜ポイント＞ 

   ① 事業報告書等一式は、事業年度終了後３か月以内に所轄庁への提出が必要と 

なります。 

② 事業報告書等一式は、直近２事業年度分が必要となります。 

③ 兵庫県では、ホームページ（ひょうごＮＰＯ法人情報公開サイト「県民

ボランタリー活動の広場」）において、兵庫県内及び神戸市内で認証され

ているＮＰＯ法人の事業報告書、計算書類、定款を公開しています。 
 
 
５．法人が連帯保証又は担保提供する場合の添付書類 

 連帯保証又は担保提供する法人が連帯保証又は担保提供を承認した旨の議事録の写※8、

及び当該法人の履歴事項全部証明書（商業登記簿謄本）(写しでも可）が必要です。 
 
６．担保関係の添付書類 

 不動産を担保として当協会に差入れる場合は、次の書類が必要です。 
（１）当協会設定の場合 

① 全部事項証明書（不動産登記簿謄本）（３か月以内のもの。写でも可。） 
② 住宅地図（写）、１４条地図（写）、公図（写）、地積測量図（写）、建物図面・各階

平面図（写）等 
③ 担保設定引受書又は担保変更引受書 

担保設定手続を金融機関が代行する場合に必要です。 
④ 固定資産税評価証明書又は固定資産税課税決定通知書の写 

路線価のない地域の場合に必要です。 
⑤ 所得税、消費税等の納税証明書 

新規で担保を提供していただく場合に必要です。なお所得税の納税証明書はその

３を添付してください（法人が担保提供する場合には法人税の納税証明書が必要

です）。また、給与所得者等が担保提供する場合は源泉徴収票※9等の写でも差し支

えありません。 

 
 
 
 
 
※７：「申込人」欄

及び「申込人（企

業）概要」を記入し

てください。 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※８：連帯保証又は担

保提供する法人によ

る「原本と相違ない」

旨の奥書（原本証明）

が必要です。 

 
 
 

 

 

※９：個人番号（マイナ

ンバー）が記載されて

いる場合は、必ずマス

キング（黒塗り等）して

ください。 
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（２）条件担保の場合 
① 全部事項証明書（不動産登記簿謄本）（写でも可） 

設定内容が確認できるもので、直近のものが必要です。  
② 住宅地図（写）、１４条地図（写）、公図（写）、地積測量図（写）、建物図面・各階

平面図（写）等 
③ 共同担保目録（写でも可：直近のもの）又は根抵当権設定契約書の写※10（追加 

設定含む） 
④ 求償の特約に関する念書 

物上保証の場合に必要です。 
⑤ 固定資産税評価証明書又は固定資産税課税決定通知書の写 

路線価のない地域の場合に必要です。 
 

＜ポイント＞ 

① 条件担保を申請する場合は、信用保証依頼書の「貸付条件・内容

等」欄に記入してください。 
② 担保提供者が申込人本人の場合を除き、「求償の特約に関する念 

書」及び「個人情報の取扱いに関する同意書」を徴求の上、初回

条件担保申込時に提出してください（担保提供者が連帯保証人と

なっている場合は除きます）。 
③ ②の場合で、法人が担保提供者となる場合は、「求償の特約に関す  

る念書」について承認する行為に係る議事録の写※11に履歴事項全

部証明書(写しでも可）を添えて提出してください 
④ 既に手続済みの条件担保を変更する場合は保証条件変更申込手  

続が必要です。 

 

７．業務集約店等による保証申込等について 

業務集約店等（業務集約部署、業務委託先を含む。）が貸出勘定店に代わって保証申込

業務等を行っており、信用保証依頼書、保証条件変更依頼書、事故報告書または代位弁済

請求書（以下、「依頼書等」という。）に業務集約店等の名称を記入する場合の基本的な取

扱いは次のとおりです。 

この取扱いに準ずる場合、金融機関から当協会への報告、届出等は、原則として不要で

す。ただし、金融機関から外部へ業務委託を行う場合または代位弁済業務について業務集

約店等による取扱いを行う場合は、当協会への届出が必要となります。 

（１）依頼書等の記入方法 

勘定店がわかるよう、金融機関名記入欄の余白部分に勘定店名を記入してください。 

また、金融機関コード欄は勘定店の金融機関コードを記入してください。 

【表示例】 

△△銀行 □□支店 

支店長 ×××× 

（勘定店：○○支店） 

（２）信用保証委託申込書、信用保証委託契約書の記入方法 

信用保証委託申込書、信用保証委託契約書の金融機関名欄には、勘定店名を記入し

てください。 

（３）信用保証書等の送付 

信用保証書、変更保証書、事故解除通知については、勘定店に通知、送付します（電

子保証書の場合は、配信サーバに電子保証書ファイルが格納されます。）。 

 
 
 

 
 
 
 
 
※１０：オンライン指

定庁に指定された後

に登記手続を行った

ものについて根抵当

権設定契約書（写）を

提出する場合は、登

記完了証（写）が必

要です。 

 
 
 
 
 
 
 
※１１：担保提供者と

なる法人による「原本

と相違ない」旨の奥

書（原本証明）が必

要です。 
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次のとおり借入したいので、信用保証をお願いします。

〒 ‐ ℡ ( ) ‐

〒 ‐ ℡ ( ) ‐

 １ 中小企業会計に準拠   ２ 非準拠    ３ 会計参与設置

年 月 日

　１    運転資金 千円

　２    設備資金 千円

※ 本件借入に伴う資金は今回申込に係る事業以外の目的で使用いたしません

/ / /

/ / /

/ / /

/ / /

※　別添資料がある場合には記入不要です。なお、申込時預金・借入金残高欄は個人事業主の方で貸借対照表を未作成の場合にご記入願います。

※　「保証協会団信」の加入の有無と、保証の諾否・金額査定はまったく関係ありません。

フリガナ

フリガナ

フリガナ

氏 名

ま た は

フリガナ

名 西暦　 明　大　昭　平　令
生 年 月 日
ま た は

設 立 年 月 日 年
後 継 者 １  無　　　２  有   臨時（パート含む）

代 表 者名 1 男 2 女 フリガナ

組 織  １ 個人　２ 株式　３ 有限　４ 合名　５ 合資　６ 合同　７ 士業法人　８ 組合　９ 医療法人　１０ その他法人

月 日

％

（従たる業種） ％

  常用（役員･家族） 名

千円

そ の 他

会 計 処理

業 種
取 扱 品 目
（ ％ で表 示）

（主たる業種）

（預　金） 千円

千円 千円 千円 （借入金） 千円

千円 千円 千円

※ 非事業性の借入金は除きます

千円 千円 千円 納 税 状 況 １ 滞納なし　２ 滞納あり

千円 千円 千円

（ 信用保証協会）

（ 信用保証協会）

　保証協会団体信用生命保険（略称「保証協会団信」）

　加入希望の有無　　　　１　　無　　　　　　　２　　有　　

信 用 保 証 委 託 申 込 書

令和

西暦
年 月 日

本　社

または

住　所

法 人 名

営業所

または

工場等

業

況

等

最 近

１ ２ か月

の 売 上

申 込 時

預 金 ・

借 入 金

残 高

他 協 会 の

保 証 利 用
１　無　　　　２　有　

団 信 加 入 希望

許 認 可等

金 融 機関 （ 本・支店）

期 間

ま た は

期 日

借 入 金額
（ 極 度 額 ）

資 金
使 途

申

込

人

申

込

内

容

兵庫県信用保証協会　行

調 達 方法
必 要

理 由

合 計 千円

名

資 本 金 円
従 業 員

商 号

（個人の方のみ記入）

本 件 千円

他 借 入

  常用（役員･家族除く）

(個人事業主の方)貸借対照表作成の有無 １ 無　  ２  有

千円

円
２　有　

千円

１ 　不要 　　   

２ 　有 （当該事業に係る許認可証等を取得し、適法に事業を営んでいることを宣誓いたします）

か月 １　一括

２　分割

１　無　

返 済

方 法

保 証 料
分 納

希 望

自 己 資 金

８．信用保証委託申込書の記入方法 

  

 
 
 
 

A 
 

 
 
 
 

B 
 

C 

D 

F 
 G 

H 
 

I J 

K 
 

L 
 

 

M 
 

N 

O 

【表面】 
必ずご記入下さい。※DATE 印可 

E 
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Ａ ①法人名欄：法人の場合は、履歴事項全部証明書（商業登記簿謄本）記載の商号を記入してください（ゴム

印可）。 

②氏名又は代表者名欄【押印不要】 

個人：印鑑証明書どおりの氏名を記入してください（ゴム印可）。 

・通称名を使用しているときは、本名と通称名を併記してください。 

法人：履歴事項全部証明書（商業登記簿謄本）記載の代表者名を記入してください（ゴム印可）。 

・複数代表の場合は、そのうち一名の代表者名（原則、連帯保証人とする代表者名）を記入してく

ださい。 

※ ２回目以降の申込みの場合は、代表者の変更がない限り、原則として、初回申込時の代表者に統 

一してください。 

・定款に共同代表の定めをしている場合は、全ての代表者名を記入してください。 

③商号欄：個人の場合のみ、商号（屋号）を記入してください。 

※ 連帯債務形式の場合は、何れかの債務者を代表債務者とし、代表債務者名で信用保証委託申込書を作成し

てください。その他の債務者については、別途、信用保証委託申込書（所定の印刷様式（青色）の写しで可）に

「申込書記載日」、「氏名または代表者名」（押印要）、「本社または住所」、「生年月日または設立年月日」欄のみ

を記載し、代表債務者の申込書に添付してください。 

Ｂ ①本社又は住所欄 

個人：印鑑証明書どおりの住所を記入してください（ゴム印可）。 

法人：履歴事項全部証明書（商業登記簿謄本）記載の住所を記入してください（ゴム印可）。 

②営業所又は工場等欄 

営業所（支店を含む）、工場等がある場合は記入してください。なお、本店が兵庫県以外の場合は、兵庫県内の

営業所又は工場等を記入してください（ゴム印可）。 

Ｃ １、２、いずれかに○印をつけてください。 

Ｄ 「臨時（パート含む）」は、臨時・パート等雇用形態を問わず、全くの臨時的な従業員数のみを記入してください。 

Ｅ 個人の場合は生年月日を、法人の場合は法人設立年月日を記入してください。 

Ｆ 業種が複数にわたっている場合は、売上割合等に応じて記入してください。 

Ｇ 法人の場合のみ、該当する番号に○印をつけてください。 

「会計参与設置会社」の場合は、「３ 会計参与設置」を選択してください。 

なお、この場合は、保証料率が０．１％割引となります（一括支払契約保証等を除く。）。 

Ｈ 該当する番号に○印をつけてください（許認可等を必要とする事業を行っている場合は、許認可等の提出要否※に

かかわらず「２ 有」に○印が必要です。）。 

※ 許認可等の確認を要する事業（P5 参照）を行っている場合は、当該事業に係る許認可等の写しの提出が必要

です。ただし有効期間内のものを既に提出済みの場合は提出を省略できます。 

Ｉ 今回借入する金融機関名を記入してください。また、支店名は勘定店名を記入してください。 

Ｊ 借入希望期間（月数）又は借入の期日を記入してください。なお、根保証については、期間を記入するとともに、必

ず「期日」を記入してください。この期日の翌日が、信用保証書に「元本確定期日」として表示されます。 

Ｋ 借入希望金額を記入してください。 

Ｌ 必要理由欄には、今回資金が必要となった理由や具体的な資金使途等を詳しく記入してください。 
また、調達方法欄には今回必要となる資金の調達方法を記入してください。 

Ｍ 月別の売上高を記入してください。 

なお、別添資料（ただし月次での集計をしているものに限る）がある場合は記入不要です。 

Ｎ 他の信用保証協会を利用している場合は、「２ 有」に○印をつけ、その協会名を記入してください。 

Ｏ 該当する番号に○印をつけてください。 

加入を希望する場合は別途「保証協会団信」申込書が必要となります。 
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（ ）

-

℡ ( ) ‐

） ）

　所在地

令和

西暦

職　　　　業  年 収 百万円

　１　代表者　　２　役員　　３　事業承継予定者　　４　親族（同一生計）

フリガナ 西暦　　明　 大 　昭 　平　 令

１ 男　 ２ 女

才

〒 フリガナ

住　　　　所

保有資産状況

　所有不動産　　１　無　　２　有 土地 ㎡ 建物 ㎡

 時価合計 百万円

 預金・その他 百万円

 負債残高 百万円

保 証 人 等 明 細

申 込 人 関 係

氏           名

ま    た    は
法    人    名

生 年 月 日

ま　た　は
設立年月日 年 月 日

年 月 日

種　　　　別 　１　連帯保証人　　　　２　物上保証人

）　５　親族（同一生計外）　　６　友人・知人　　７　関連法人　　８　その他（　　　　　　　　　　　　

　１ 会社員 ２ 公務員 ３ 自営（　　　　　 ４ その他（　　　　　

     【裏面】 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

A 

B 

D 
 

E 

C 

必ずご記入下さい。※DATE 印可 
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Ａ 該当する番号に○印をつけてください。 

Ｂ 個人：印鑑証明書どおりの氏名を記入してください。 

法人：履歴事項全部証明書（商業登記簿謄本）記載の商号を記入してください。 

Ｃ 個人の場合は生年月日を、法人の場合は法人設立年月日を記入してください。 

Ｄ 個人：印鑑証明書どおりの住所を記入してください。 

法人：履歴事項全部証明書（商業登記簿謄本）記載の住所を記入してください。 

Ｅ 不動産等を所有している場合に記入してください。 

時価合計額は、路線価や事例、評価証明等を参考に算出してください。 

負債残高も記入してください。 



32 
 

 ※前回保証利用後、変化のない項目は、記入を省略して結構です（初めてのお申込みの場合は、全項目記入してください）。

認証または申込人国家資格

百万円

申

込

人
（

企

業
）

の

概

要

経
　

営

　

者

　

略

　
歴

取

　

引

　
先

　

状

　

況

主

　

な

　
販

　

売

　

先

主

　

な

　
仕

　

入

　

先

所

　

有

　

不
　

動

　

産

　

概

　
要

そ　の　他

㎡ ㎡ ㎡

百万円

自　　　宅

㎡ ㎡ ㎡ 百万円

工場・店舗

㎡ ㎡ ㎡

㎡ 百万円

営　業　所

㎡ ㎡ ㎡ 百万円

申 込 人（企 業）概 要

特

　

　
　

　

許

認

証
・

資

格

会社名
構成比

（％）
会社名

構成比

（％）現金

（％）

手形

電債

（％）

回収サイト

（日）

現金

（％）

手形

電債

（％）

支払サイト

（日）

特許保有　　１ 無　　２ 有

登録番号

（内容）

回収条件 支払条件

所有不動産有無  １　無  　２　有

土 地

自己所有 借 地

　時価合計 百万円

　債務（借入）合計 百万円

種 類 所在地 名義人 建 物 時 価

本　　　社

㎡ ㎡

創業年月（開業） 　西暦　  １明治前　  ２明 　 ３大 　 ４昭 　 ５平 　 ６令

　申込人（企業）の沿革、特色、最近の動向等

　西暦　　１ 明　　２ 大　　３ 昭　　４ 平　　5 令 年 月 日生年月日

年 月 日

年 月

令和

西暦

   【別紙 申込人（企業）概要】 

    
     

 

 

 

E 
 

C 

D 

 

 

A 
 

B 
 

必ずご記入下さい。※DATE 印可 
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Ａ 申込人（企業）の沿革、特色、最近の動向等を記入してください。 

創業年月は、当該事業を開始した日を記入してください。 

・個人から法人に組織変更した場合は、個人で創業した年月を記入してください。 

・事業を承継した方は、自身が承継した年月ではなく、創業者が創業した年月を記入してください。 

Ｂ 経営者の職歴等を記入してください。 

Ｃ 特許欄：特許を保有している場合、その内容を記入してください。 

認証・資格欄：認証（ISO 認証等）、国家資格等がある場合、その内容を記入してください。 

Ｄ 主な販売先、仕入先について記入してください。 

Ｅ 不動産等を所有している場合「２ 有」に○印をつけ、明細を記入してください。 

時価合計額は、路線価や事例、評価証明等を参考に算出してください。 

負債残高は当該不動産を担保に提供している場合の根抵当権極度額や抵当権残高などの合計額を記入してくだ

さい。 

「初めてのお申込み」とは、当協会を利用する申込人単位で判断しますので、以下のような場合についても

「申込人（企業）概要」は全項目記入してください。 
【例】 
法人成り・個人成り（個人戻り）・債務者変更に伴う申込、当協会の保証付借入金を全件完済した個人事業者

が法人成りしてから初回の申込、当協会の保証付借入金を全件完済した法人が個人成り（個人戻り）してか

ら初回の申込、条件変更のみによる法人成り・個人成り（個人戻り）・債務者変更後の初回の申込、他の信用

保証協会利用先企業の当協会初回申込等 
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９．信用保証委託契約書の記入方法 

 

 
 
 

   

 信用保証委託契約書は重要な書類です。記入もれのないよう十分ご確認ください。 
 委託者または連帯保証人となる方が個人の場合、委託者・連帯保証人欄には必ず本人が

自署してください。 
 実印を押印してください。 
 消せるボールペン等を使用して記入しないでください。 

 

 

 

 

 

B 

 

C 

A 

必ずご記入下さい。※DATE 印は不可です。 
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Ａ 自署・押印した日を必ず記入してください。 

Ｂ  
  記入者が個人の場合： 

・印鑑証明書どおりの住所、氏名を記入してください。 
・ゴム印不可 
・通称名を使用しているときは、本名と通称名を併記してください。 

 

記入者が法人の場合： 

・履歴事項全部証明書（商業登記簿謄本）記載の本店の住所、商号、代表者名を記入してください。 

・ゴム印可 

・複数代表の場合は、そのうち一名の代表者名（原則、連帯保証人とする代表者名）を記入してください。 

※ ２回目以降の申込みの場合は、代表者の変更がない限り、原則として、初回申込時の代表者に統一してくだ

さい。 

・定款に共同代表の定めをしている場合は、全ての代表者名を記入してください。 

・代表者の肩書き（「代表取締役」、「代表理事」等）の文言も印鑑証明書どおり記入してください。 

 

Ｃ ①金融機関名は保証決定された金融機関名及び支店名を記入してください。なお、支店名は勘定店名を記入してく

ださい。 

②借入形式は今回の借入について該当する番号に○印をつけてください。また、「２ 手形貸付」、「３ 手形割引」、

「４ 当座貸越」、「５ 電子記録債権割引」に該当する場合は、各々の（  ）内のイ又はロにも○印をつけてくださ

い。 

③借入金額は申込書記載の金額を記入してください。なお、金額の訂正はできません。 

その他 

●収入印紙の貼付は必要ありません。 

●信用保証委託契約書のお客様控えは、当協会へ提出する必要はありません。 
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-

（ ） -

（ ） -

1 年 月 日

2 年 月 日

1 2 3 年

1 2 3 4 5 6 7

1 2 3 4 5 6 7

円

円 円

年 月 円

)

　 １ 当座　　２ 普通

-

1 無 2 有 1 2 3 4 5 )

1 2 1 2 3

年 月 年 年

1

2

3

4

1 2 3

1 有 2 3 4

1 2 3

1 2 3
1 2

年 月 日 時 分 ）

金融機関コード 代理貸

日

兵庫県信用保証協会　行
本申込について、審査の結果、貸付を適当と認めますので、保証制度要綱および同事務取扱要領を遵守のうえ信用保証を依頼します。

信 用 保 証 依 頼 書
年 月

金融機関本・支店名

電  話  番  号

Ｆ Ａ Ｘ 番 号

代表者名 担当部署・担当者

不 在 時 連 絡 者

　
貸
　
付

　
条
　
件

　
・
　

内
　
容
　

等

貸 付 金 額
個別

円
貸 付 予 定 日

申込人

協会顧客番号

フリガナ

貸 付 形 式 証書 手形 手形割引 公正証書 当貸(貸付専用型)

資 金 使 途 運転 設備 運転・設備 貸  付  利  率 　1 固定　2 変動

期間または期日 か月、または

か月目から

%以内

不均等

か月目まで か月毎 初回・最終回

当貸(カードローン型) 電子記録債権割引

極度

(不均等

この貸付で

完 済 す る
保証がある
場合など

保 証 番 号

日に 円あて 回返済 初回・最終回

返済

方法

当貸随時 当貸約定 商手落込

返
済
条
件

か月毎

区分 一括 元金均等 元金均等（ローン）

日から か月毎

設 定 区 分 協会 金融機関 担保流用区分 新規 既存(同条件) 既存(変更)

口　座　番　号

連帯保証人 保証人等明細に記入のとおりとします。

担 保 有 無 担保種類 不動産 有価証券 商手

割引残高有無 　１　無　　２　有　　※割引根保証を更新する場合は、ご記入ください。

当

店
取
引
状

況

日現在の残高　(取引開始 預金

売債 その他(

定期性 千円 割　引

千円 その他

千円

その他 千円 その他 千円

預

金

当　座 千円

融

資

区　分

備

考

(

担
保
明

細
等

)
※新規設定の場合は、必ず「不動産登記簿謄本」等の資料を添付してください。既存(変更)の場合は、以下に内容等をご記入願います。

　なお、担保番号や保証番号が分かる場合にはご記入願います。

普　通 千円 貸　付 千円

月/融資

千円 不動産 千円

合　計

千円 良千円

千円 普　通

千円 合　計 千円

立地条件(商業・サービス業)、取引先状況(製造業ほか)

良好 普通 不良

今期中の焦付 発生していない 発生した

事業の将来性

やや有 横這い 下降・後退

申込人(代表者)の計数観念(決算・業績把握度)

十分に有 普通 やや不足している

　

確認年月日

事前相談受付番号

保証制度（略称）
責任共有

対象

「申込書の内容を申込人が理解し、申込意思に基づいて正しく記載されていること」について、次の通り確認しております。【確認状況記載欄】　

申

込
人
状

況

申込人(代表者)の事業経験・業界知識

金
融

機
関
所

見

(相手先 千円)

十分ある 普通 やや不足している

※最近の業況、返済能力、経営者の人物、取組方針等

千円 合　計

優　良

プ ロ パ ー

１ 無

２ 有 [①部分保証 ②負担金]

確認時間 金融機関確認者確認方法

1 電話　2 来店面談　3 訪問面談　4 その他（

保証料返戻預金口座 種類

口座名義（カナ）

新　規

月)

か月目まで

保証協会付 保 全 状 況 取引振り

千円 預　金

令和

西暦

１０．信用保証依頼書の記入方法（表面） 

金融機関において記入してください 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

A 

B 

 

C 

D E 

      F 
G 
 
I 

J 

K 

 

L 

 

 

次ページ 

必ずご記入下さい。※DATE 印可 

H 
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Ａ 金融機関名及び支店名を記入してください（押印不要）。なお、業務集約店で貸出事務を行う場合は、当該業務集

約店名及び貸出勘定店を記入してください。 

Ｂ ＜個人の場合＞氏名を記入します。ただし、通称名を使用している場合は、本名と通称名を併記してください。 

＜法人の場合＞法人名を記入してください。 

なお協会顧客番号は、申込人が既に当協会を利用しており、協会顧客番号がわかる場合に記入してください。 

Ｃ 金融機関コード欄：貸出勘定店の全銀協統一コードを記入してください。 

担当者欄：担当者不在時の連絡者も必ず記入してください。 

Ｄ 希望する保証制度名や制度融資名を記入してください。 

Ｅ 該当する番号に○印をつけてください。「有」に該当する場合は、方式＜①部分保証 ②負担金＞にも○をつけてく

ださい。 

Ｆ 該当する貸付形態の番号に○印をつけ、貸付する金額を記入してください。 

なお、根保証の場合は「２ 極度」、それ以外は「１ 個別」となります。 

Ｇ 貸付予定日を記入してください。 

借換保証の場合は、原則として、この貸付予定日を被回収保証の完済日とみなして返戻保証料を計算します。 

Ｈ 貸付期間の月数を記入してください。 

なお、根保証については、期間を記入するとともに、必ず貸付期日を記入してください。この期日の翌日が、信用保

証書に「元本確定期日」として表示されます。 

 

Ｉ 該当する番号に○印をつけ、貸付実行に適用する利率を記入してください。 

Ｊ ①区分：該当する返済方法に○印をつけてください。例えば、当座貸越根保証やカードローン根保証で返済が非約

定の場合は「５ 当貸随時」、返済が約定の場合は「６ 当貸約定」となります。また手形割引根保証や手形貸付根

保証の場合は「１ 一括」となります。なお、「７ 商手落込」は現在使用していません。 

②返済条件：返済方法を記入してください。「３ 元利均等（ローン）」の返済金額欄には、返済元利金を記入してくだ

さい。 

Ｋ ①保証番号：今回の保証に係る貸付実行時に完済条件とする保証口がある場合に、その保証口の保証番号を記

入してください。 

②割引残高有無：割引根保証を更新する場合に該当する番号に○印をつけてください。 

③保証料返戻預金口座: 同一金融機関の保証口の回収条件がある場合は、口座名義も含め、記入してくださ

い。 

Ｌ ①担保有無、設定区分欄：当該保証について担保を使用するかどうか、該当する番号に○印をつけてください。 

また、担保有無の欄で「２ 有」に○印をつけた場合に、信用保証協会の設定担保か金融機関の条件担保か該

当するいずれかの番号に○印をつけてください。 

②担保流用区分欄：担保有無の欄で「２ 有」に○印をつけた場合に、今回の保証依頼の貸付時に担保を新規設定

（新規引当）する場合は「１ 新規」に、信用保証協会が既に設定済み又は金融機関設定済みの担保で信用保証

協会へ条件担保として提供済みの担保（以下、「既存担保」）の設定内容を変更せず使用する場合は「２ 既存（同

条件）」に、既存担保の設定内容を変更し貸付を行う場合は「３ 既存（変更）」の番号に○印をつけてください。 
③担保種類欄：担保有無の欄で「２ 有」に○印をつけた場合に、該当する担保種類の番号に○印をつけてくださ

い。なお、「３ 商手」は現在取り扱っていません。 

④担保を新規設定する場合は、協会担保、条件担保に関わらず、同欄に「物件表示」「設定額・順位」「協会担保

枠・優劣（条件担保の場合）」「その他特記事項」を記載してください。 

⑤既に設定している条件担保を利用する場合は、「備考（担保明細等）」欄に当協会担保番号を記載してください。 

⑥申込人又は代表者等が所有する不動産の担保提供により、保証金額の 100％以上の保全が図れているため、

担保充足型により経営者保証を不要とする場合は、「備考（担保明細等）」欄にその旨を記載してください。 

⑦経営改善借換保証「ぜんしん」等において、プロパー融資を同時実行することを条件として保証する場合は、「備

考（担保明細等）」欄に同時実行する金額を記載してください。 
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信用保証依頼書の記入方法（表面のつづき） 

 

 

 

 

 

 

 

信用保証依頼書の記入方法（裏面） 

 
  

年 月 年 年

1

2

3

4

1 2 3

1 有 2 3 4

1 2 3

1 2 3
1 2

年 月 日 時 分 ）

当
店

取
引
状

況

日現在の残高　(取引開始 預金

定期性 千円 割　引

千円 その他

千円

その他 千円 その他 千円

預

金

当　座 千円

融

資

区　分

普　通 千円 貸　付 千円

月/融資

千円 不動産 千円

合　計

千円 良千円

千円 普　通

千円 合　計 千円

立地条件(商業・サービス業)、取引先状況(製造業ほか)

良好 普通 不良

今期中の焦付 発生していない 発生した

事業の将来性

やや有 横這い 下降・後退

申込人(代表者)の計数観念(決算・業績把握度)

十分に有 普通 やや不足している

　

確認年月日

「申込書の内容を申込人が理解し、申込意思に基づいて正しく記載されていること」について、次の通り確認しております。【確認状況記載欄】　

申
込
人

状
況

申込人(代表者)の事業経験・業界知識

金
融

機
関
所

見

(相手先 千円)

十分ある 普通 やや不足している

※最近の業況、返済能力、経営者の人物、取組方針等

千円 合　計

優　良

プ ロ パ ー

確認時間 金融機関確認者確認方法

1 電話　2 来店面談　3 訪問面談　4 その他（

新　規

月)

保証協会付 保 全 状 況 取引振り

千円 預　金

 

M 

 

O 

 

N 

P 
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Ｎ 申込人状況：申込人の状況について、各項目の該当する番号に○印をつけてください。 

Ｍ 当店取引状況：申込人の取引状況を記入してください。なお、取引振りについては、該当する番号に○印をつけて

ください。 

※ 連帯債務形式の場合は、各債務者に対する預金、融資等を合算した額のみを記載してください。 

Ｏ 金融機関所見：申込人の最近の業況、返済能力、経営者の人柄等、そして金融機関としての取組方針について、

具体的に記入してください。 

信用保証依頼書の裏面は『資格要件申告書』になっています。これは、当座貸越又はカードローンの申込依頼の場合に

記入してください。 

Ｐ 「申込書の内容を申込人が理解し、申込意思に基づいて正しく記載されていること」について、申込人への確認状

況を記入してください。 
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１１．個人情報の取扱いに関する同意書の記入方法 

 
 
 
 
 
 
  

A 

 

B 

「個人情報の取扱いに関する同意書」は、３枚複写となっております。 
信用保証協会へは「協会用」のみを提出してください。 

必ずご記入下さい。 
※DATE 印は不可です。 
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Ａ 印鑑証明書どおりの住所及び氏名を本人が自署し、実印を押印してください。 

Ｂ 当協会使用欄であり、記入する必要はありません。 
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８．貸付手続 
１．貸付実行 

 金融機関は信用保証書記載の各条件を十分確認の上、保証条件どおりに貸付を実行して

ください。 
（１）信用保証書の有効期間 

① 信用保証書発行日の翌日から起算して３０日間※１です。 
ただし、有効期間内に実行できず、やむを得ない理由がある場合は、『信用保証書

有効期限延長依頼書』を提出していただき、当協会が承諾書を発行することによ

りさらに３０日間延長することができます。（当初の信用保証書発行日の翌日から

起算して合計６０日間）※２ 

 

 

 

 

 

 

② 有効期間の最終日が法定休日又は金融機関の休日にあたる場合は、その次の営業

日が満了日として記載されます。 
 
（２）保証期間 

① 信用保証書に「貸付の日から６０か月」とある場合は、貸付実行日から６０か月

後の応当日までの日を返済期限と定めてください。 
② 返済期限が金融機関の休日であっても返済期日は不変とします。 
③ 貸付を実行する際には、返済期限が金融機関の休日となるのをできるだけ避けて、

営業日となるようにしてください。なお、休日の翌営業日にすると保証期間を超

えてしまう場合がありますので注意してください。 
 

終期のとり方 

原則として、貸付日の○○か月後の応当日となります。 
 ただし、希望がある場合は応当日から遡及して、１か月未満の範囲内で設定できます。 
 なお、貸付日が月末の場合又は終期の属する月に応当日がない場合は、終期の属する月 
の末日まで終期を設定できます。  
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

※１：流動資産担保

融資保証制度の場

合の有効期間は、

信用保証書発行日

の翌日から起算して

６０日間です。この

場合、信用保証書

の有効期間の延長

はできません。 

 

※２：ただし、延長で

きるのは１回限りで

す。 

 
※３：電子保証書の

場合は、配信サーバ

上に保管されます。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

【例】保証期間６か月、貸付日が５月１０日の場合 

 

 

 

5/7      5/10              10/11         11/10 

 

 

 

 

 

保証期間６か月の条件を満たす期間 

  

保証日 貸付日 
貸付日の 
６か月後の 
応当日 

貸付日の 
５か月後の 
応当日の翌日 

終期を設定できる範囲 

＜ポイント＞ 

①信用保証書には、「ただし、特別の事情があると協会が認めた時は、令和○○年○○

月○○日とします」と６０日まで延長をした日が表示されます。 

②有効期限を延長した場合は、信用保証書※３と承諾書を一緒に保管してください。 

＜ポイント＞ 

①割引根保証については、終期は原則応当日の前日になります。 

②確定日保証の場合は、終期が保証書に表示されています。 

③制度融資等で別途定めている場合は、その定めによります。 
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（３）保証料 
貸付実行後直ちに信用保証書添付の「信用保証料送金のご依頼」に記載のある保証

料を徴収の上、送金してください。なお、送金の際の依頼人名欄には、依頼人名の

前に保証番号を加えて打電してください。 
 
（４）債務者に係る留意事項 

① 債権証書等には必ず面前自署の上、実印又は金融機関取引印（届出印）を押印す

る必要があります。 
② 貸付実行時には、印鑑証明書又は印鑑届により、印鑑照合を行ってください（印

鑑証明書又は印鑑届は、代位弁済手続時に提出が必要となります。）。 
③ 法人の場合は、履歴事項全部証明書（商業登記簿謄本）を徴求の上、相違がない

ことを確認してください。 
 
（５）連帯保証人に係る留意事項 

① 連帯保証人の保証意思確認は、金融機関で必ず行ってください。 
また、保証意思確認の事実を記録に残しておいてください。 

② 債権証書等には必ず面前自署の上、実印又は金融機関取引印（届出印）を押印す

る必要があります。 
③ 貸付実行時には、印鑑証明書又は印鑑届により、印鑑照合を行ってください（印

鑑証明書又は印鑑届は、代位弁済手続時に提出が必要となります。）。 
④ 連帯保証人が個人の場合で、当座貸越、カードローン等極度貸付の場合は、貸金

等根保証契約書を当協会の信用保証書ごとに徴求してください。なお、包括保証

は認めていません。 
⑤ 手形貸付等で別札（限定）保証書を徴求する場合は、当協会の信用保証書ごとに

徴求してください。包括保証は認めていません。 
 
（６）返済方法 
   信用保証書の返済方法欄記載のとおりとしてください。 
 ＜信用保証書の返済方法欄＞※月数保証の場合 
 
 
 
 

① Ａ欄は、「満期一括」、「元金均等」又は「元利均等」等の返済方法を表示します※４。 
② 「Ｂか月目からＣか月目」は、貸付実行日から第１回目の返済日までの月数Ｂと 

貸付日から最終回の１回前までの返済月数Ｃを表示します。 
③ 「Ｄか月毎」は返済の月周期を表示します。 
④ 「Ｅ円」には、分割返済額を表示します。 
⑤ 「Ｆか月目」には、最終回月を表示します。 
⑥ 「Ｇ円には、最終回の返済額を表示します。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

※４：当座貸越、カー

ドローン及び流動資

産担保融資保証で

根保証の場合は「当

貸随時」又は「当貸

約定」、手形貸付根

保証又は割引根保

証の場合は「満期一

括」と表示します。 

 

※５：返済開始が１

か月目の場合は、

貸付日の翌日となり

ます。 

 

 

 

 

 

 

返済方法  Ａ返済 
   Ｂか月目から Ｃか月目まで Ｄか月毎                      Ｅ円 

Ｆか月目                                          Ｇ円 

【第１回返済日のとり方】 

原則として、貸付日の○○か月後の応当日となります。 
  ただし、希望がある場合は、応当日の属する月の前月の応当日の翌日※５から、応

当日の属する月の月末までの範囲内で設定できます。 

 

  【例】保証期間１０か月、３か月目から返済（２か月据置）、貸付日が６月１０日の場合 

     （８回払い） 

 

 

6/7      6/10        8/11     9/10      9/30      3/11～4/10 

 

 

 

 

 

 保証期間１０か月の条件を満たす期間 

保証日 貸付日 ２か月目
の応当日
の翌日 

第１回目返済日を設定できる範囲 

３か月

目の応

当日 

終 期 の と

れる期間 
３か月目の応

当日の属する

月の月末 
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（７）貸付利率 

① 金融機関の定めるところによりますが、中小企業者の負担軽減のため、プロパー

貸付（保証付でない貸付）より低率としてください。 
② 制度融資については、原則として、貸付利率が定められています。 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

保証条件と貸付条件が合致しない例 

【事例①】 
大の月（３１日のある月）の３０日に貸付実行し、第１回返済日をその月の月末

（３１日）に設定しますと保証期間が１か月短くなり、保証条件に合致しなくなる

場合があります。  
※３月２８日～３０日の貸付実行で、第１回返済日を３月３１日にした場合や大

の月（３１日のある月）でない９月２８・２９日で貸付実行（保証期間６か月）

し、第１回返済日を９月３０日にした場合等も対象となります。    
 

例 保証期間 60 か月  実行日  令和 7 年 3 月 28 日～30 日  

第 1 回返済日 令和 7 年 3 月 31 日 最終期日 令和 12 年 2 月 28 日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

【事例②】 
貸付日の応当日を超えることにより、期間が 1 か月超過し、保証条件に合致しな

くなる場合があります。 
 

例 保証期間 60 か月  実行日 令和 7 年 3 月 30 日  

 第 1 回返済日  令和 7 年 4 月 30 日  最終期日 令和 12 年 3 月 31 日 

 

実行日 第 1 回返済日 最終期日 応当日 

R7.3.28～30 R7.3.31 R12.2.28 R12.3.28～30 

貸付期間 59 ヶ月（60 回返済） 

保証期間 60 ヶ月

貸付期間 61 ヶ月（60 回返済）

最終期日

R7.3.30 R7.4.30 R12.3.30 R12.3.31

保証期間 60 ヶ月 

実行日 第 1 回返済日 応当日 
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（８）貸付を実行しなかった場合の処理 
 「保証（条件変更）後取消理由書」を作成の上、信用保証書を添付して送付してく

ださい※６。 
 

（９）借換保証に係る留意事項 

① 借換保証の場合、信用保証書の条件欄に、「令和○○年○月○日以降に実行のこ

と」※７と表示され、貸付実行日は、信用保証依頼書に記載されている「貸付予定

日」以降とする必要があります（保証料差引計算の対象外の場合(P24 参照)を除

く。）。 

② やむを得ない理由により、信用保証書に記載された「貸付予定日」よりも前日付

で貸付実行する必要がある場合は、「変更前の貸付予定日」「変更後の貸付予定日」

「変更理由」を記載した「保証書・変更保証書変更申込書」を提出し、信用保証

書の再発行を受けてください。 

③ 信用保証書に記載された「貸付予定日」よりも後日付で貸付実行する場合は、「貸

付予定日」の変更を行う必要はありません（ただし、貸付実行日は、信用保証書

の有効期限内に限ります。）。 

 

（10）その他 

保証付貸付、保証付でない貸付の区別なく、既存の貸付について延滞、その他の債

務不履行の有無を確認の上貸付を行ってください。もし延滞等があるときは貸付を中

止し、その旨を当協会（担当者）に連絡してください。 
① 受領した信用保証書の被保証人欄に記載されている借入人の氏名（法人名）等に

ついて、貸付前に履歴事項全部証明書（商業登記簿謄本）、印鑑証明書等により相

違がないことを確認してください。 
② 資金使途が設備資金の場合は、信用保証書の条件欄に、「本件については貸付実行

後、速やかに設備確認資料（領収書写等）を協会宛に提出のこと」と表示します。よ

って、申請どおり設備が導入されたことを領収書等客観的な書類により速やかに

確認してください。  
③ 保証条件に違反して貸付を行った場合、原則として代位弁済の履行はできません。 

 
＜ポイント＞ 

① 貸付実行は、保証書の有効期限内に行ってください。  
② 貸付期間と保証期間が一致していることを必ず確認してください。  
③ 返済日や据置期間の取り方等の取扱いについて、必ず確認してくださ

い。  
④ 保証条件どおり貸付実行ができない場合は、必ず貸付実行前に当協会と

協議してください。  
 
 

２．貸付実行報告書 

①  信用保証書に基づいて金融機関が貸付を実行すると、当協会に保証債務が発生し 
ます。貸付実行報告書はその債務の発生を知る唯一の書類ですので、貸付（割引）

を実行された際には、貸付（割引）実行内容を記入の上、すみやかに貸付実行報

告書を提出してください※８。 
なお、オンライン伝送方式の金融機関は、不要（「貸付実行報告書」を保証書に添   
付いたしません。）となります。 

②  貸付実行報告の誤りなどから、再報告が必要となった場合は、当協会から金融機 
関へ「貸付実行報告について（照会）」を発送いたします。  
貸付内容を確認の上、同報告書下段の「貸付実行報告（再報告）」により、再報告 
してください。 

 

 

 

 

※６：電子保証書の

場合は、信用保証

書は添付不要です。

保証後取消処理が

完了すれば、配信サ

ーバに格納されてい

る電子保証書ファイ

ルは無効通知書で

上書きされます。 

 

※７：「令和○○年

○月○日」には、信

用保証依頼書の「貸

付予定日」欄に記載

されている日付が表

示されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※８：電子保証書の

場合、貸付実行報告

書は電子保証書フ

ァイルとして配信

サーバへ格納され

るため、金融機関に

おいて貸付実行報

告書の電子データ

を任意の用紙に印

刷する必要があり

ます。 
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③  保証書有効期限が経過し、貸付実行報告書が未着の場合に、「貸付実行（変更実行）  
報告書未着のお知らせ」を発送します。 

 

３．貸付（変更）実行前の保証条件変更 

貸付（変更）実行前に保証条件を変更する場合は、「保証書・変更保証書変更申込書」

を提出してください。当協会が承諾した場合は、金融機関に新たな保証書を送付※９しま

すので、それに基づき貸付(変更)を実行してください。 
なお、以下の場合は、保証書・変更保証書変更申込書による変更ができません（再度、

保証申込又は条件変更申込が必要となります。）。 
（１）信用保証書 

① 資金使途の変更 
② 保証期間の拡大 
③ 貸付金額の変更 
④ 保証形態（個別保証又は根保証）の変更 
⑤ 据置期間の追加、拡大 
⑥ 利用制度の変更 
⑦ 連帯保証人の変更  
⑧ 回収条件の変更 
⑨ 条件担保物件の変更 
⑩ 協会優先枠の減少（条件担保の場合） 

（２） 変更保証書 

① 保証期間の拡大 
② 約定返済金額の減少 
③ 据置期間の追加、拡大 
④ 追加又は解除する連帯保証人の変更 
⑤ 債務引受先の変更 
⑥ 条件担保物件の変更 
⑦ 協会優先枠の減少（条件担保の場合） 
⑧ 変更保証書の有効期限延長 

 
＜ポイント＞ 

「保証書・変更保証書変更申込書」の提出と同時に保証書の有効期限延長の希望が

あった場合、「信用保証書有効期限延長依頼書」も兼ねたものとして、取扱いします。 

 

４．利息制限法及び出資法に係る信用保証書（変更保証書）の保証条件 

利息制限法及び出資法における利息等の上限額を明示するため、信用保証書（変更保

証書）に次の保証条件を表示しています。 
 

 信用保証書（変更保証書）の保証条件 

証書貸付、手形貸付、 

根保証（割引根保証を除く） 

利息（みなし利息を含む）は利息制限法に定める法

定上限額の１／２の金額の範囲内とすること 

手形割引（根保証を含む）、電子記

録債権割引（根保証を含む） 

割引料（みなし割引料を含む）は年 10％の金額の範

囲内とすること 

特定社債 
利息（みなし利息を含む）及び保証料（みなし保証料

を含む）※10は合計年 10％の金額の範囲内とすること 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

※９：電子保証書の

場合、配信サーバに

格納されている変更

前の電子保証書ファ

イルを変更後の電

子保証書ファイルで

上書きします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※１０：保証条件

「保証料（みなし保

証料を含む）」は、

金融機関が徴収

する保証料のこと

です。 
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９．貸付実行後の業況報告書等の提出 
 協会と金融機関が連携して、保証利用先企業に対する経営支援の充実を図るため、以下

の取扱いを定めています。 

 

１．業況報告書の提出 

 金融機関は貸付実行後、業況報告書提出対象企業の営業所等を訪問するなどモニタリン

グを行った上で、業況報告書を作成し、当協会へ提出してください。 
 
（１）業況報告書提出の対象者 

次の①～⑩のいずれかに該当する保証利用企業※1 

① 創業に係る保証 

 「創業関連保証（再挑戦支援保証）」及び「創業等関連保証」 

  スタートアップ創出促進保証制度 

  開業資金に対応する制度融資に係る保証 

② 経営革新関連保証 

③ 経営安定関連保証（セーフティネット保証）4 号（新型コロナウイルス感染症

に係るものに限る） 

   ④ ひょうご連携支援保証※２ 

   ⑤ 小規模企業支援型保証「エール」 

   ⑥ 返済緩和を行っている条件変更先への新たな保証 

⑦ 危機関連保証 

⑧ 地域活性化保証「スタートラインＳ」※２ 

⑨ 兵庫県融資制度「新型コロナウイルス感染症対応資金」（据置期間が 1年超の場

合）※２ 

⑩ 東日本大震災復興緊急保証 

 
 
（２）モニタリング期間及び業況報告書の提出期限 

モニタリング期間は、上半期（4 月から 9 月）と下半期（10 月から翌 3 月）の定期 
とし、上半期は 10 月 1 日から 11 月 30 日、下半期は 4 月 1 日から 5 月 31 日までに、   
所定の業況報告書を提出してください。 
なお、第 1 回目のモニタリング期間は、貸付実行日を含む半期の次に到来する半期 

となります。 
 

貸付実行月 第 1 回目のモニタリング期間 第 1 回目の業況報告書の提出期限 

4 月～9 月 10 月～翌 3 月 翌 5 月末 

10 月～翌 3 月 翌 4 月～翌 9 月 翌 11 月末 

※ 上記（１）⑨の場合、モニタリングは据置期間中のみとなります。※３ 

 

 

 

 

 

※１：①及び②は平

成 23 年 7 月 1 日以

降、③は令和4 年10

月 1 日以降、④は平

成 24 年 4 月 1 日以

降、⑤は平成26年4

月 1 日以降、⑥は平

成 27 年 3 月 11 日

以降、⑧は平成 31

年 4 月 1 日以降、⑨

は令和 2 年 5 月 1 日

以降、⑩は令和 3 年

4 月 1 日以降の保証

申込分。 

また①、②、⑦、⑧

は保証期間 1 年超

のもの。 

なお、伴走支援型特

別保証制度又は経

営力強化保証制度

（令和 6 年 7 月 1 日

以降申込受付分）を

利用し、当該保証制

度の保証期間が 3

年を超える場合（条

件変更により結果的

に 3 年を超えた場合

を除く。）は、同一金

融機関に限り、業況

報告書の提出は不

要となります。 

※２：④は令和2年3

月 31 日、⑧、⑨は令

和 3 年 3 月 31 日を

もって取扱いを終了

した保証ですが、同

保証を既に利用して

いる場合は、報告が

必要となります。 

 

 

 

 

 

※３：（1）⑨の場合

は、貸付実行時の

初回元金返済予定

日が属する半期の

モニタリングが最終

分となります。 
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（３）モニタリングの終了 
業況報告書提出の対象となる保証の全てが、完済又は代位弁済に至った場合は、 

その時点で業況報告書の提出は不要となります。※４ 

 

２．確定申告書（決算書）の提出 

以下の条件に該当する一定の保証利用先について、新たに確定申告期限が到来した場合

は、当該中小企業者から確定申告書（決算書）（写）を徴求の上、当協会へ提出してくださ

い。 
 なお、未提出先については、年２回、当協会から金融機関に通知します。 

（１）確定申告書（決算書）提出の対象者 

次のいずれかに該当する保証利用企業 
① 特定社債保証の保証利用企業 
② 金融機関提携保証「飛躍（ひやく）」「ひやくライト」の保証利用企業 
③ ひょうご発展支援保証「リードα」の保証利用企業 
④ 令和５年度以降に外部専門家派遣を行った保証利用企業 
⑤ スタートアップ創出促進保証制度の保証利用企業 
※①～④については、事業年度終了の日から４か月以内に提出してください。 

 ⑤については、事業者がガバナンスチェックを受けた翌月以降に到来する４月

または１０月のいずれか早い月に提出してください。 

 
（２）現況確認等 

確定申告書（決算書）（写）の提出を受けた中小企業者において財務内容が悪化して 
  いる場合、悪化の要因、経営状況及び今後の見込み等を取扱金融機関へ聴取させてい 
  ただく場合があります。 
 

３．その他の報告書の提出 

以下の保証制度の保証利用先について、金融機関は所定の報告書を当協会へ提出してく

ださい。 
（１）旧経営力強化保証（令和５年３月３１日以前申込受付分）※５ 

金融機関は、中小企業者から、四半期に１回、計画の実行状況の報告を受け、原則 

として、年１回中小企業者の事業年度ごとに、当協会に対し、中小企業者の計画の実 

行状況とともに、金融機関、認定経営革新等支援機関の経営支援状況を報告する必要 

があります。なお、金融機関が報告しなかった場合は、当該案件に係る代位弁済請求 

を行う時にその理由を記載した書面を提出することになります。 

 

（２）事業再生計画実施関連保証（経営改善サポート保証）※６ 

金融機関は、中小企業者から、四半期に１回、計画の実行状況の報告を受け、原則

として、３年間にわたり、中小企業者の事業年度ごとに、当協会に対し、中小企業者

の計画の実行状況とともに、自らの経営支援の状況を報告する必要があります。  

なお、金融期間が報告しなかった場合は、当該案件に係る代位弁済請求を行う時に

その理由を記載した書面を提出することになります。 

 

（３）条件変更改善型借換保証 

金融機関は、中小企業者から、四半期に 1回、計画の実行状況の報告を受け、原則 
として、年 1 回中小企業者の事業年度ごとに、当協会に対し、中小企業者の計画の実 
行状況とともに、金融機関、認定経営革新等支援機関の経営支援状況を報告する必要 
があります。 

なお、金融機関が報告しなかった場合は、当該案件に係る代位弁済請求を行う時に 
その理由を記載した書面を提出することになります。 

※４：モニタリング期

間内に残高があって

も、業況報告書の提

出期限までに完済

や代位弁済に至っ

た場合は報告不要

です。 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※５：令和 5 年 3 月

31 日をもって取扱い

を終了した保証です

が、同保証を既に利

用している場合は、

報告が必要となりま

す。 

 
※６：事業再生計画

実施関連保証（感染

症対応型及び経営

改善・再生支援強化

型）を含む。 
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（４）伴走支援型特別保証制度※7 

金融機関は、原則として、四半期に 1回、中小企業者の経営状況を確認するととも

に、中小企業者から計画の実行状況等の報告を受け、計画を策定した日の属する事業

年度から５事業年度にわたり、年１回中小企業者の事業年度ごとに、中小企業者の計

画の実行状況及び財務状況並びに金融機関の経営支援状況を電子データで報告する

必要があります。 
なお、同報告データのうち、業種、従業員数及び財務状況については、当協会を経

由して経済産業省に送付します。金融機関が報告しなかった場合は、当該案件に係る

代位弁済請求を行う時にその理由を記載した書面を提出することになります。 

 

（５）スタートアップ創出促進保証制度 

金融機関は、融資実行後、創業者が会社を設立して原則 3年目（2年以上 3 年未満）

及び 5 年目（4年以上 5年未満）に、中小企業活性化協議会によるガバナンス体制の

整備に関するチェックを受けるよう促し、創業者より「ガバナンス体制の整備に関す

るチェックシート」の提出を受ける必要があります。 

創業者がガバナンス体制の整備に関するチェックを受けた月の翌月以降に到来す

る 4月又は 10月のいずれか早い月に、「ガバナンス体制の整備に関するチェックシー

ト」の写しに加えてガバナンスチェックを行った決算書を含む直近 2 期分の決算書を

当協会に提出する必要があります。 

なお、金融機関が提出しなかった場合は、当該案件に係る代位弁済請求を行う時に

その理由を記載した書面を提出することになります。 

 

（６）経営力強化保証制度（令和６年７月１日以降申込受付分） 

金融機関は、原則として、四半期に 1回、中小企業者の経営状況を確認するととも

に、中小企業者から計画の実行状況等の報告を受け、計画を策定した日の属する事業

年度から５事業年度にわたり、年１回中小企業者の事業年度ごとに、中小企業者の本

制度の利用状況、計画の実行状況、財務状況及び金融機関、認定経営革新等支援機関

の経営支援状況を電子データで報告する必要があります。 
なお、同報告データのうち、所在地、資本金、会社設立日、業種、従業員数、申込

金融機関、保証申込金額、保証承諾日、保証承諾金額、経営安定関連保証（５号）認

定取得の有無、プロパー融資有無、借換対象となる既存保証の保証割合、金融機関の

訪問回数及び財務状況については、当協会を経由して経済産業省に送付します。金融

機関が報告しなかった場合は、当該案件に係る代位弁済請求を行う時にその理由を記

載した書面を提出することになります。 
 

（７）協調支援型特別保証制度（モニタリング強化型※８） 

金融機関は、原則として、四半期に 1回、中小企業者の経営状況を確認するととも

に、中小企業者から経営状況等の報告を受け、計画を策定した日の属する事業年度か

ら５事業年度にわたり、年１回中小企業者の事業年度ごとに、中小企業者の本制度の

利用状況、計画の実行状況、財務状況及び金融機関の経営支援状況を電子データで報

告する必要があります。 
ただし、特例条件として、モニタリング強化型※８の貸付実行後、プロパー融資（プ

ロパー協調型要件※９と同義）を実行した場合、四半期に 1 回の責務とされているフォ

ローアップを、翌四半期分から省略することができます（ただし、特例条件を満たし

た月の属する四半期分はフォローアップを行う。）。なお、年 1 回の報告は必要です。 
また、同報告データのうち、所在地、資本金、会社設立日、業種、従業員数、申込

金融機関、保証申込金額、保証承諾日、保証承諾金額、保証申込時点のプロパー融資

有無、本保証付き融資実行後のプロパー融資実行有無、プロパー融資実行時点の本制

度残高、金融機関の訪問回数及び財務状況については、当協会を経由して経済産業省

に送付します。金融機関が報告しなかった場合は、当該案件に係る代位弁済請求を行

う時にその理由を記載した書面を提出することになります。 
 

※７：令和 6 年 6 月

30 日をもって取扱い

を終了した保証です

が、同保証を既に利

用している場合は、

報告が必要となりま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※８：協調支援型特

別保証制度要綱２．

（２）申込金融機関

の支援を受けつつ、

自ら経営行動計画

の策定並びに計画

の実行及び進捗の

報告を行うことに該

当するもの。 

※９：協調支援型特

別保証制度要綱２．

（１）本制度による保

証付き融資の実行と

原則同時に本保証

付き融資額の1割以

上（融資期間 12 か

月以上）のプロパー

融資を受けること。 
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１０．保証条件変更手続 
１．貸付実行後の保証条件変更 

  貸付実行後に次の（１）から（８）に該当する保証条件変更をする場合は、保証条件

変更申込書を提出してください。 
（１）保証期間の延長（短縮） 
（２）返済方法の変更 
（３）連帯保証人の変更 
（４）法人成り又は個人成り（個人戻り）に伴う債務者変更 
（５）個人事業者の事業承継による債務者変更 
（６）債務者死亡に伴う債務者変更 
（７）極度減額 
（８）条件担保の変更 
 

＜ポイント＞ 

① 貸付形式の変更はできません。 
② 保証条件変更の申込みにあたっては、原則として、申込みに必要な

添付書類と同様の書類を添付してください（既に提出済みの書類

については不要です）。 
③ 保証条件変更実行時には、印鑑証明書又は印鑑届により、印鑑照合

を行ってください。 
④ 信用保証書の条件欄に表示されている条件を変更する場合にも、

保証条件変更が必要となる場合があります。 
 

（１）保証期間の延長（短縮） 

  保証期間を延長する場合は、原則として、保証期間内に延長に必要な手続を行ってく

ださい。 
① 提出書類 
  「保証条件変更申込時等に必要となる主な書類一覧」（P57）のとおり 
② 変更実行手続 

当協会が承諾した場合は、変更保証書を金融機関宛に送付します（電子保証書の

場合は、配信サーバ上に電子保証書ファイルが格納されます。）。金融機関では次

の手続を行ってください。なお、原則として、手形貸付の期限延長は取扱いでき

ません※１。 
ア． 証書貸付の場合は、金融機関宛の返済期限の変更に係る契約書を徴求し保管

するとともに、変更実行報告書を当協会へ送付してください。 
なお、電子保証書の場合、変更実行報告書は電子データを任意の用紙に印刷

の上、提出してください。 
イ． 手形貸付の場合は、手形の書替えを行ってください。 
ウ． 変更保証書に信用保証料が記載されている場合は、変更実行後直ちに変更保

証書添付の「信用保証料送金のご依頼」記載の変更保証料を徴収の上、送金

してください。なお、送金の際の依頼人名欄には、依頼人名の前に保証番号

を加え、打電してください。 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※１：新規保証の取

扱いが困難な場合

等、やむを得ない場

合は取扱い可能な

場合があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜ポイント＞ 

① 当座貸越（貸付専用型）、当座貸越（事業者カードローン）の場合、

原則として、当初の取組から５年を経過しているものは、保証条件

変更による保証期間延長の取扱いはできません。既保証分を回収条

件とする新規申込を行ってください。 
② 延長期間は、原則１か月以上としてください。 
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（２）返済方法の変更 
① 提出書類 

「保証条件変更申込時等に必要となる主な書類一覧」（P57）のとおり 
② 変更実行手続 

ア．当協会が返済方法の変更に係る保証条件変更申込を承諾した場合は、変更保

証書を金融機関宛に送付します（電子保証書の場合は、配信サーバ上に電子

保証書ファイルが格納されます。）。金融機関では、金融機関宛の返済方法の

変更に係る契約書を徴求し保管するとともに、変更実行報告書を当協会へ送

付してください。 
なお、電子保証書の場合、変更実行報告書は電子データを任意の用紙に印刷

の上、提出してください。 
イ．変更保証書に信用保証料が記載されている場合は、変更実行後直ちに変更保

証書添付の「信用保証料送金のご依頼」記載の変更保証料を徴収の上、送金

してください。なお、送金の際の依頼人名欄は、依頼人名の前に保証番号を

加え、打電してください。 
 
＜ポイント＞ 

当座貸越、カードローンの場合、金融機関の商品設計により、約定返済

を非約定返済へ、非約定返済を約定返済へ変更することができない場

合があります。 
 

（３）連帯保証人の変更 
連帯保証人を追加する場合は、保証条件変更申込書に個人情報の取扱いに関する同意

書等を添付の上、提出してください。 
① 提出書類 

「保証条件変更申込時等に必要となる主な書類一覧」（P57）のとおり 
② 変更実行手続 

当協会が承諾した場合は、変更保証書を金融機関宛に送付します（電子保証書の

場合は、配信サーバ上に電子保証書ファイルが格納されます。）。金融機関では、

追加して解除する場合は、保証人変更契約書（金融機関宛）を、追加の場合は、

保証人加入契約書（金融機関宛）を、解除の場合は、保証人脱退契約書（金融機

関宛）を徴求し保管するとともに、変更実行報告書を当協会へ送付してください。 
なお、電子保証書の場合、変更実行報告書は電子データを任意の用紙に印刷の上、

提出してください。 
 

（４）法人成り又は個人成り※２による債務者変更 
法人成り又は個人成りの場合は、原則として、事業継承前の保証付債務を回収条件と

する新規申込（１１．各種変更手続（P66）を参照）により取り扱うこととなります。 
ただし、特段の事情がある場合は、保証条件変更による債務者変更ができます。 
① 保証条件変更による法人成り又は個人成りの対象となる保証 

証書貸付、当座貸越、カードローン 
② 保証条件変更による法人成り又は個人成りの対象とならない保証 

流動資産担保融資保証、手形貸付、手形・電子記録債権割引、手形貸付根保証、 
割引根保証 

③ 提出書類 
「保証条件変更申込時等に必要となる主な書類一覧」（P57）のとおり 

④ 変更方法 
ア．債務引受の方法 

免責的債務引受けとしてください。 
なお、当座貸越、カードローンの場合は、「免責的債務引受け並びに地位の承

継」としてください。 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

※２：協会でいう「法

人成り」とは、個人

事業者が会社を設

立し、自身が代表者

となって、法人設立

日に旧個人事業の

営業譲渡を受け債

権債務を継承の上、

当該事業を継続す

ること又は旧個人事

業の営業譲渡を受

け、債権、債務を継

承する目的で、個人

事業者が代表者と

なって設立した法人

が、法人設立日より

後（概ね 6 か月以内）

に旧個人事業の営

業譲渡を受けると同

時に、債権、債務を

継承の上、当該事

業を継続することを

いいます（旧個人事

業者の死亡、老齢、

傷病等により、親子

（ 子 の 配 偶 者 を 含

む）、夫婦、兄弟、孫

等の三親等内の親

族が代表者となった

場合も含みます）。 

また、「個人成り（個

人戻り）」とは、法人

解散に伴い、代表者

が個人事業主として

当該事業を承継する

場合に当該法人の

保証付債務を引受

することをいいます。 
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イ．連帯保証人 
旧債務者が代表者となる場合は、旧債務者を保証人に追加します。 
旧債務者とは別人が代表者となる場合は、次のいずれかにより対応します。 
ⅰ 旧債務者のみを保証人に追加する（代表者は保証人としない。）。 
ⅱ 代表者のみを保証人に追加する（旧債務者は保証人としない。）。 
なお、許認可等を必要とする事業の場合、法人成り後の許認可等の名義人は、

原則として、法人名義であることが必要です。 
ウ．担保 

担保がある場合は、必ず変更実行時に下記の根抵当権変更登記を行ってくださ    
い。 

 種 類 
当協会設定 条件担保 

変更箇所  
１．債務者の変更 ○ ○ 
２．被担保債権の範囲の変更（引受債務の追加） × ○ 

※ 条件担保に係る変更登記については金融機関で必ず行ってください。 
 

⑤ 変更実行手続 
ア． 当協会が承諾した場合は、変更保証書を金融機関宛に送付します（電子保証

書の場合は、配信サーバ上に電子保証書ファイルが格納されます。）。金融機

関では、証書貸付の場合は、「免責的債務引受契約書（金融機関宛）」を、当

座貸越又はカードローンの場合は、「債務引受並びに受信者の地位の承継契

約書（金融機関宛）」を徴求し保管するとともに、変更実行報告書を当協会

へ送付してください。 
なお、電子保証書の場合、変更実行報告書は電子データを任意の用紙に印刷

の上、提出してください。 
イ． 条件担保がある場合は、当該根抵当権について、「債務者の変更及び被担保

債権の範囲の変更（引受債務の追加）」登記を行う必要があります。登記完

了後の全部事項証明書（不動産登記簿謄本）、共同担保目録（又は根抵当権

設定契約証書の写し）及び求償の特約に関する念書※３（物上保証人の場合）

を送付してください。 
 

（５）個人事業者の事業承継による債務者変更 
親子、夫婦、兄弟、孫等の三親等以内の親族が前事業者（個人）の老齢、傷病等によ

り事業を承継した場合は、原則として、事業継承前の保証付債務を回収条件とする新規

申込により取り扱うこととなります。 
ただし、特段の事情がある場合は、保証条件変更による債務者変更ができます。 
① 保証条件変更による事業承継の対象となる保証 

証書貸付、当座貸越、カードローン 
② 保証条件変更による事業承継の対象とならない保証 

流動資産担保融資保証、手形貸付、手形・電子記録債権割引、手形貸付根保証、 
割引根保証 

③ 提出書類 
「保証条件変更申込時等に必要となる主な書類一覧」（P57）のとおり 

④ 変更方法 
ア．債務引受の方法 

免責的債務引受けとしてください。 
なお、当座貸越、カードローンの場合は、「免責的債務引受け並びに地位の

承継」としてください。 
イ．連帯保証人 

既に連帯保証人を徴求している場合は、原則として、引き続き連帯保証人と

してください。ただし、老齢、傷病など合理的な理由があると判断できるも

のについては、同連帯保証人の削除を行っても差し支えありません（追加の

連帯保証人は不要）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※３：印鑑証明書が

必要です。併せて、

個人の場合は「個人

情報の取扱いに関

する同意書」が、法

人の場合は念書提

出を議決した議事録

の写し（原本証明要）

が各々必要です。 
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また、連帯保証人が新債務者となる場合でも、追加の連帯保証人は不要です。

なお、許認可等を必要とする事業の場合、事業承継後の許認可等の名義人は、

原則として、申込人名義であることが必要です。 
ウ．担保 

担保がある場合は、必ず変更実行時に下記の根抵当権変更登記を行ってくださ

い。 
 種 類 

当協会設定 条件担保 
変更箇所  

１．債務者の変更 ○ ○ 
２．被担保債権の範囲の変更（引受債務の追加） × ○ 

※ 条件担保に係る変更登記については金融機関で必ず行ってください。 
 

⑤ 変更実行手続 
ア．当協会が承諾した場合は、変更保証書を金融機関宛に送付します（電子保証

書の場合は、配信サーバ上に電子保証書ファイルが格納されます。）。金融機

関では、証書貸付の場合は、「免責的債務引受契約書（金融機関宛）」を、当

座貸越またはカードローンの場合は、「債務引受並びに受信者の地位の承継

契約書（金融機関宛）」を徴求し保管するとともに、変更実行報告書を信用保

証協会へ送付してください。 

なお、電子保証書の場合、変更実行報告書は電子データを任意の用紙に印刷

の上、提出してください。 
イ．条件担保がある場合は、当該根抵当権について、「債務者の変更及び被担保債

権の範囲の変更（引受債務の追加）」登記を行う必要があります。登記完了後

の全部事項証明書（不動産登記簿謄本）、共同担保目録（または根抵当権設定

契約証書の写し）及び求償の特約に関する念書※３（物上保証人の場合）を送

付してください。 
 

（６）債務者死亡による債務者変更※４ 

相続（債務者死亡）による債務者変更については、旧債務者分を回収条件とする新債

務者による新規（更改）申込（１１．各種変更手続（P66）を参照）により手続をしてく

ださい。ただし、特段の事情がある場合は、保証条件変更による債務者変更ができます。 
なお、担保付で取り扱っている場合は、相続開始後６か月以内に指定相続人の合意の

登記ができるものに限ります。 
① 保証条件変更による債務者変更の対象となる保証 

証書貸付、確定後の当座貸越、確定後のカードローン 
② 保証条件変更による債務者変更の対象とならない保証 

流動資産担保融資保証、当座貸越（確定前）、カードローン（確定前）、手形貸付、 
手形・電子記録債権割引、手形貸付根保証、割引根保証 

③ 提出書類 

「保証条件変更申込時に必要となる主な書類一覧」（P57）のとおり 
④ 変更方法 

ア． 債務引受 
債務承認並びに免責的引受としてください。 

イ． 担保 
次の登記手続が必要です。 
ⅰ 亡債務者の相続人を定める登記（相続による債務者変更の登記） 
ⅱ 根抵当権者と根抵当権設定者（相続人全員）との合意によって定めた相 

続人を債務者とする登記（指定相続人の合意の登記※５） 
※条件担保に係る変更登記については、金融機関で行ってください。 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
※４：①単独相続の

み取扱いします。 

②相続人が会社を

設立し、事業を継承

した場合は、保証条

件変更による債務

者変更の取扱いをし

ません。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
※５：相続人が一人

の 場合に おい て も

「指定相続人の合意

の登記」は必要です。 
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⑤ 変更実行手続 
当協会が承諾した場合は、変更保証書を金融機関宛に送付します（電子保証書の

場合は、配信サーバ上に電子保証書ファイルが格納されます。）。金融機関では「債

務承認並びに引受契約書」を徴求し保管するとともに、変更実行報告書を当協会

へ送付してください。 
なお、電子保証書の場合、変更実行報告書は電子データを任意の用紙に印刷の上、

提出してください。 
登記完了後、全部事項証明書（不動産登記簿謄本）、共同担保目録（又は根抵当権

設定契約証書の写し）及び求償の特約に関する念書（物上保証人※６の場合）を送

付してください。 
 

（７）極度減額 

① 提出書類 
「保証条件変更申込時に必要となる主な書類一覧」（P57）のとおり 

② 変更実行手続 
当協会が承諾した場合は、変更保証書を金融機関宛に送付します（電子保証書の

場合は、配信サーバ上に電子保証書ファイルが格納されます。）。金融機関では、

金融機関宛の極度額の減額に係る契約書等を徴求し保管するとともに、変更実行

報告書を当協会へ送付してください。 
なお、電子保証書の場合、変更実行報告書は電子データを任意の用紙に印刷の上、

提出してください。 
 

（８）条件担保の変更 

条件担保を変更する場合は保証条件変更手続をしてください。 
① 保証条件変更手続が必要となる条件担保の変更 

物件の全部解除（全部抹消）※７、物件の一部解除（一部抹消）、物件の差替・追

加、根抵当権の差替、根抵当権の順位変更、協会担保枠の変更、根抵当権の極度

額変更（協会担保枠の変更を伴わない場合）、土地の地積更正、換地処分、建物の

増築、先順位プロパー根抵当権間の順位変更、仮換地指定、個人債務者の法人成

り、法人債務者の個人成り（個人戻り）、債務者の死亡、債務者兼担保提供者の死

亡、連帯保証人兼担保提供者の死亡、条件担保物件の滅失・毀損、根抵当権の確

定 
② 提出書類 

保証条件変更申込書及び担保変更に係る書類 
③ 変更手続 

「条件担保変更」と表示した変更保証書及び変更後の内容を表示した「担保別紙」

を金融機関宛に送付します（電子保証書の場合は、配信サーバ上に電子保証書フ

ァイルが格納されます。）ので、変更実行報告書を当協会へ送付してください。 
なお、電子保証書の場合、変更実行報告書は電子データを任意の用紙に印刷の上、

提出してください。 
 
※詳しくは、信用保証の実務解説〔不動産条件担保編〕を参照してください。 

 

２．変更実行時の注意事項 

（１）変更保証書の有効期間 
① 変更保証書発行日の翌日から起算して３０日間です※８。 

信用保証書と異なり、有効期限を延長することはできません。 
② 有効期間の最終日が法定休日又は金融機関の休日にあたる場合は、その次の営業

日が満了日として記載されます※８。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
※ ６ ： 印 鑑 証 明 書

（写しでも可）が必要。

また、個人の場合は

「個人情報の取扱い

に関する同意書」が、

法人の場合は念書

提出を議決した議事

録の写し（原本証明

要）が各々必要です。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
※７：条件担保の全

部抹消により当該条

件担保の対象となる

保証口が全て完済

する場合は手続不

要です。 

 

 

 

 

 

 

 

※８：なお、「返済方

法の変更」の条件変

更において、保証条

件変更後の第 1 回

返済日が変更保証

書の有効期間内に

到来する場合は、当

該第１回返済日まで

が有効期間となりま

す。 
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（２）変更実行手続 

① 変更契約書（債権証書）の日付は、変更実行報告書に記入する変更実行日と同一

です。 
② 変更契約は「更改契約」にならないように注意してください。 

 
（３）変更実行完了後の手続 

変更実行報告書に変更実行日を記入の上、送付してください。 
 
（４）変更実行をしなかった場合の処理 

「保証（条件変更）後取消理由書」を作成の上、変更保証書を添付して返送してくだ

さい※９。 
 

３．保証条件変更に係る保証料（条件変更保証料）の計算方法 

保証条件の変更に係る保証料（条件変更保証料）は、次の内容の変更を行う場合に日

割計算により算出します。 
①保証期間を変更する場合 
②返済条件を変更する場合 
③根保証の極度額を減額する場合 

 

（１）条件変更保証料の計算式 

条件変更保証料は、次の方法により計算します。 
なお、条件変更保証料は、条件変更時の変更実行額を基礎として、変更承諾日の翌日

から変更後の保証期限までその変更の内容に応じて算出してください。 
 

   ①保証期限までに変更する場合 

条件変更保証料＝変更後条件による保証料－変更前の未経過保証料＋未収保証料※10 

   ②保証期限後に変更する場合 

条件変更保証料＝変更後条件による保証料＋期限経過保証料※11＋未収保証料 

 

 
（２）未経過保証料の計算式 
   未経過保証料とは、既収保証料のうち、変更承諾日の翌日から変更前の保証期限ま

で（未経過期間）に係る保証料をいい、未経過期間の返済方法に応じた未経過率等を

用いて、次の方法により計算します。 
   ＜未経過率＞ 

一括返済（根保証を含む）の場合 未経過率＝未経過期間÷保証期間 

分割返済の場合 未経過率＝（未経過期間÷保証期間）２ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
※９：電子保証書の

場合は、変更保証書

は添付不要です。条

件変更取消処理が

完了すれば、配信サ

ーバに格納されて

いる電子保証書フ

ァイルは無効通知

書で上書きされま

す。 

 
 
 
 
 
 
 
※１０：変更前の保

証料に未収がある

場合は、当該保証

料を加算します。 

 

※１１：保証期限の

翌日から変更承諾

日まで、保証期限の

貸付残高による据

置部分として、日割

計算をします。 
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（３）条件変更保証料の計算例

保証期限内に返済方法を変更する場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

当初保証条件 

⇒ 

変更後条件 
貸付金額 15,000,000円 変更後金額 13,000,000円 

貸付日 R5.12.24 変更承諾日 R6.5.2 

保証期限 R7.12.23 変更後期限 R9.12.23 

保証期間 24か月 保証期間 1,330日 

返済方法 

R6.1からR7.11まで 

毎月24日に500,000円、 

最終回（R7.12） 

3,500,000円返済 

（据置期間）なし 

（据置金額）3,000,000円 

返済方法 

R7.8からR9.11まで 

毎月24日に400,000円、 

最終回（R9.12） 

1,800,000円 返済 

（据置期間）448日 

（据置金額）1,400,000円 

保証料率 1.15% 保証料率 1.15% 

既収保証料 
234,600円 

（据置金額部分）69,000円 

（分割返済部分）165,600円 

   

①変更後条件による保証料 

②控除計算額 

（1,300-140）万円×1.15％× 
（1330-448）日 

×0.55＝177,294円 
365 

 

140万円×1.15％× 
（1330-448）日 

＝38,904円 
365 

 
（分割返済部分Ｃ） 

（据置期間部分Ａ） 

1,300万円×1.15％× 
448日 

＝183,495円 
365 

（据置金額部分Ｂ） 

Ａ+Ｂ+Ｃ＝399,693円・・① 

（据置金額部分Ｄ） 

69,000円× 
（730－130）日 

＝56,712円 
730日 

 
（分割返済部分Ｅ） 

165,600円× （ 
（730－130）日 

） 
2 

730日  

 ＝111,870円 

 

Ｄ+Ｅ＝168,582円・・② 

①－②＝231,111円 

①変更後条件に
 よる保証料

変更前期限 

①

Ｅ

Ｃ

Ｄ

未経過期間

変更後期限 

Ｂ

Ａ

変更承諾日 

 

② 
控除計算額 

9.12.23 

7.12.23

6.5.2

5.12.24 

1,330 日

448 日 

保証期間

730日 

経過期間

130日
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保証条件変更申込時等に必要となる主な書類一覧 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

信用保証協会 金融機関

●保証条件変更申込書
●決算書・申告書（必要に応じ）
※　保証協会が徴求する印鑑証明書、履歴事項全部証明書は全て写し可

●印鑑証明書(変更契約書等に金融機関取引印（届出印）を押印する場合を除
く。）、履歴事項全部証明書（必要に応じ）

●信用保証委託契約変更契約書（保証人加入用）
●印鑑証明書
●保証意思宣明公正証書（必要に応じ）
●「不動産全部事項証明書（写しでも可）」（死亡により解除する連帯保証人が担保提供して
おり、相続登記が完了している場合等）
●担保変更書類一式、及び不動産全部事項証明書（解除する連帯保証人が担保提供して
おり、担保の差し替えを行う場合等）
●求償の特約に関する念書（条件担保の場合で物上保証となる場合）

法人代表者の変更

上記のほかに、

●信用保証委託契約変更契約書（保証人脱退用）（旧代表者が連帯保証人から脱退する場
合）（保証番号ごとに必要）
●履歴事項全部証明書（代表者の辞任・就任が確認できるもの）
●法人の印鑑証明書
●旧代表者の印鑑証明書（旧代表者が連帯保証人から脱退する場合）
●新代表者の印鑑証明書
●「金融機関との連携により経営者保証を不要とする取扱い」確認書（経営者保証を不要と
する場合）

●信用保証委託契約変更契約書（保証人脱退用）（保証番号ごとに必要）
●履歴事項全部証明書
●印鑑証明書
●「金融機関との連携により経営者保証を不要とする取扱い」確認書

●保証人脱退契約書

●信用保証委託契約変更契約書（法人成り用）
●履歴事項全部証明書
●法人の印鑑証明書
●連帯保証人の印鑑証明書
●定款（写し）（必要に応じ）
●議事録（写し、原本証明要）
●担保変更書類一式、及び不動産全部事項証明書（協会設定担保がある場合）
●「不動産全部事項証明書（写しでも可）」及び「共同担保目録又は根抵当権設定契約書
（写し）」（条件担保がある場合）
●求償の特約に関する念書（条件担保の場合で物上保証となる場合、ただし法人の場合は
同念書についての承認を議決した議事録（写し、原本証明要）及び履歴事項全部証明書）も
必要）

●免責的債務引受契約（証書貸付の場合）又は
　債務引受並びに受信者の地位の承継契約書
　　（当座貸越・カードローンの場合）

●信用保証委託契約変更契約書（法人成り用を流用）
●履歴事項全部証明書（解散登記後のもの、解散していない場合は事後徴求）
●印鑑証明書

●営業譲渡契約書写し（全ての債権債務の引受を含んでいるもの）
●法人の異動届出書（廃業届出書）写し
●担保変更書類一式、及び不動産全部事項証明書（協会設定担保がある場合）
●「不動産全部事項証明書（写しでも可）」及び「共同担保目録又は根抵当権設定契約書
（写し）」（条件担保がある場合）
●求償の特約に関する念書（条件担保の場合で物上保証となる場合、ただし法人の場合は
同念書についての承認を議決した議事録（写し、原本証明要）及び履歴事項全部証明書も
必要）

●免責的債務引受契約（証書貸付の場合）又は
　債務引受並びに受信者の地位の承継契約書
　　（当座貸越・カードローンの場合）

●信用保証委託契約変更契約書（事業承継（個人事業者）用）
●印鑑証明書
●事業承継の事実が確認できる資料（必要に応じ）
●担保変更書類一式、及び不動産全部事項証明書（協会設定担保がある場合）
●「不動産全部事項証明書（写しでも可）」及び「共同担保目録又は根抵当権設定契約書
（写し）」（条件担保がある場合）
●求償の特約に関する念書（条件担保の場合で物上保証となる場合、ただし法人の場合は
同念書についての承認を議決した議事録（写し、原本証明要）及び履歴事項全部証明書も
必要）

●免責的債務引受契約（証書貸付の場合）又は
　債務引受並びに受信者の地位の承継契約書
　　（当座貸越・カードローンの場合）

●信用保証委託契約変更契約書（相続用）
●印鑑証明書
●「除籍が分かる戸籍謄本及び相続人の確認ができる戸籍謄本（写しでも可）」又は「認証
文付き法定相続情報一覧図の写し（写しでも可）」（債務者が外国籍の場合は世帯分の住
民票の写し等）
●債務引受ならびに事業継承者（新債務者）決定の誓約書（相続人全員の印鑑証明書含
む）（「相続人が1名の場合（当該相続人以外が相続放棄の場合を含む。）」又は「遺産分割
協議書により相続人1名が確定している場合」は不要（法定相続人が1名の場合を除き、「相
続人以外の全法定相続人の相続放棄申述受理通知書（又は証明書）の写し」又は「遺産分
割協議書の写し」が必要））
●担保変更書類一式、及び不動産全部事項証明書（協会設定担保がある場合）
●「不動産全部事項証明書（写しでも可）」及び「共同担保目録又は根抵当権設定契約書
（写し）」（条件担保がある場合）
●求償の特約に関する念書（条件担保の場合で物上保証となる場合、ただし法人の場合は
同念書についての承認を議決した議事録（写し、原本証明要）及び履歴事項全部証明書も
必要）

●債務承認並びに引受契約書

●会社分割に係る報告書（原則事前提出）
●会社分割に係るチェック表（原則事前提出）
●分割計画書または分割契約書（原則事前提出）（写し）
●履歴事項全部証明書

●信用保証委託契約変更契約書（法人成り用を流用）
●印鑑証明書
●担保変更書類一式、及び不動産全部事項証明書（協会設定担保がある場合）
●「不動産全部事項証明書（写しでも可）」及び「共同担保目録又は根抵当権設定契約書
（写し）」（条件担保がある場合）

※上記以外にも必要書類があることがありますので事前に確認願います。

●分割方法や内容に応じた債務引受契約書
　　（写しを協会に送付してください）
●保証人変更（加入、脱退）契約書
　　（必要に応じ）

●資格要件申告書（確定させる場合は不要です。なおこの申告書は保証条件変更依頼書
の裏面にあります）

●期間延長の契約書（自動更新の場合は不要）
●債務承認並びに弁済契約書（確定させる場合）
●確定債務金延期証書（確定後、更に期間延長する場合）
●貸金等根保証契約書

期間延長
●譲渡担保対象売掛先・棚卸資産一覧表
●譲渡担保対象売掛先明細書（売掛債権を担保とする場合）

●期間延長の契約書（自動更新の場合は不要）
●債務承認並びに弁済契約書（確定させる場合）
●確定債務金延期証書（確定後、更に期間延長する場合）
●貸金等根保証契約書

極度額の減額 ●変更契約書

第三債務者の追加
●譲渡担保対象売掛先・棚卸資産一覧表
●譲渡担保対象売掛先明細書

●譲渡担保契約の締結と対抗要件の具備

棚卸資産の種類の追加

棚卸資産の保管場所の変更

会社分割

※必ず事前に協会担当者と相談の上、申込をしてください。

条件変更の種類
必要書類等

共通

保証期間の延長（短縮）
返済方法の変更

●事業計画書、経営改善計画書、資金繰り表、借入金一覧表（必要に応じ） ●変更契約書

連帯保証人の変更

●ケースに応じ以下の書類
　・追加して解除する場合
　　→保証人変更契約書
　・追加のみの場合
　　→保証人加入契約書
　・解除のみの場合
　　→保証人脱退契約書

●保証意思宣明公正証書（必要に応じ）

法人成りに伴う債務者変更
　（証書貸付、当座貸越、カードローンのみ）

個人成りに伴う債務者変更
　（証書貸付、当座貸越、カードローンのみ）

債務者死亡に伴う債務者変更
（証書貸付、確定後の当座貸越、確定後のカードローンのみ）

経営者保証の解除

個人事業者の事業承継に伴う債務者変更
　（証書貸付、当座貸越、カードローンのみ）

当座貸越根保証、事業者カードローン当座貸越根保証の保証期
間延長

流動資産担保融資保証

※右記以外にも内容によって必
要となる書類がありますので、
事前に確認願います。

●譲渡担保対象売掛先・棚卸資産一覧表
●棚卸資産売上代金入金口座届出書（写し）

●概要記録事項証明書（写しでも可）

●譲渡担保契約の締結と動産譲渡登記手続

※個人番号（マイナンバー）が記載されている場合は、必ずマスキング（黒塗り等）してください。
※保証条件変更の種類が複数にまたがる場合は、各々定められた必要書類をご用意ください。
※上記以外にも必要書類がある場合があります。詳しくは、当協会窓口までお問い合わせください。
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４．保証条件変更申込書の記入方法 

 
【表面】 

Ａ 

Ｅ 

 
 
 
 

Ｇ 

 

Ｈ 

Ｉ 

Ｂ 

Ｃ 
Ｄ 

必ずご記入下さい。※DATE印可 

F 
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Ａ ①法人名欄：法人の場合は、履歴事項全部証明書（商業登記簿謄本）記載の商号を記入してください。 
・ゴム印可 
・法人成りの条件変更の場合、本欄は新しく設立した法人を記載してください。 

②氏名又は代表者名欄【押印不要】 

個人：印鑑証明書どおりの氏名を記入してください。 

・ゴム印可 

・通称名を使用しているときは、本名と通称名を併記してください。 

法人：履歴事項全部証明書（商業登記簿謄本）記載の代表者名を記入してください。 

・ゴム印可 

・複数代表の場合は、そのうち一名の代表者名を記入してください。 

※ 代表者の変更がない限り、原則として、初回保証申込時の代表者に統一してください。なお、記 

入する代表者を変更する場合は、代表者の変更がなくとも別途変更届出書が必要となります。 

・定款に共同代表の定めをしている場合は、全ての代表者名を記入してください。 

③商号欄：個人の方のみ、商号（屋号）を記入してください。 

Ｂ ①本社または住所欄 

個人：印鑑証明書どおりの住所を記入してください。 

・ゴム印可 

法人：履歴事項全部証明書（商業登記簿謄本）記載の住所を記入してください。 

・ゴム印可 

②営業所または工場等欄 

営業所（支店を含む）、工場等がある場合は記入してください。なお、本店が兵庫県以外の場合は、兵庫県内の営

業所又は工場等を記入してください。 

・ゴム印可 

Ｃ 事業を複数にわたって行っている場合は、売上割合等に応じて業種を記入してください。 

Ｄ 「臨時（パート含む）」は、臨時・パート等雇用形態を問わず、全くの臨時的な従業員数のみを記入してください。 

Ｆ 金融機関においてご記入ください。なお、協会顧客番号は信用保証書に記載しています。 

Ｇ 保証番号、当初借入額及び借入残高を記入してください。 

（保証番号については金融機関においてご記入ください） 

※申込書１枚で４保証口までの対応が可能です。 

また、保証協会団信にご加入されている方は団信継続希望欄に○印をつけてください。なお団信継続希望『無』を選

択された方は別途手続が必要となります。 

Ｈ 変更理由を詳細にご記入ください。なお、『期間延長』をされる方、又は『返済方法変更』をされる方については、

該当する項目に○印をつけてください。 

Ｉ 根保証変更 

根保証変更の場合にご記入いただく欄です。 

①～④の該当保証番号に○印をつけ、所定事項をご記入ください。 

該当保証番号は、上記Ｇの番号①～④とリンクさせてください。 

なお、今回条件変更で根保証を確定させる場合や既に確定させている場合は、後段Ｌの「４期間延長・返済方法変更」

欄に記入してください。 

※当座貸越、カードローンの延長の場合は、保証条件変更依頼書の裏面にある「資格要件申告書」もご記入ください。 

 連帯保証人の署名・押印は不要です。 

 収入印紙の貼付は不要です。 

Ｅ 該当する番号に○印をつけてください。許認可等の確認を要する事業（Ｐ5参照）を行っている場合は、当該事業

に係る許認可等の写しの提出が必要です。ただし有効期間内のものを既に提出済みの場合は提出を省略できます。 
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【裏面】 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ｊ 

Ｋ 
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Ｊ 債務引受 

債務引受に係る変更の場合にご記入いただく欄です。債務引受人（新法人、新債務者等）の氏名（法人名）、住所等を

記入してください。 

具体的には、『法人成り』や『個人成り（個人戻り）』、『債務者の死亡による相続』、『会社分割』等になります。 

● 法人成り：種類欄は『免責的』、理由欄は『３．法人成り』に○印をつけてください。 

● 個人成り：種類欄は『免責的』、理由欄は『４．個人成り』に○印をつけてください。 

● 債務者死亡による債務者変更：種類欄は『免責的』、理由欄は『２．単独相続』に○印をつけてください。 

● 会社分割：種類欄は『免責的』又は『併存的』（分割の形態に従って選択してください）、理由欄は『５．会社分割』

に○印をつけてください。 

※理由のうち、1.共同相続については、現状では対応していませんのでご注意ください。 

Ｋ 連帯保証人変更 

連帯保証人変更の場合にご記入いただく欄です。 

法人成りによって、旧債務者（個人）が代表者となる場合は、その代表者を本欄にご記入下さい。 

なお、追加する連帯保証人が本欄で書ききれない場合（３名以上）は、上記Ｊ「２債務引受」欄を使用して下さい。こ

の際、欄右上にある『追加する連帯保証人欄として使用する（赤丸囲み部分）』のチェックボックスにレ印をつけてく

ださい。 

※ 変更・追加する連帯保証人については、個人情報の取扱いに関する同意書（P40参照）が必要となります。 

※本欄右上にある『複数債務引受人欄として使用する』のチェックボックスは、現状では対応していませんのでご注意くださ

い。 
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   【２枚目（Ｐ３）】 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ｌ 

Ｍ 
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Ｌ 期間延長・返済方法変更 

保証期間の延長や返済方法の変更の場合にご記入いただく欄です。 

当座貸越やカードローン等の根保証で、今回確定させる場合や既に確定している場合の期間延長・返済方法変更もこの

欄をご使用ください。 

内入条件が伴う申込の場合は、『現在残高』及び『変更時内入額』を記入してください。 

 

例）現在残高が3,200,000円、変更時内入額が200,000円の場合 

 

 

なお、返済方法が、１～３に該当しない場合は、４に○印を付け、別紙に内容を記入し添付の上、 

＜別紙 有・無＞欄の『有』に○印をつけてください。 

3,200,000 200,000 3,000,000 

Ｍ 担保変更 

条件担保を変更する場合にご記入いただく欄です。 

該当する項目及び担保番号（信用保証書の担保別紙に記載しています）を記入の上、具体的内容を記入してください。 

 

振出人変更・その他 

手形割引根保証の手形振出人変更の場合等にご記入いただく欄です。 

この場合、振出人変更欄の『差替』に○印をつけ、その他の変更及び具体的内容欄に変更内容等をご記入ください。 

 

その他、既定の変更事項に該当しない変更の場合は、「その他の変更及び具体的内容」欄に変更内容等をご記入ください。 
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５．保証条件変更依頼書の記入方法 

 
 
  

Ａ Ｂ 

Ｃ 

Ｄ 

 

Ｅ 

Ｆ 
 

必ずご記入下さい。※DATE印可 
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Ａ 金融機関名及び支店名を記入してください【支店長印押印不要】。業務集約店で貸出事務を行う場合は、当該業務集約店名

及び貸出勘定店を記入してください。 

Ｂ 金融機関コード欄：貸出勘定店の全銀協統一コードを記入してください。代理貸の場合は委託金融機関を記入してください 

担当者欄：担当者不在時の連絡者も必ず記入してください。 

変更予定日：期間延長・返済方法変更等の取組予定日などを記入してください。 

Ｃ 所定事項について記入してください。 
なお、流動資産担保融資保証（根保証）の期間延長の場合は、所見欄に「流動資産譲渡担保契約証書の締結日」を記入

してください。 

Ｄ 所定事項について記入してください。 

プロパー融資の状況についても詳細に記入してください。 

Ｅ 事故報告提出先で、変更内容が「期間延長／返済方法変更」に該当し、かつ前回条件変更（期間延長／返済方法変更）

以降のプロパー貸付への返済に約定返済以外のものが含まれている場合、その理由を記入してください。 

その他 

保証条件変更依頼書の裏面は『資格要件申告書』になっています。これは、当座貸越又はカードローンの期間延長申込

依頼の場合に記入してください。 

Ｆ 「申込書の内容を申込人が理解し、申込意思に基づいて正しく記載されていること」について、申込人への確認状況を

記入してください。 
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１１．各種変更手続 
１．経営者保証の変更 

（１）経営者保証の解除 

  原則として、「経営者保証を不要とする取扱い」（P12参照）の要件を満たしている場合には、既

存の保証付債務を回収条件とする新規申込（金融機関連携型、財務型、担保充足型、事業者選択型）

により経営者保証を解除することができます。 
なお、条件変更（金融機関連携型）による経営者保証の解除も可能です※１。 

 
（２）法人の事業承継（代表者交代） 
  以下の対応を行います。なお、ここでいう事業承継時とは、保証期間中に代表者の交代が生じた

時をいいます。 

①  経営者保証を不要とする場合 
原則として、「経営者保証を不要とする取扱い」（P12参照）の要件を満たしている場合には、既

存の保証付債務を回収条件とする新規申込（金融機関連携型、財務型、担保充足型、事業者選択型）

により経営者保証を解除することができます。 
なお、条件変更（金融機関連携型）による経営者保証の解除も可能です※１。 

②  経営者保証を求める場合（上記①に該当しない場合） 
次のいずれかにより対応します。なお、いずれの対応を行うかについては、債務者の要望や、金

融機関の取扱いスタンス等を総合的に判断し、選択してください。 
ア．旧代表者を引き続き保証人とし、新代表者の保証追加は不要とする。 
イ．新代表者の保証を追加し、旧代表者の保証を解除する。 

 【新代表者を保証人としない場合の留意点】 
代表者変更（保証人変更）の条件変更は不要です。 
ただし、代表者の変更登録に係る事務手続きが必要となるため、「被保証人名称・住所等変更届

出書」の提出が必要になります（P67参照）。 
 【新代表者を保証人とする場合の留意点】 

通常の条件変更（保証人変更）が必要となります※１。 
 

２．事業の継承等による債務者変更 
（１）個人企業の場合 
  親子※２、夫婦、兄弟、孫等の三親等内の親族が前事業者の死亡、老齢、傷病等により事業を継承

したときは、原則として、事業継承前の保証付債務を回収条件とする新規申込により取り扱うこと

となります。 
  なお、この際、申込人が事業継承前の保証付債務を引受したことが確認できる金融機関宛「併存

的債務引受書」（写）の提出が必要です。 
  また、許認可等を必要とする事業の場合、事業継承後の許認可等の名義人は、原則として、申込

人名義であることが必要です。 
 
（２）法人成り※３の場合 
  個人事業者が会社を設立し、自身が代表取締役となって、個人事業の営業譲渡を受け、債権・債

務を継承し、事業を継続するときは、原則として、事業継承前の保証付債務を回収条件とする新規

申込により取扱います※４。 
なお、この際、法人が個人事業者の債権・債務を引き受けることについて承認した取締役会等の

議決の議事録の写※５及び申込人が事業継承前の保証付債務を引受したことが確認できる金融機関

宛「併存的債務引受書」（写）の提出が必要です。 
  また、許認可等を必要とする事業の場合、法人成り後の許認可等の名義人は、原則として、申込

人名義であることが必要です。 
 

 

 

 

※１：条件変更時に

必要となる書類は

P57 参照 

※２：子の配偶者を

含みます。 

※３：当協会でいう

「法人成り」とは、法

人設立日に旧個人

事業者の事業を承

継するとともに当該

事業に係る債権・債

務の引継ぎを行っ

ていること又は旧

個人事業者の事業

を承継するとともに、

当該事業に係る債

権・債務の引継ぎを

行う目的で設立さ

れた法人が、法人

設立日より後（概ね

6 か月以内）に旧個

人事業者の事業を

承継するとともに、

当該事業に係る債

権・債務の引継ぎを

行っていることをい

います。 

※４：旧個人事業者

の死亡、老齢、傷病

等により、親子（子

の配偶者を含む）、

夫婦、兄弟、孫等の

三親等内の親族が

代表者となった場

合も含みます。 

※５：法人による

「原本と相違ない」

旨の奥書（原本証

明）が必要です。な

お、合同会社の場

合、議事録の作成

は求められていな

いため、「同意書

（決定書）の場合が

あります。 
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（３）個人成り※６の場合 
  法人解散に伴い、代表取締役が個人事業主として営業譲渡を受け、債権・債務を継承し、事業を

継続するときは、原則として、事業継承前の保証付債務を回収条件とする新規申込により取扱いま

す。 
  なお、この際、解散法人の全ての債権・債務を引き受ける内容の営業譲渡契約書写等※７及び申込

人が事業継承前の保証付債務を引受したことが確認できる金融機関宛「免責的債務引受書」（写）
※８の提出が必要です。 
また、許認可等を必要とする事業の場合、事業継承後の許認可等の名義人は、原則として、申込

人名義であることが必要です。 
 

＜ポイント＞ 

① いわゆる「休眠会社を買取る」などにより、事業を開始しようとするものは

事業の継承には含みません。 
② 個人企業で前事業者が死亡し事業継承した場合、又は法人成り・個人成りの

場合は、保証条件変更による手続が可能な場合があります。（１０．保証条

件変更手続（P50）を参照） 
 

 

３．貸付利率の変更 

  金融機関において貸付利率を変更される場合は、次のとおりとします。 
なお、貸付利率が定められている制度融資については、原則として、貸付利率の変更はできませ

んが、自治体によっては、状況（預託期間が経過している場合など）により、当初の貸付利率を変

更することが可能な場合※９があります。この場合も次のとおりとします。 
 
（１）元利均等月賦返済方式（ローン）の場合 
   「元利均等月賦返済に係る貸付利率変更届」に変更後の償還予定表（内入明細書）を添えて、

変更の都度提出する必要があります。 
 
（２）上記以外（元金均等返済、一括返済等）の場合 

公定歩合、長期プライムレート等の変動により貸付利率を変更する場合、利率変更届は必要あ

りませんが、代位弁済請求時には「貸付利率変更経過報告書」を提出する必要があります。 
 

＜ポイント＞ 

兵庫県融資制度については、平成28年4月1日以降、金融機関の判断による金利の 
引下げはできません。 

 

 

４．本・支店間の債権移管 

  同一金融機関の本・支店間で、保証付債権の移管をする場合は移管する店舗※１０から「債権移管

通知書」又は「支店統廃合に伴う債権移管通知書」を提出する必要があります。 
 

５．住所、氏名、商号等の変更 

  「変更届出書」に次の書類※１１を添えて当協会に提出してください。 
  なお、提出書類は写でも差し支えありません（「個人情報の取扱いに関する同意書」を除く。）。 
 
 
 
 
 
 

※６：保証協会でい

う「個人成り（個人

戻り）」とは、法人解

散に伴い、代表者

が個人事業主とし

て当該事業を承継

する場合に当該法

人の保証付債務を

引受することをいい

ます。 

※７：その他、解散

登記後の履歴事項

全部証明書写（解

散していない場合

は事後で提出）、法

人の 異動届出書

（廃業届出書）等が

必要となります。 

※８：法人が解散し

ていない場合は、

「併存的債務引受

書」（写） 

※９：制度融資（固

定貸付利率）で、当

初の貸付利率より

引き上げた場合で

も、代位弁済時の

支払利息は、当初

の貸付利率で計算

します。また、当初

の貸付利率を引き

下げた場合は、引

き下げ後の貸付利

率で計算します。 

※１０：支店統廃合

に伴い保証付債権

の移管をする場合

は、廃店となる店舗

から提出します。 

※１１：確認書類に

センシティブ情報

（本籍地等）、マイ

ナンバーが含まれ

ている場合は、必

ずマスキング（黒塗

り等）してください。 
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６．担保の変更※１２ 

（１）当協会設定担保 
   根抵当権の極度額減額、一部（全部）抹消、物件の差替、順位変更等を希望される場合は、「根

抵当権抹消・変更等願書」に印鑑証明書、物件変更の確認書類、担保変更引受書等を添付の上

提出してください。 
 
（２）条件担保 

 物件変更の確認書類等を添付の上、保証条件変更申込を行ってください。 
 当協会が承諾した場合は、「条件担保変更」と表示した変更保証書を発行します。 
なお、詳しくは「信用保証の実務解説（不動産条件担保編）」を参照してください。 

 
（３）金融機関設定根抵当権等の変更 

 金融機関が金融機関固有債権を担保するために設定した根抵当権（条件担保に該当しないも

の）を変更（抹消等）する場合で、当該根抵当権等により担保する債権に要管理債権が含まれて

いる場合は、事前に「根抵当権変更同意依頼書」を提出してください※１３。承諾、不承諾にかか

わらず、「回答書」をＦＡＸします。 
 
 
 
 
 

 
 

７．成年後見に関する届出 

債務者、連帯保証人、担保提供者が成年後見制度を利用する場合は、当協会へ「成年後見制度に

関する届出書」を提出してください。また、届出の際には、登記事項説明書及び本人等の印鑑証明

書の添付が必要です。なお、登記が完了していない場合は、「登記事項説明書」に代えて「審判書

の写及び確定証明書」を提出してください。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

※１２：担保の変更

については、事前

に必ず当協会の担

当者と協議してくだ

さい。 

 

 

 

 

 

 

※１３：変更（抹消等）

に伴い、当該金融

機関の保証付融資

が完済する場合は、

提出不要です。 

 

 

 

 

 

 

 

＜ポイント＞ 

①要管理債権とは、延滞が生じている債権、事故報告提出事由が発生している債権又は

既に事故報告が提出されている債権をいいます。 
②不動産以外の担保の解除の場合は必要ありません。 

対応 必要書類

『被保証人名称・住所等変更届出書』の提出

『連帯保証人名称・住所等変更届出書』の提出

『被保証人名称・住所等変更届出書』の提出

『連帯保証人名称・住所等変更届出書』の提出

『被保証人名称・住所等変更届出書』の提出
※代表者が連帯保証人の場合は、連帯保証人変更の条件
変更の手続きが必要です。

履歴事項全部証明書（前代表者辞任および新代表者
就任の確認が出来るもの）、法人・新代表者の印鑑証
明書、個人情報の取扱いに関する同意書

旧代表者が引き続き保証参加し、新代表者
を保証追加しない場合

『被保証人名称・住所等変更届出書』の提出
※保証条件変更の手続きは不要です。

履歴事項全部証明書（前代表者辞任および新代表者
就任の確認が出来るもの）、新代表者の印鑑証明書、
個人情報の取扱いに関する同意書
※変更・訂正理由欄に「旧代表者が保証継続するた
め、新代表者は保証追加しない」旨を記載してくださ
い。

『被保証人名称・住所等変更届出書』の提出
※法人成り等、債務引受が必要な場合は、決済新規申込ま
たは条件変更の手続が必要です。

『連帯保証人名称・住所等変更届出書』の提出

『被保証人名称・住所等変更届出書』の提出

『連帯保証人名称・住所等変更届出書』の提出

債務者変更に係る決済新規申込または条件変更の手続が
必要です。

P５３、P６６参照

『連帯保証人名称・住所等変更届出書』の提出
※連帯保証人変更の条件変更の手続が必要です。

死亡された方の除籍謄本、除籍が分かる戸籍謄本又
は認証文付き法定相続情報一覧図の写し
※「住民票（除票）」で代用することが可能な場合があ
ります（「返済が正常に履行されており、かつ速やかに
連帯保証人変更が可能である場合」等）。
※根保証の場合、連帯保証人の死亡により主たる債
務の元本が確定しますので、直ちに根保証の貸越を中
止してください。

履歴事項全部証明書（合併が記載されているもの、お
よび合併により閉鎖されたもの）
※被保証人または連帯保証人が他の会社を吸収する
場合は届出不要です。

被保証人（法人）が他の会社に合併されたとき

連帯保証人（法人）が他の会社に合併されたとき

被保証人が死亡したとき

連帯保証人が死亡したとき

変更事項

※担保設定がある場合（条件担保含む）は、担保変更手続が必要となる場合があります。

※会社分割、成年後見、流動資産担保融資保証制度の第三債務者の名称や住所等の変更および特定社債保証については、専用の届出書（報告書）がありますのでご注意
ください。

被保証人が氏名（法人名）を変更したとき

連帯保証人が氏名（法人名）を変更したとき

被保証人が住所を変更したとき

連帯保証人が住所を変更したとき

被保証人（法人）の代表者が変更したとき

被保証人（法人）の組織が変更したとき

連帯保証人（法人）の組織が変更したとき

個人：戸籍謄本（抄本）（※）
法人：履歴事項全部証明書
※変更前と現在の氏名が確認できるその他の公的書
類での代用が可能です。

個人：住民票または印鑑証明書
法人：履歴事項全部証明書
※取り扱い店舗を変更する場合は、『債権移管通知
書』の提出が別途必要です。

履歴事項全部証明書
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１２．償還報告 
 
  貸付金の全部又は一部について償還があった場合は、速やかに報告してください。 
 
 

１．償還報告の方法 

 ①オンライン伝送方式 
オンライン伝送方式をとっている金融機関は、「オンライン伝送取扱基準」に従って、報告し

てください。 
 ②書面（償還報告書）方式 
   オンライン伝送の金融機関で伝送対象以外の貸付形式の償還、又はオンライン伝送以外の金融

機関の場合は、「償還報告書」で報告してください。 
 
    

２．完済報告の留意事項 

①保証料の返戻が発生する場合には、金融機関から送信（報告）された完済データを当協会で処理

し、中小企業者等に保証料返戻に係る諸通知が発送されることになります。誤った完済データが

あった場合は、実際には完済していないにもかかわらず、保証料返戻手続が開始されますので、

正確に送信（報告）してください。 
 また、送信（報告）が遅れますと返戻手続の開始も遅れてしまいますので、速やかに送信（報告）

してください。 
②回収条件付（借換）保証の場合は、回収条件となる既保証の完済登録処理ができないと貸付実行

報告処理ができないため、必ず完済データの送信（報告）を行ってください。  
 
 

３．その他 

 ①償還報告の誤りなどから、再報告が必要となった場合は、当協会から金融機関へ「償還状況報告

について（照会）」を発送します。  
  償還内容を確認の上、同報告書下段の「償還状況報告（再報告）」により再報告してください。 
 ②償還報告が遅延している場合は、「償還状況確認のご依頼」を発送します。 
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１３．事故報告手続 
  金融機関が債務者の信用上の事故又は債務の返済が困難となった事実を知った場合、事故報告書

を提出してください。 
  事故報告書の提出がない場合は、代位弁済の履行ができませんので注意してください。 
 

１．事故報告書の提出を必要とする主な事項 

① 取引停止処分 
② 第1回不渡 
③ 2回もしくは2ヵ月以上の分割返済不履行 
④ 割引手形・担保手形の不渡り、割引電子記録債権の支払不能 
⑤ 債務者の行方不明 
⑥ 休業、廃業 
⑦ 破産 
⑧ 民事再生 
⑨ その他の法的整理 
⑩ 預金・債権（仮）差押※１ 
⑪ 担保（仮）差押、競売開始 
⑫ 期限経過 
⑬ 債務整理委任 
⑭ 担保価値減少※２ 
⑮ 病気 
⑯ 死亡 
⑰ 刑事訴追 
⑱ 保証人事故（預金・債権（仮）差押除く） 

 

２．事故発生後の管理 

  保全・回収については金融機関固有の債権（プロパー債権）と同様に扱い、債務者及び連帯保証

人に対して電話、文書、訪問等により適切な処置をとってください。 
  なお、督促した交渉経過は必ず当協会へ連絡してください。 

（１）預金の払い出し 
   事故報告書提出後の債務者及び連帯保証人の預金については、次のとおり取扱いしてくださ 

い。 
① 最終期限が到来していない場合、期限の利益を喪失していない場合 

流動性預金の払い出しは金融機関の判断（プロパー債権と同様の保全処置）によることと

しますが、定期等の固定預金については、当協会と事前に相談してください。 
② 最終期限を経過している場合、期限の利益を当然喪失している場合、内入延滞中で期限の利

益喪失通知書を発送した場合 
固定預金、流動性預金にかかわらず払い出しは行わないでください。 
ただし、公共料金、生活資金等、特段の理由がある場合は、払い出しを認めることが 

ありますので、当協会と事前に協議してください。 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※１：債務者、保証

人のいずれも対象

となります。 

 

※２：火災等により

減少したにもかか

わらず、担保の差

替え、又は追加等

ができないとき。 

＜ポイント＞ 

①事故報告書の提出が遅れた場合、代位弁済時に利息を全額支払できないことがあります。 
②債務者から「中小企業の事業再生等に関するガイドライン」や「自然災害による被災者の債

務整理に関するガイドライン」の適用申出があった場合等は、速やかに当協会（担当者）に

報告し、事故報告の提出要否も含め、以後の対応について協議を行う必要があります。 
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（２）担保物件の解除 
   担保物件について任意処分の申し出があった場合は、保証条件外担保の場合も含めて必ず当協

会と事前に協議してください。 
 
（３）不渡異議申立預託金の仮差押 
   割引手形が「契約不履行」で返却され、振出人が不渡異議申立の預託をした場合において、 

債務者が買戻しをできない場合は、原則として、不渡異議申立預託金の返還請求権に対して仮差 
押の手続をとってください。 

 
（４）債務者及び連帯保証人の死亡 
   除籍謄本等により相続関係の確認をしてください。 

 

３．債権届 

  破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始等の法的整理又は相続に係る限定承認の公

告等がされたときは、届出期間内に保証付債権を含めて債権の届出をしてください。 
（１）債権の原因及び内容欄には、金融機関固有の債権と保証付債権とを区分するため、当協会の保

証付であることを明記してください。 
（２）債権届の提出後、その写を当協会へ送付してください。 
（３）代位弁済履行後、当協会が届出債権の継承を行いますので、届出債権の取り下げはしないでく

ださい。 
 

４．保証付債権の正常化 

  金融機関が督促・交渉された結果、保証付債権が正常化した場合は当協会へ連絡してください。 
 
（１）事故発生後、保証付債権が正常化した場合、当協会は当該事故報告書を「弁済見込」、「延滞解

消」、「保証条件変更」等の理由により処理し、金融機関に対して「事故解除通知書」を送付しま

す。 
（２）「事故解除通知書」が送付された後、再び事故が発生した場合は、新たに事故報告書を提出し

てください。 
 

５．金融機関の保証人等からの返済 

  金融機関の保証人又は金融機関設定の根抵当権の担保提供者等、当協会の連帯保証人となってい

ない方からの返済申し出があった場合は、必ず事前に当協会と協議してください。 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜ポイント＞ 

 債権届については、代位弁済後、直接当協会から届出をすることがありますので、事

前に当協会と協議してください。 
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６．事故報告書の記入方法 

 
 

 

 

Ａ 

 

Ｂ 

 

 

Ｃ 

Ｄ 

 

 

 

 

 

 

Ｅ 

 

 

Ｆ 

 

 

Ｇ 

 

 

Ｈ 

 

 

 

 

 

 

Ｉ 

Ａ 金融機関コード欄：貸出勘定店の全銀協統一コードを記入

してください。 

金融機関名及び支店名を記入してください【支店長印押

印不要】。なお、業務集約店で貸出事務を行う場合は、当

該業務集約店名及び貸出勘定店を記入してください。 

担当者欄：担当者不在時の連絡者も必ず記入してくださ

い。 

Ｂ 被保証人が法的手続をとっている場合は、代理人や管財

人を連絡先として記入してください。 

Ｃ 事故報告書１枚で最大６保証口まで対応が可能です。左

の丸囲み数字（①～⑥）が保証口特定№となり、連帯保証

人の特定等に活用します。 

現在残高は、部分保証であっても、保証割合は加味せ

ず、実際の残高を記入してください。 

Ｄ 業種は現在の業種を記入してください。 

月商についてはわかる範囲で記入してください。 

Ｅ 事故の内容に従って記入してください。複数項目の選択が

可能です。なお、電子記録債権の支払不能処分等が発生

した場合は、取引停止処分は「１.取引停止処分」、支払 

  不能処分は「２.第１回不渡」にそれぞれ読み変えて対

応してください。 

Ｆ 貸付金（割引）明細欄は、当協会保証付以外のもの（プロ

パーのみ）を記入してください。 

Ｇ 法人の場合：代表者連帯保証人を記入してください。 

代表者以外に連帯保証人がいる場合は次ページの連帯

保証人欄に記入してください。 

個人の場合：保証口の特定が必要のない場合のみ本欄に

記入してください（例：全件に保証加入している、保証

口が１件のみ等）。保証口を特定する必要がある場合は

次ページの連帯保証人欄に記入してください。 

Ｈ 被保証人（代表者含む）の所有資産（不動産以外も含む）

を記入してください。 

なお、取扱金融機関所定の資産明細書等の写しを添付す

る場合は省略可能です。 

Ｉ 所定事項につき、具体的かつ詳細に記入してください。 
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Ｊ 

 

 

 

Ｋ 

 

 

 

Ｌ 

 

 

 

Ｍ 

Ｊ ・保証口№（①～⑥）の中から該当する番号を選び○ 

印をつけ保証口を特定してください。 

・保証付手形割引等、又は担保手形等（ＡＢＬの担保手

形・担保電子記録債権・担保売掛債権を含む）の明細を

記入します。なお、手形等が７つ以上ある場合は必要項

目を記入した別紙を添付してください（未使用の事故報

告書を流用いただいても構いません）。 

Ｋ  ・保証口№（①～⑥）の中から該当する番号を選び○ 

印をつけ保証口を特定してください。 

・連帯保証人の明細を記入します。なお、連帯保証人が

書ききれない時は、必要項目を記入した別紙を添付して

ください（未使用の事故報告書の同ページを使用いただ

いても構いません）。 

・取引状況等については、事故報告書作成日の状況を記

入してください。 

Ｌ 取扱金融機関が設定している担保のうち、保証条件となっ

ていない不動産担保を記入してください。記入しきれない

時は、必要項目を記入した別紙を添付してください（未

使用の事故報告書の同ページを使用いただいても構い

ません）。なお、取扱金融機関所定の資産明細書等の写

しを添付する場合は省略可能です。 

Ｍ 取扱金融機関が設定している担保のうち、保証条件とな

っていない不動産以外の担保（株式や預金など）を記入

してください。記入しきれない時は、必要項目を記入し

た別紙を添付してください（未使用の事故報告書の同ペ

ージを使用いただいても構いません）。なお、取扱金融

機関所定の資産明細書等の写しを添付する場合は省略

可能です。 



74 
 

１４．代位弁済手続 

１．代位弁済 

  事故報告書提出後、金融機関において回収に努められた結果、回収見込みのたたないもので、債

務者及び連帯保証人が最終履行期限（期限の利益を喪失した場合は喪失日）後６０日※を経過して、

なお、その債務の全部又は一部を弁済しなかったときは、金融機関の請求により代位弁済を行いま

す。 
 

２．代位弁済の範囲 

① 貸付残元金 
② 未収利息及び最終履行期限の翌日から起算して１２０日以内の貸付利率による延滞利息。なお、

利息支払期間の１２０日目が法定休日又は金融機関の休日にあたる場合でも利息支払期間の満

了日は不変とします。 
 
＜ポイント＞ 
① 変動金利型の貸付利率で市中金利を大幅に上回る変更を行っている場合、金利引き下げ 

協議の対象とします。 
② 制度融資（固定貸付利率）で、当初の貸付利率より引き上げた場合でも、代位弁済時の 

支払利息は、当初の貸付利率で計算します。なお、当初の貸付利率を引き下げた場合は、 
引き下げ後の貸付利率で計算します。 

③ 未収利息発生日から期限の利益喪失日（最終履行期限を経過している場合は最終履行期 
限）までは「金融機関所定の利率」を適用します。 

④ 最終履行期限（期限の利益を喪失させた（した）場合は喪失日）の翌日以降は「期限の 
利益喪失時の利率」を適用します。 

⑤ 金利変更や元金内入がある場合を除いて、未収利息及び延滞利息は分けず通し期間で計 
算します。 

３．代位弁済業務のフロー 

当協会 

代位弁済決定 

 
「代位弁済請求手続のご案内」の送付、催告書の送付、債権証書・約定書等のコピー依頼 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※６０日間の趣旨は、金

融機関固有の債権と同

じ方法をもって回収に努

められたにもかかわら

ず回収できなかった債

権についてのみ代位弁

済の履行をするという趣

旨であり、「冷却期間」と

いいます。なお、６０日

目が法定休日又は金融

機関の休日にあたる場

合は、次の営業日を冷

却期間の満了日としま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

金融機関 

添付文書の準備、催告書の送付、債権証書・約定書等のコピー、代位弁済請求書の作成 

 

代位弁済請求に係る書類一式の送付 

 

当協会 

代位弁済の内容の精査 

 
代位弁済履行の決定 

 
「代位弁済支払のお知らせ（債権書類引渡のご依頼）」、「別紙代位弁済計算書」、 

「領収証」の送付、代位弁済日の通知、必要書類（原本）の送付依頼 

 

 

金融機関 
領収証への押印 

債権証書原本等の提出 

 

当協会 

代位弁済の内容の精査 

 
代位弁済履行 

毎月「毎月第２週と第４週の金曜日（休日の場合はその前日に振込） 
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４．代位弁済の決定 

  当協会が代位弁済を決定したものについては、「代位弁済請求手続きのご案内」を金融機関宛に送

付しますので、それに基づいて代位弁済請求の手続きをとってください。 
 

５．期限の利益喪失 

  金融機関は、「代位弁済請求手続きのご案内」を受けた債権について、催告書（期限の利益喪失通

知書）を発送してください。 
 
 
 
 
 
 
 
 

６．代位弁済の請求 

  催告書（期限の利益喪失通知書）を発送した結果、返済のないものについて代位弁済の請求をし

てください。 
  なお、提出書類については、「代位弁済請求手続のご案内」と同送の「代位弁済提出書類明細表

（１）」に従ってご用意ください。 
 
 
 
 
 
 

７．預金相殺について 

（１）プロパー債権と保証付債権の優先順位 
   預金の相殺をする場合の優先順位については次のとおりとします。ただし、保証付債権及びプ

ロパー債権のいずれもが相殺適状にあることを条件とします。 

①僚店相殺の取扱い 

 A支店 B支店（預金あり） 
預金相殺の優先関係 

プロパー 当協会保証付 

１ 
プロパー 

（保証会社保証付を含む） 
当協会保証付  ○ 

２ 当協会保証付 
プロパー 

（保証会社保証付を含む） 
○  

３ 
当協会保証付 

 ○  プロパー 
（保証会社保証付を除く※４） 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※４：保証会社保証付の

場合は、当協会保証付と

按分充当します。 

 

 

 

 

 

＜ポイント＞ 

① 保証期限（期限の利益を喪失した場合は喪失日）から２年を経過したものについて

は、代位弁済の請求ができません。 

② 必要に応じて現地調査を行いますのでご協力ください。 

＜ポイント＞ 

 ① 催告書（期限の利益喪失通知書）には、協会の指定した期限の利益喪失日を記載し

てください。 

② 債務者及び連帯保証人に配達証明付内容証明郵便で発送してください。 

③ 手形割引の場合は、商手支払人に対しても催告書（期限の利益喪失通知書）を発送

してください。 
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②主債務と保証債務が併存する場合における預金相殺の取扱い※５ 

 主債務 保証債務 
預金相殺の優先関係 

プロパー 当協会保証付 

１ 
プロパー 

（保証会社保証付を含む） 
当協会保証付 ○  

２ 当協会保証付 
プロパー 

（保証会社保証付を含む） 
 ○ 

③預金相殺の取扱い（その他）※５ 

 場  面 
預金相殺の優先関係 

プロパー 当協会保証付 

１ 

プロパー債権（保証会社保証付を除く）が他の担保等により保全

されていることが明らかな場合。 
（当協会が代位弁済することにより当該担保の移転を受けるこ

とができる場合はプロパー債権優先） 

 ○ 

２ 
当協会保証付債権が他の担保等により保全されていることが明

らかな場合。 
○  

３ 
プロパー債権（保証会社保証付を除く）が商業手形の支払人口債

権である場合 
 ○ 

４ 保証会社保証付債権が併存する場合 按分充当 

５ 期限の利益喪失後に入金があった場合 按分充当 

 

 

 

 

 

 

 
 
（２）預金相殺の方法 

保証付債権の相殺充当は利息金、元金の順とし、原則として、代位弁済日付で行ってください※７。

また、代位弁済日までに預金相殺した場合は、相殺明細書８※を提出してください。 
① 債務者の預金で、保証付債権が数口あり、連帯保証人が異なる場合は、債権按分による充当

を原則とします。 

② 連帯保証人が同一の場合で、一口以上を完済するに足りる預金があれば、原則として、口数

を減らすように相殺してください。 

③ 連帯保証人の預金相殺の場合は、その連帯保証人が参加している案件に充当してください。

また、その連帯保証人が、全ての案件に連帯保証人となっている場合は、原則として、被保

証人の預金相殺方法と同様とします。 

④ 個別の保証債権については、先ず未収利息、次に元金の順で充当してください。 

⑤ 破産手続を開始したものについては、先ず破産手続開始日の前日以前の未収利息に充当し、

次に元金の順で充当します。ただし、破産手続の同時廃止については、前記④により相殺充

当してください。 

 

（３）その他の注意事項 

① 法的整理となった場合は、原則として、相殺基準日を相殺適状日に遡及して預金相殺を行っ

てください。 

② 代理貸付の場合は、原則として、受託金融機関の保証責任の範囲内の相殺としてください。 

③ 出資金については、できるだけ代位弁済予定日までに脱退手続きの上、充当できるようにし

てください。 

④ 住宅金融支援機構の住宅ローン債権との相殺はできません。 
 

※５：プロパー債権

と当協会保証付債

権が僚店の関係に

ある場合は、７（1）

①僚店相殺の取扱

いが優先するもの

とします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※６：ただし、連帯

保証人がプロパー

債権の債務者又は

保証人である場合

は保証付債権に優

先して相殺しても構

いません。 

 

※７：破産・民事再

生等の法的手続の

場合は相殺日が別

途定められていま

すのでご注意くださ

い。 

 

※８：相殺明細書の

ほ か 、 相殺通知

（写）、相殺後の貸

付債権の個別明細

等（利済日、残高の

わかるもの⇒金融

機関所定の帳票） 

 

＜ポイント＞ 

① 保証人の預金についても、債務者預金と同様に相殺してください※６。 
② 当協会が定める代位弁済の範囲を超える部分について、金融機関が債務者等に請求する場合

における預金相殺の充当の取扱いは、通常利息の利率と同率により計算した部分は金融機関

優先となりますが、その他の部分については、原則として当協会保証付融資を優先としま

す。 
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８．根抵当権の移転について 

金融機関設定の根抵当権は、条件担保の場合に加えて、条件外であっても原則として、確定登記

の上、代位による移転登記をしていただきます。 
（１）確定登記 
① 根抵当権の確定事由 

ア （確定期日の定めがある場合で）確定期日が到来したとき 

イ 根抵当権者または債務者の死亡により6か月内に根抵当関係の承継の合意とその登記がなさ

れなかったとき 

ウ 設定者から根抵当権者または債務者の合併に伴って確定請求がなされたとき 

エ 設定者から3年経過により確定請求がなされたとき 

オ 根抵当権者による確定請求がなされたとき 

カ 根抵当権者により競売または物上代位の申立がなされたとき 

キ 根抵当権者（徴税官庁）により滞納処分の差押がなされたとき 

ク 第三者により競売手続の開始または滞納処分の差押がなされたとき 

ケ 債務者または根抵当権設定者が破産したとき 

※ なお、確定事由が生じている場合でも確定登記の要否については、その都度、確認してくだ

さい。 

② 確定登記の方法 

確定登記の方法は次のとおりです。 
ア 所有者から確定登記の委任状を徴求し、金融機関との合意により確定登記する。なお、所有

者が死亡し、その相続人が全員相続放棄した場合は、相続財産清算人を選任の上、確定登記

する。 
イ 根抵当権者（金融機関）の元本確定の意思表示請求※９に基づき、根抵当権者のみの申請書に

より確定登記する。 
ウ 金融機関自らが競売の申立を行う。 
エ 第三者の競売の申立により根抵当権者のみの申請により代位弁済と同時に確定登記と移転登

記をする。 
オ 債務者（被保証人）が破産手続開始決定を受けており、根抵当権者のみの申請により確定登

記と移転登記をする。 
 

 

 

 

 

 

 

 

（２）移転登記の必要書類 
① 代位弁済証書 
② 根抵当権設定契約証書（登記識別情報通知） 
③ 委任状（金融機関） 
④ 資格証明書（金融機関）（会社法人等番号を記載したもの） 
⑤ 裁判所からの催告書（原本）、確定登記の委任状（第三者競売を確定要因とするとき） 

 
（３）移転登記 

① 条件担保の場合 
ア 原則として、当該金融機関に係る全ての代位弁済額を債権額とします。 
イ 「条件担保に係る弁済配分に関する合意書」を交わします。 

② 条件担保以外の場合 
ア 原則として、当該金融機関に係る全ての代位弁済額を債権額とします。 
イ 当協会が金融機関に対して「協会劣後弁済に係る念書」を発行します（当該担保処分時に

おける配分については、金融機関のプロパー債権が保証付債権に優先します）。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

※９：配達証明付内

容証明郵便による

請求もしくは公示送

達により意思表示

をします。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

＜ポイント＞ 

① 債務者、根抵当権設定者が破産手続開始の決定を受けており、全部事項証明書（不動

産登記簿謄本）にその登記がされている場合、確定登記の必要はありません。 
② 確定登記手続は、原則、協会指定日までに必ず完了してください。確定登記手続が代

位弁済日までに完了できない場合、代位弁済日を延期することとなり、延期日数分の

利息の支払いができなくなることがあります。 
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（４）確定・移転の費用 
 

確定登記（競売費用を含む） 移転登記 

条件担保 
一部移転 ⇒ 金融機関負担 
全部移転 ⇒ 当協会負担 

当協会負担 

条件外担保 当協会負担 当協会負担 

ただし、協会負担の場合であっても、金融機関が競売申立及び確定登記訴訟に要した弁護士（司

法書士）費用は負担しません。また、競売申立が移転登記を目的としない場合は一切の費用を負

担しません。なお、確定登記を行うためには、登記情報を最新のものにしていただく必要があり

ますが、その登記に要した費用は、金融機関負担となります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

９．代位弁済請求の取下げ 

代位弁済請求書の提出後に代位弁済の請求を取下げる場合は、「代位弁済請求取下書」を提出し

てください。 
 

１０．代位弁済金の支払 

（１）代位弁済金の支払通知 

代位弁済日が決定したときは、金融機関あてに「代位弁済支払のお知らせ（債権書類引渡しの

ご依頼）」、「別紙代位弁済計算書」、「領収証」を発送しますので、同送の「代位弁済提出書類明細

表（２）」に従って各書類の原本をご用意の上、当協会の指定する日までに提出してください。 
 
 
 
 
 
（２）代位弁済金の支払方法 

代位弁済日に当協会から各金融機関口座に振り込みますので、金額を確認の上、入金処理して

ください。 
なお、同一金融機関で代位弁済が複数ある場合は、その合計金額を一括して振り込みます。 

 

１１．求償権回収の協力について 

代位弁済後の求償権回収については引き続きご協力ください。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜ポイント＞ 

条件外担保であっても、次の場合は、原則として移転の必要はありません。なお、あき

枠とは、代位弁済時における金融機関の債権額に2年分の利息を加算したものを極度額か

ら差し引いたものです。 

① あき枠が移転費用にも満たない場合 

② あき枠があっても処分価値のない場合 

③ 判決によらなければ確定登記できない場合 

④ その他協会にとって移転を受ける実益がない場合 

＜ポイント＞ 

後日の金額変更については、対応できない場合がありますので、特に金額の精査をしてくだ

さい。 
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１２．代位弁済の免責事項 

次のいずれかに該当した場合は、原則として、保証債務の全部又は一部の履行はできません。 
（１）当協会の承諾を得ないで金融機関固有の債権を保証付債権に振替えた場合（約定書第１１条第

１号違反） 

主な事例 

① 不渡手形の買戻しに充当した場合 
② つなぎ融資の返済に充当した場合 
③ 代理貸付の返済に充当した場合 
④ 貸越残が消滅した場合 
⑤ その他、金融機関固有の債権の返済に充当した場合 

 
（２）保証契約に違反して貸付を実行した場合（約定書第１１条第２号違反） 

主な事例 

① 債務者の名称、人格の相違 
② 保証期間と貸付期間の相違 
③ 貸付形式の相違 
④ 返済方法の相違 
⑤ 資金使途の相違 
⑥ 保証条件の担保を徴求しなかった場合 
⑦ 保証条件の連帯保証人を徴求しなかった場合 
⑧ 保証条件として徴求した連帯保証人の保証否認 
⑨ その他保証条件に違反した場合 

 

（３）金融機関の故意、重過失による不法行為、不当な行為又は不行為によって被保証債務の全部又

は一部の履行を受けることができなかった場合（約定書第１１条第３号違反） 

  主な事例 

① 担保保存義務違反があった場合 
② 法的整理の債権届出を失念した場合 
③ 金融機関が自己の債権のみの回収を図り、当協会保証付債権を放置した場合 
④ 事故事由発生後に債務者又は条件保証人の固定性預金が、当協会との事前協議なしで払い出

された場合 
⑤ 保証期限後に手形の書替をした場合 
⑥ その他、金融機関が当然行うべき法的手続又は確認を怠ったため、後日債権の全部又は一部

の回収ができなかった場合 
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１３．代位弁済請求書の記入方法 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ａ 

Ｂ 

Ｃ 

Ｄ 

Ｅ 

Ｆ 

 

 

Ｈ 

 

 

Ｉ 

 

 

 

 

 

 

Ｊ 

Ａ  金融機関名及び支店名を記入してください【支店長印押印

不要】。なお、業務集約店で貸出事務を行う場合は、当該

業務集約店名及び貸出勘定店を記入します。業務集約店

での保証取扱いについては、あらかじめ当協会へ届出さ

れた場合が対象となります。 

Ｂ 被保証人が法的手続をとっている場合は、代理人や管財

人を連絡先として記入してください。 

Ｃ 期限利益喪失日等を記入してください。 

Ｄ 請求金額等を記入してください。 

Ｅ 代位弁済予定日の日付を終期として、期限前・期限後を

分けずに通し期間で計算してください。ただし、金利変

更※や元金内入がある場合はそれぞれ分けて計算してく

ださい。 

「期限時残高」欄は、期限到来後に代位弁済請求する場

合に記入してください。 

※ 利率については未収利息発生日から期限の利益喪 

失日（最終期日を経過している場合は最終期日）までは 

「金融機関所定の利率」、期限の利益喪失日（最終期日

を経過している場合は最終期日）の翌日以降は「期限の

利益喪失時の利率」で計算してください。（利率に変更

がない場合は分けずに通し期間で計算してください。）。 

Ｆ 代位弁済請求日付の預貸状況を記入してください。なお貸

付（割引）については当協会保証付貸付分を除いてくださ

い。 

プロパー債権の保証人名を余白に記入してください。 

Ｈ 所定事項につき、具体的かつ詳細に記入してください。 

Ｉ 法的整理：法的整理状況を記入してください。 

債務否認／督促状況：債務否認の有無を記入してくだ

さい。また督促状況については、時系列で詳しく記入し

てください。 

保全措置（相殺）等：相殺の状況等について記入してく

ださい。 

Ｊ 連帯保証人の状況について記入してください。 

連帯保証人が法的手続をとっている場合は代理人や管

財人を連絡先として記入してください。 

 

 

Ｇ 

Ｇ 信用金庫、信用組合の場合、氏名の余白に出資金を 

（  ）カッコ書きしてください。なければ「（ナシ）」と記入し

てください。 

  プロパー債権の保証人の場合、「プロパー貸付」欄には、

保証金額を「○単  （・・・千円）」と記入してください。 
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１５．信用保証協会団体信用生命保険制度 
  信用保証協会の保証付融資について、中小企業者等が死亡、高度障害となった場合に、生命保険

会社が支払う保険金で保証付融資を弁済し、当該中小企業者の事業の維持・安定とともに残された

家族の安心を図ることを目的として創設された制度です（略称「保証協会団信」）。 
 

１．制度の仕組み 

（１）当協会の保証付による分割返済の融資について、(一社)全国信用保証協会連合会（以下「連合

会」という。）と生命保険会社との間で、中小企業者等を被保険者とする団体信用生命保険契

約を締結します。 
（２）保証協会団信の加入要件に該当する中小企業者等は、保証協会団信に自由意思で加入できるも

のとし、中小企業者等が保証協会団信に加入するときは、連合会と団体信用保証生命保険によ

る債務弁済委託契約を締結し、定められた特約料を支払っていただきます。 
（３）保証協会団信付の融資が完済する前に、被保険者が死亡又は所定の高度障害となった場合、連

合会が生命保険会社から受け取る保険金で、取扱金融機関に対する債務を弁済します。 
 

２．加入資格 

新たに保証付融資を受ける中小企業者 
 

３．被保険者の要件 

 次のいずれかに該当し、加入申込日現在満２０歳以上、満７１歳未満の方※１ 
① 個人事業主の場合は、事業主本人 
② 法人の場合は、代表者であって保証付融資の連帯保証人 

 ※代表者が複数の場合は、そのうちの１名 
 

４．申込手続 

保証協会団信の加入を希望する中小企業者は、保証申込時に信用保証委託申込書等のほか、次

の書類を提出してください※２。 
   ① 団体信用生命保険による債務弁済委託契約申込書 
   ② 「保証協会団信」申込書兼告知書兼口座振替依頼書 

注）告知事項の有無に関らず、申込金額が5,000万円超の場合は、所定の様式による健康診断結

果証明書を提出していただくことになります。 
 

５．保証協会団信の対象となる融資 

（１）限度額 

 １被保険者に対する保証協会団信の限度額は、１００万円以上２億円以下※３とします。 

（２）融資形式、融資期間及び返済方法 
① 融資形式は、証書貸付に限ります。 
② 融資期間は、１年以上とします。 
③ 返済方法は、分割返済（２回以上、元金均等・元利均等）又は不均等返済とし、一括返済

は不可とします※４。 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

※１：満７５歳となっ

た場合は自動的に

脱退となります。 

なお、満７５歳となっ

た日が属する弁済

責任期間（特約料を

支払った期間）の末

日までは保障は有

効です。 

 

※２：融資実行後に

加入することはでき

ません。 

 

 

 

 

 

 

 

※３：複数口利用して

いる場合は、その合

計が２億円以下。 

 

 

※４：ただし条件変更

により返済方法が要

件と相違する場合

は、要件の欠落とは

なりません。 
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６．保障期間 

（１）保障開始日：金融機関が中小企業者に融資を実行した日 
（２）保障終了日：次のいずれかのうち、先に到来する日 

① 死亡したとき 

② 高度障害保険金の支払い事由に該当し保険金が支払われたとき 

③ 金融機関に対する債務を完済したとき 

④ 金融機関との間に締結した金銭消費貸借契約に基づく償還期限の属する月の末日 

⑤ 被保険者から脱退の申し出があった日の属する弁済責任期間（特約料を支払った期間）の末日 

⑥ 被保険者が満７５歳となった日の属する弁済責任期間（特約料を支払った期間）の末日 

⑦ 告知義務違反等により加入資格を喪失したとき 

⑧ 法人が債務者の場合には、被保険者である連帯保証人が代表権を失ったか、又は連帯保証人でなくなった日 

⑨ 特約料が2か月連続して口座振替不能となった場合、弁済責任期間（特約料を支払った期間）の末日 

⑩ 当協会が代位弁済を行った日の属する弁済責任期間（特約料を支払った期間）の末日 

⑪ 免責的債務引受等により債務者でなくなった日 

 

７．特約料※５ 

（１）保証協会団信の加入者（債務者）は特約料を年１回お支払いいただきます。 
（２）特約料は、連合会（連合会の委託を受け、「第一生命カードサービス㈱」が特約料の口座振替

を代行）が保証協会団信申込時に登録された加入者（債務者）の預金口座から１年分の特約料

を引き落とします。 
（３）特約料の支払時期 
 ① 初年度分は、原則として、融資実行日の属する月の翌月２８日 

② 次年度分以降は融資実行日の属する月の毎年の応当月の２８日 
※いずれの場合も引き落としの約１０日前に第一生命カードサービス㈱からお客様へ通知が送付されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

８．保険金請求に必要な書類 

   ①死亡の場合は、『厚生労働省所定の「死亡診断書」（死体検案書）』〈原本または写し〉※６ 

   ②高度障害の場合は、「住民票」(「保険事故発生日(症状固定日)」以降に発行されたもの)及

び「障害診断書」（所定の用紙） 

   ③上記①又は②のいずれの場合にも、当該融資に係る保険事故発生日現在の「残債務相当額」

及び「適用利率」が確認できる償還予定表等（写し） 

   ④遺族又は被保険者に係る「個人情報の取扱いについての同意書」※７ 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
※５：債務返済期間

中の脱退又は繰上

完済等に伴う特約料

の返還は行われま

せん。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※６：死亡日が保障

（責任）開始日から 2

年を経過している場

合は、死亡の事実が

記載されている住民

票〈原本または写し〉

の取扱いも可能です。 

 

※７：所定の様式が

別途定められていま

す。 

 

 

 

（融資金額：100万円、元金均等返済、据置期間なしの場合） 年払い特約料の目安 （単位：円） 

返済期間 1年目 ２年目 ３年目 ４年目 ５年目 ６年目 ７年目 ８年目 ９年目 10年目 総支払額 

3年 3,790 2,160 760 - － － － － － － 6,710 

5年 3,950 2,970 2,130 1,290 450 － － － － － 10,790 

7年 

 

4,030 3,320 2,720 2,120 1,520 920 320 － － － 14,950 

１０年 4,080 3,590 3,170 2,750 2,330 1,910 1,490 1,070 650 230 21,270 

※この目安表は100万円あたりのものです。例えば1,000万円の場合は全て10倍にしてご利用ください。 

※上記の金額はあくまでも目安であり、返済方法や返済状況等で異なる場合があります。 

※特約料は変更される場合があります。 
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１６．個人情報の保護について 
 
  平成 17 年 4月 1 日から「個人情報の保護に関する法律」が施行されています。 

  兵庫県信用保証協会では、個人情報の授受について、その利用目的及び第三者への提供に係

るお客様の同意をあらかじめ確認するなど、この法律等を遵守し、適法な信用保証業務を行っ

ています。 

  なお、令和 3年 4月 1日付けで「個人情報の提供に関する同意書」を改正し、以後の保証時

においても個人情報の取扱いに同意する旨の文言（包括同意文言）を追加しました。 

 

１．事務手続 

（１）保証残高照会時、事前相談時 

 金融機関において、「個人情報の提供に関する同意書」により、お客様の同意を確認し

てください（包括同意書を未徴求の場合）。 
 

（２）保証申込時 

 「個人情報の取扱いに関する同意書」を提出してください（当該申込に関連する個人

が包括同意書を未提出の場合）。 
 

（３）保証条件変更申込時 

① 平成 17年 3 月 31 日以前に保証申込をいただいた既保証分の条件変更 

→最初の保証条件変更申込時に「個人情報の取扱いに関する同意書」を提出してく

ださい（当該保証に関連する個人について、別途、包括同意書を提出済の場合は不

要です）。 

② 連帯保証人追加等、関係人を追加する場合 

→申込日にかかわらず、追加する関係人の「個人情報の取扱いに関する同意書」を

提出してください（当該追加する関係人について、別途、包括同意書を提出済の場

合は不要です）。 

 

 ２．記入方法 

印鑑証明書どおりの住所及び氏名を本人が自署し、実印を押印してください。 

※P40、P41 を参照してください。 
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１７．申込みに必要な書類 
当協会への申込みにあたっては、以下の書類が必要になりますので、添付漏れがないようご注意下さい。 

詳しくは、当協会窓口にお問い合わせ下さい。 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
  

留 意 事 項  確認

保証申込の都度、必要となります。金融機関にて作成いたします。

保証申込の都度、必要となります。

申込時ではなく貸付実行時に作成・提出となります。
日付欄には記入日を記載頂き、印鑑登録されている実印を押印願います。

原則として、初めてご利用いただく際に必要となります。

保証申込の関係者（本人、連帯保証人、担保提供者等）から個別に提出願います。

直近２期分（別表及び勘定科目内訳明細のあるもの）が必要となります。

また、必要に応じ原本やそれ以前の申告書を確認させていただく場合もあります。
なお、個人番号が記載されている場合は、マスキング（黒塗り等）の上、提出願います。

原則として決算期から6か月以上経過している場合、必要となります。

初めてご利用いただく際に最近３か月以内のものが必要となります。
２回目以降は、原則として前回までの利用時から変更のあった場合に必要となります。

初めてご利用いただく際に申込人（法人・個人）及び連帯保証人について、最近３か月以内のものが各１

通必要となります。
２回目以降は、原則として前回までの利用時から変更のあった場合に必要となります。

制度を問わず、経営者保証を徴求する全ての保証申込において必要となります。

法人の場合は、法人税又は事業税の証明書が必要となります。
個人の場合は、所得税又は事業税の証明書が必要となります。

ただし、どちらの証明書も添付できない場合には、住民税の証明書が必要となります。

事業上必要な許認可証等の写しを添付願います。
なお、すでに提出済で、その許認可証等が有効期間内である場合には添付不要です。

保証申込時に当該資本金を超えており、従業員数が次表に該当する場合は、従業員数の確認書類が必
要となります。

従業員数が上記の場合、確認資料は原則として次の（１）、（２）いずれかが必要となります。
(1)労働保険概算・増加概算確定保険料申告書（写）
(2)日本年金機構等公的機関による証明書

ただし、この書類が提出できない場合は、次のいずれかの書類（写）を提出願います。
(ア)「法人の事業概況説明書」(イ)「健康保険・厚生年金保険被保険者報酬月額算定基礎届総括表」(ウ)
「給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書」(エ)「賃金台帳」

申込人（法人代表者を含む。）または連帯保証人が外国人である場合に、在留資格および在留期間（満
了日）等の確認のため必要となります。
住民票は、個人で、新規のあっせん申込みの場合に必要となります。
住民票は、最近3か月以内のものが必要となります。

なお、個人番号が記載されている場合は、マスキング（黒塗り等）の上、提出願います。

建物の建築、機械等の設備の場合に必要となります。

原則として、申込人が建築申請人であることが必要です。

新規担保提供時に所得税・消費税の納税証明書その３等を提出願います。

※団体信用生命保険を希望される方には、別に保証協会専用の「申込書兼告知書」が必要となります（詳細はパンフレット等をご参照ください。）。
なお、以上のほか制度保証毎に必要な資料やその他追加資料を提出していただくことがあります。
※個人番号が記載された書類を提出いただく場合は、マスキング（黒塗り等）の上、提出願います。マスキング（黒塗り等）されていない場合、
書類を返却させていただくことがあります。

新規担保提供時に最新のものを提出願います。
公 図 （ 地 積 測 量 図 ）

建 物 図 面 ・ 各 階 平 面 図

住 宅 地 図 （ 所 在 地 略 図 ）

土 地 賃 貸 借 契 約 書 （ 借 地 契 約 書 ）
借地上の建物を担保提供いただく場合に必要となります。

借 地 権 に 関 す る 確 認 書

担

保

を

提

供

い

た

だ

く

場

合

全 部 事 項 証 明 書 （ 不 動 産 登 記 簿 謄 本 ）

先行する租税債権がないかどうかの確認資料

印 鑑 証 明 書 （ 写 ）

そ

の

他

必

要

に

応

じ

て

提

出

し

て

い

た

だ

く

資

料

納 税 証 明 書

許 認 可 証 （ 写 ） 等

従 業 員 数 確 認 資 料

住民票、在留カード（写）
又は特別永住者証明書（写）

設

備

資

金

見 積 書 ま た は 契 約 書 等 （ 写 ）

建 築 確 認 申 請 書 （ 写 ）

「 経 営 者 保 証 に 関 す る ガ イ ド ラ イ ン 」
等 に 係 る ご 説 明

必要添付書類・チェックリスト

書 類 名

通

常

申

込

時

に

必

要

な

基

本

資

料

信 用 保 証 依 頼 書

信 用 保 証 委 託 申 込 書

信 用 保 証 委 託 契 約 書

個 人 情 報 の 取 扱 い に 関 す る 同 意 書

確 定 申 告 書 （ 写 ）
（ 決 算 書 ）

残 高 試 算 表

履 歴 事 項 全 部 証 明 書
（ 商 業 登 記 簿 謄 本 ） （ 写 ）

サ ー ビ ス 業 5,000万円超 　90人超

政 令 特 例 業 種
該当する資本金を超え、かつ、従業員数が定められた従業員

数の9割を超えているもの

卸 売 業 　　　1億円超 　90人超

小 売 業 5,000万円超 　45人超

業 種 資 本 金 従　業　員　数

製 造 業 等 　　　3億円超  270人超
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７８８ 

１８．事務所・支所のご案内 
 

 

 

 

 

 

 

姫路事務所 
〒670-0965 姫路市東延末 3-27-2 

ＴＥＬ 079-289-3611 

［担当地域］姫路市、相生市、赤穂市、宍粟市、 

          たつの市、神崎郡、揖保郡、 

赤穂郡、佐用郡           

西脇支所 
〒677-0015 西脇市西脇 885-27 

ＴＥＬ 0795-22-6775 

［担当地域］西脇市、三木市、小野市、加西市、 

丹波篠山市、丹波市、加東市、多可郡      

加古川支所 
〒675-0064 加古川市加古川町溝之口 788 

ＴＥＬ 079-424-1105 

［担当地域］明石市、加古川市、高砂市、加古郡      

 


